


明治29年三陸地震津波

日本海中部地震で 100人にのぼる津波の犠牲者

を出し、津波の恐ろしさを思い知らされた。地震

直後に、津波の来襲状況がテレビで多数放映され、

強い印象を受けたことであろう。

明治29年 （1896)6月15日の19時30分ごろ、三陸

沖に発生した津波は、 青森 ・岩手・ 宮城県沿岸各

地を襲った。溺死者は22,000人にのぼり、日本の

津波史上最大の被害を記録した。岩手県の普代・

田老・釜石などの地域では、一つの町村で死者が

1,000人を超えている。三陸沿岸では広い範囲で10

mの波高、最高波は29mにも達し、集落をのみ込

み、山の中腹まで漁船が押上げられた。 当時の被

害写真は多少残っているが、生き残った人たちの

証言をもとに描かれた数々の情景が「風俗画報」

の増刊号に掲載され、全国にその惨状が伝えられ

たのである。

この津波には、幾つかの悪条件が重なった。 ま

ず津波の前触れの地震であるが、三陸沿岸では震

度 2- 3 （軽震～弱震）程度の揺れで、だれも津

波の来襲を気つ。かなかったらしい。 まさに、寝耳

に水’の津波であった。地殻が粘弾性的に数十秒

かけて破壊する、ヌルヌル地震かであったので、

震度は小さいが、断層の変位が大きいマグニチユ

ードM 8クラスの巨大地震であった。

津波当日は、旧暦 5月5日の端午の節句に当た

り、日清戦争の祝賀とも重なり、近郷から親類縁

者が浦々の集落に集まり、犠牲者を倍増させた。

三陸の浦々には、これら溺死者の氏名を刻んだ供

養碑が多数建てられ、当時の大惨事をしのばせて

いる。

津波の数値実験によれば、長さ 200kmの波源で

平均 2m水位が上昇した。 この波高が海岸に進む

につれて増し、さらに港湾の固有振動周期と共振

し、 5-6倍にも増幅したのである。とくにV字

型の湾奥の波高が大きかった。

それから37年後、昭和 8年 3月 3日の未明に、

再び三陸津波が発生した。明治の津波より規模は

やや下回ったが、死者 3,000人を数え、岩手県沿

岸の集落は土台石ばかり残る河原と化した。 この

情報が世界各地に伝わり、、 TsunamiH という国際

語が生まれ、三陸の津波が有名になった。

津波災害は、 地形条件などで波高と流速の大小

に左右され、河口付近が最も危険度の高い地域で、

ある。波高が10mクラスの津波であると、流速は

毎秒 5mを超え、津波を見てから避難は難しい。

最近、木造家屋の構造は基礎がボルトで結合され

るなど、かなり強度を増しているが、地上から浸

水高が 2mを超えると流出するものが出る。一般

に、平均海面上4m以下の津波では、海水が盛上

がるように陸上にあふれて家屋に浸水するが、そ

う激しいものではない。やはり、明治 ・昭和の三

陸津波は特異な巨大津波であったといえよう。

むかしから現在まで、全国で死者 1,000人以上

を出した津波は13回ほど記録されており、地震災

害を上回った。 しかし、昭和27年に気象庁の津波

予報体制が全国的に確立されてから、津波の犠牲

者は目立って減少している。津波の大きさは、震

度の強弱とは無関係であるから、地震時には津波

情報を早く知ることが大切である。

（早稲田大学非常勤講師 ：羽鳥徳太郎）



「風俗画報」臨時増刊より（岩手県立図書館蔵）
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3 H時代と防災

「これからは 3Hの勝負だ」という言葉があるそうだ。ハイテク

ノロジ一、ハイコミュニケー ション、そして第三のHはハイタッチ

だという。

大阪の万博のころ、我々の目を奪ったような最新の技術の粋も、

筑波の科学技術博に行ってみれば、まるで遠い昔の作品のようにし

か思われない。それは最先端の大型技術だけに止まらない。むしろ

我々のほんの身近なところをみても、驚くばかりの様変わりである。

会議の資料はいうに及ばず、近ごろは大学の演習でもリポートはワ

ープロでつくられ、コピーされて参加者たちに配布される。パソコ

ンもまた、いつの間にかファミコンとなって子供たちはそれで遊び、

ソフトを自分でプログラムし、 勉強をする。

ハイテクにハイ コミが組込まれると、カードでアイデンティティー

がとれさえすれば、全国どんな所でもキャッシュを引出すことがで

きるし、また、必要な情報をコンビュータ画面に現出させ、コピー

することができる。衛星通信を利用することによって、ちょっとし

たニュース画面に即時同時進行で、動乱のイラン ・イラク戦争の場

面や、フィリピンの政情についてマラカニアン宮殿の前でリポー卜

する放送記者と対話でき、また三原山噴火の，溶岩流が村に迫る様子

を茶の間で見ることもできる。

しかし、それで果たして人間の生命や安全がますます大切にされ、

守られるようになってきたといい得るだろうか。巨大技術の破綻は

日航機墜落、原子力発電所のメルトダウンと高濃度放射能拡散、チャ

レンジャーの暴発墜落と相次いだ。黒海で大型客船ウラ ジミル ・ナ

ヒモフが、これまた大型貨物船ピヨートル・ワセフと暗夜に衝突、

およそ3百数十名の人々が波にのまれた事故のとき、さすがに耐えか

ねたのか、プラウダがこんな社説をかかげたと外電は報じた。「これ

らのことはすべて怠慢とだらしなさの結果である」と。

欠けていたのは何か、タッチ、すなわち人聞の配慮、人の手当ての

欠如であった。しかし「怠慢とだらしなさ」以上に恐ろしいものがあ

る。それはコンビュータ・ハッカ一一一一イ受入者、アイデンティティー

の暗号を解読して地球の裏側から日本の巨大コンビュータに蓄積さ

れた情報を破壊したり、盗み出すのだという。

事を防災にあてはめてみれば、この怠慢とだらしなさ、そしてハ

ッカーの恐ろしさ。どれだけ痛烈な形と犠牲のなかで我々は学ばせ

られてきたかわからない。 川治、蔵王、ホテル・ニュージャパン、そ

して大東館、さらにさらでだにタッチのうすい身心障害の人たちの

施設「陽気寮」の火災、近くは 「仏祥院」で反省室に入れられて鍵

のあけられぬまま焼死した痛ましさ。ホームオートメーション結構、

防災装備のインテリジェント化結構。 しかしそこに欠けてならぬも

のは正にハイタッチなのである。

防災言
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天績を聴き地績を予奏する

股野宏志
元大阪管区気象台長・理学博士

天気図は、各地で一定の時刻ごとに観測さ

れた結果を地図の上に記入し、雲量、風、気

圧、気温などの気象要素や天気の分布を世界

共通の様式で表現したものである。天気図に

よって、広い範囲にわたる気象状況とその変

化を知ることができる。しかし、そこに表現

されるものは、天気図上で識別でき、その推

移を追跡できる程度のかなり大きな規模の現

象である。これを総観規模現象という。その

代表例には、日常的にもおなじみの高気圧、

低気圧、前線などがある。

各地の天気は、この総観規模現象に支配さ

れるが、直接には局地の現象を含め中小規模

現象の強い影響を受ける。各地の自記気象紙

には不規則でせわしい変動が記録されるが、

この変動は中小規模現象によるものである。

しかし、この変動をよく見ると、ゆっくりし

た変化の上に重なっていることがわかる。こ

6 

の基調的な変化こそが、天気図に表現される

総観規模現象によるものなのである。

天気図がなかった時代には、人間の目の及

ぶ範囲でしか気象が理解されなかったので、

「嵐が遠くからやってくる」ことなど思いも

よらず、目先き の変動に捕らわれて大勢を誤

り、突然の災害に見舞われることがしばしば

であった。広い範囲にわたって気象状況の変

化を一望の下に考察できる天気図のもつ防災

的意義は非常に大きいといわねばならない。

地上気象観測網に加えて高層気象観測網が

整備されるにつれ、大気の立体構造が明らか

となり 、高層気象の振舞いが地上気象の変化

を支配することもわかった。地上約 5kmの高

さの気象状況は、高層全体の気象状況をよく

代表している。それで、この高さの気象’状況

が気象解説でよく引用されるのである。

高層天気図では、 地球を取り巻く大気の流

れが波形を示し、 地上天気図で見慣れた高低

気圧や前線の姿はすっかり影を潜める。大気

の立体構造としては、各地の天気を支配する

高低気圧や前線が高層の波形的な流れに支配

されるという｛土中且みになっている。しかし、

この仕組みは非常に複雑で、その全体像を一

つの力学的なシステムとして理解することは

極めて困難である。気象学の最も大きな、そ



して究極的な研究課題であろう。

高層の流れが波形的であるといっても、そ

れは決して単純な波形ではない。いろいろな

波長の波から構成されているからである。そ

のなかで、数千kmの波長の械が比較的に規則

正しく地球全体を取り巻きながら蛇行してい

る。この波は発見者の名にちなんでロスビ一

波と呼ばれるが、一般には長波と呼ばれる。

長波が発見されてから50年近くなるが、これ

を契機として総観規模現象に関係する大気の

流れの力学的な研究が急速に進み、電子計算

機の発達と相まって、数値予報と呼ばれる新

しい予測法が実用化した。したがって、ロス

ビーによる長波の発見は、気象学の歴史で画

期的な出来事とされている。

グ／ーはバッハのピアノ 曲を弾いている時、

その曲があたかもそのまま何かの旋律に対す

る伴奏であるかのように感じ、楽輿のまにま

にその旋律を書き留めて作ったのが、あの有

名な独唱曲アべ・マリアである。バッハの原

曲は平均律クラビア曲集の初めにあるハ長調

前奏曲であるが、比較的に短い周期で繰り返

されながら進行する分散和音の楽句から構成

されている曲の中に、あの緩やかで美しい旋

律が秘められていたのである。グノ ーはそれ

を発見したといえよう。いろいろな波長の波

’87予防時報149
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から構成され、複雑な波形をして蛇行する大

気の流れの中で、ゆっくりと規則正しく進行

するロスビ一波は、グノーのアべ ・マリアに

もたとえられょうか。

天の奏でる音楽を天箱、それに和して地の

奏でる音楽を地績という。荘子には「汝、地

籍ヲ聞クモ未ダ天籍ヲ聞カザルカナ」の言葉

があるが、天気図をながめ、大気の流れを考

えていると、まさしく天績を聴く思いがする。

予報官は、長波を中心にいろいろの波が合奏

する天績を聴き分け、それに気象の局地性を

／＼ーモナイズさ せて地箱を「予奏」 している

といえよう。ここで、予奏が現実と異なれば

厳しい世評を受けることになる。常に世の鑑

賞に耐えられる作品を目指し「天績を聴き地

績を予奏する」ことは、決して容易な業では

ない。

しかし、予報官の子奏が絶えず世間から拍

手とブラボーを浴びる日は着実に近づいてい

るように思われる。それは現在、国連の専門

機関である世界気象機関が「世界気象監視計

画2000」を推進し、各国の気象庁が協力して

計画の達成に努力を傾けているからである。

この努力が来世紀に見事に結実し、各国の天

気予報が一段と向上することを期待したい。

21世紀はもうそこまできている。

7 
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来年の国際火災安全科学学会開催によせて

川越邦雄
東京理科大学教佼

テムズ川を挟んで議事堂の対岸にある有名

なロンドン都庁舎（カウンティホール）が払

下げとなる。永年独立組織として君臨してき

た大ロンドン都が、昨年解体させられたので

ある。東京都では、新宿にそびえる壮麗な都

庁舎のシンボルタワーの建設が始まる。かた

や屋上屋にメスを入れたサッチャーの決断に

拍手をおくるロンドン都民、かたや都知事の

決心に喝さいをおくる東京都民。 2つの大都

庁舎のありょうは誠に対照的である。

英国では建築物に対する法規制の大改革を

断行した。1984年、 PublicHealth Act等

建築を規制する様々なActを統合し、新たに

Building Actを制定。これを受けて1985年、

全面改定の BuildingRegulations 1985およ

び新たに Building(Approved Inspectors 

8 

etc.) Regulationsl985をイ ングランドと

ウエールズに、 1986年にはこの Actの下、大

ロンドン都に適用されていたBuildingby-law 

を廃し、新たに Building(Inner London) 

Regulations 1985を発効させた。

これは法を守る責任を全面的に民間にゆだ

ねた徹底した改革である。すなわち、これま

での教値のたくさん入った分厚い仕様書的 Re-

gulationsを、わずか26頁の薄っぺらなもの

に縮め、この中の法的要求事項（Requirements)

は、たとえば、構造では死・活・風荷重を大

きな変形を起こすことなく安全に地盤に伝え

るように造ることなど、わずかに150words、

防火でも必要に応じ内部の火災拡大を防ぐよ

う建物を区画することなど300words、法の主

旨だけを述べるにとどめたのである。

これでは具体的な設計、施行ができない。

Actでは、よりどころとして強制力は持たな

い承認文献（ Approved documents ）を、大

臣および大臣指命の学協会が指定できるよう

にした。

さらにActでは、 Regulationsの要求への

適合の認証を、在来どおり、地方官憲（Local

Authority）にゆだねる方式と並行して、新た

に、大臣および大臣指定の団体の承認した公

認検査士（ Approved Inspectors.）に全面的

に任せる方式を認めた。これを受けて前出の

Building (Approved Inspectors etc.) Regula-



tionsが制定きれ、民間認証（PrivateCertifi-

cation ）のやり方が示されたのである。この公

認検査士を起用して建築屈を出す場合、保険

会社の保証が必須となっていることが注目さ

れる。

荷重値までも民間の判断にゆだねた我が国

ではとても信じられないような法令が、現実

として目の前に現れたのである。

我が国の建築基準法、消防法等安全法令は

検査制の法制度であると聞かされている。す

なわち、建物を建てることを一般的に禁止し

ておいて、行政機関が法令条文に適合してい

るか検査し、適合していると認められた場合

のみその禁止を解除するというものである。

これは許 ・認可制度と異なり、法令条文が細

部にわたる客観要件のみで構成されているの

で、行政官には裁量の余地が与えられていな

いのが権力的検査制の特徴で、敗戦の混乱立

て直しには必須の制度であった。

「安全の確保は行政の主要な目的の一つで

あるから、安全にかかわる許 ・認可とこれに

伴う検査業務は、その産業所管の各省庁が行

うのが当然である」、国際摩擦を受けてもこの

背骨は今に至るも揺るがない。

英国の新しい行政理念、我が国の伝統的理

念。この極端な対照は、国際的興味を大いに

呼必に違いない。

欧州I12か国を調べた結果、火災損害、消防、
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防火、保険経費の合計のファイヤーコスツが

GD Pの 1%にも及んでいると警告した Wiト

mot報告は、大変な反響を呼び、今世紀末ま

でに大幅なコスツの削減とリ スクの低減を図

ろうとする強い気運がECの聞に高まってき

た。調べてみると、我が国のコスツも GDP 

の 1%に近い。しかし欧州、｜に比べ、損害時、

対策84という特異なコストバランスの下にあ

る。が、不思議と我が国ではこの不合理性に

対する批判は起こってこない。

米国では既に幅広く展開している防火コン

サルタン卜が、欧州｜でも数を増している。こ

れに伴い、火災現象予測の電算シミュレーシ

ヨンが国際的に活用され、様々な技術開発が

活発化している。このため先端の研究情報を

求める意欲がとみに高まり、防火技術者教育

にも力が注がれ始めている。ひとり我が国の

み責任を行政に預け、保険の立ち入れないコス

ツ無視の防火技術砂漠のなかに安住している。

来年 6月には国際火災安全科学学会の第 2

回シ ンポジウムが東京で聞かれる。前人気は

高く、トップレベルの研究者が詰めかけてく

る。研究および法定試験あれど防火技術なし、

の実状を見せざるを得ないのが副会長として

の私の悩みであるが、これを期にコスツを踏

まえた法制の在り方、防火技術叫在り方を根

本的に検討する気運が高ま ってくることを期

待している。
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運転中の突然死

徳留省悟

東京都監察医務院監察医長

近年、我が国の国民生活は、産業開発や高

度経済成長とともに著しく向上改善され、こ

れに伴って、自動車保有台数および自動車運

転免許人口の増加は目覚ましいが、 一方、交

道渋滞、スピード化等、自動車運転手の受け

るストレスはますます増大し、心臓血管系等

の臓器の受ける影響は決して少なくはない。

まず、 1.突然死とは何か、 2.自動車運転中

の突然死の実態、 3.今後の問題点および対策

について述べる。

1.突然死とは何か

突然死とは、 WH 0 （世界保健機関）の定

義によれば、瞬時死、または急性症状発現後

24時間以内の死亡で、非自然、死を含まないも

のと定義されており、原因疾患は各臓器にま

たがり、多様である。
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昭和61年 1月より同年 6月までの当院で音lj

検した15歳以上の突然死 489例についてみる

と、心臓血管系 （虚血性心疾患 238例、大動

脈瑠の破裂51例、その他の心疾患33例）は322

例で全体の約66%、脳血管系 （脳出血32例、

くも膜下出血25例、橋脳出血13例）は70例で

全体の約14%、慢性アルコール性肝障害は14

例で約 9 %、原因不明の、いわゆるぽっくり

病は31例で全体の約 6%、呼吸器疾患および

消化器疾患は23例で全体の約 5%である。心

臓血管系と脳血管系が80%を占めているのが

特徴である。

2.自動車運転中の突然死の実態

東京都内における自動車運転中の突然死は、

昭和30年～46年の17年間に70例で、年平均4.12

例である。一方、昭和56年～59年の 4年間に

76例あり、年平均約19例である。このように、

運転中の突然、死は、近年、顕著に増加してい

ることがわかる。

最近 4年間の年齢別発生数は、 30歳未満で

は 2例、 30歳代では11例、 40歳代では27例、

50歳代では22例、 60歳以上では14例となり、

なんと40歳以上は63例、実に全体の約83%を

占めている。

また、自動車運転中の突然死例の車種は、

普通乗用車33例、タクシー24例、トラック 8

例だが、このうち営業車は27例と、全体の約



35.5%を占めている。

自動車運転中の突然、死による事故は、普通

乗用車 8例、タクシ－ 4例、トラック 2例、

パスl例である。事故の種類では、側壁に衝

突7例、車両と衝突 5例、追突 4例で、自動

車運転中の突然死76例の約21%の16例が事故

を起こしている。

自動車運転中の突然死例の既往歴は、普通

乗用車20例（60.6%）、タク シー15例（62.5%)

に虚血性心疾患 （狭心症、心筋梗塞等）、高血

圧等であり、全体の約62%を占めている。

自動車運転中の突然死の死因をみると、心

臓血管系 （虚血性心疾患35例、大動脈瑠の破

裂 4例、その他の心疾患 5例）は44例で全体

の約57.8%を占め、脳血管系（脳出血11例、小

脳および橋脳出血 5例、くも膜下出血8例）

は24例で全体の約31.6%を占めている。

3.今後の問題点および対策

最近4年間の東京都内における自動車運転

中の突然死は、年平均19例で、10年前に比して

顕著な増加を示し、年齢的には40歳以上が全

体の83%を占め、全体の61.8%の47例に虚血

性心疾患、高血圧の既往歴があり、死因は心臓

血管系が約57.8%、その約18.6%が事故を起

こし、脳血管系は約31.6%で、その約29.2%

が事故を起こしている。

以上のことを踏まえて、自動車運転中の突
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然死のはらんでいる今後の問題点と、その対

策を考えてみると、次のようになろう。

（今後の問題点）

(1) すでに高齢化社会に突入している我が国

において、今後、高齢運転者が激増すること

は、当然予想されることである。40歳以上の

中高年ドライパーの運転中の突然死が、全体

の8割以上を占めていることから、今後も、

この数字が増加すると思われる。

(2) 近年、とくに医療水準の向上に伴い、従

来は絶対安静で動けなかった患者が、手術療

法、人工透析および投薬により軽快になり、

自動車運転が可能となった。今後も、このよ

うな運転者が増加するであろうことが推測きれ、

自動車運転中の突然死は増加するであろう。

(3) 現時点においては、自動車運転中の突然

死による大事故は発生していないが、大事故

が起きる可能性がないとはいえない。

（今後の対策）

(1) 自動車運転免許の交付 ・更新の際には、

現状の運転免許制度ではなく、循環器系のメ

ディカルチェックが必要になる。とくに既往

歴のある人、治療中の人および高齢者には、

絶対必要である。

(2) 営業車の運転者、とくに人を乗せて走る

パス ・タクシーの運転者には、循環器系のメ

デ、イカルチェック中心の健康管理が必要である。

11 
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火災事件の法廷

塚本孝一
元日本大学教授

法律を学んだことがないのに、火災事件の

鑑定を依頼されて裁判にかかわってきた。そ

の鑑定する事項は、当然火災事象にかかわる

ことである。要するに、燃えるか、燃えない

か、どのような火事になるかということであ

る。ところが、鑑定証人として法廷に立ち、

証言させられるとき、火災事象のことを法律

上の見地から尋問さ れて閉口する。こういう

ときは、どうも話がかみ合わない。

筆者の勤めた大学に、ある国立大学の学長

を退官されてこられていた機械学科の先生が

おられ、宿舎でいつも食事を共にし、雑談を

交わしてきた。裁判の鑑定を経験されたこと

も知っていたので、あるとき、 「法廷での証人

のことをどう思うか」と聞いてみた。その時

一言、「無礼だ」といわれたのが印象に残って

いる。証人は尋問に答えるだけである。

ある火災事件で被告側の依頼により、実験

をやり鑑定書を作成し提出した。実験は火が

12 

出るか、どのような燃え方をするかにあった。

鑑定証人となり、検察、被告弁護人の尋問

が終わった後、裁判官から「今説明されたの

は、独立燃焼のことか」と尋問された。我々

の社会では独立燃焼という用語はなく、説明

に困るから、 「独立燃焼といわれるが、具体的

にどのような燃え方か」と問うてみたが説明

されなかった。このことをみると、燃え方ま

でも法律の領域で考えようとするらしい。い

ろいろと事件にかかわり、準備書面を見るこ

とがあるが、鑑定に対する反論中に、経験則、

消去法、法律の見地からの事実認定などの用

語があって、具体的な説明がないため、解釈

に苦しむことがある。

ガスボイラーの煙突がモルタル塗り外壁を

貫通する部分で出火した事件で、検察側から

鑑定依頼があった。要点は、家屋の焼け方か

らみて、 出火は煙突の貫通部か、であった。

例のとおり証人となり、検察官の尋問で焼

け方と燃え方の関係から説明した。被告弁護

人の尋問で、 「今、焼けているという所は招き

屋根というのではないか」と、建築家がこん

なことを知らないのか、という態度と受け取

れた。「そうです。次に屋根端の瓦とあるのは

いけらば瓦かというのだが、鑑定では専門用語

を使わないことにしている」と答えた。他の

事項の 2、3尋問の後、 「そういうのが科学的

方法か」とたたみかけてきた。そこで 「科学



的方法といわれるが、具体的に何を説明せよ

というのか」と反問すると、尋問はなく終わ

ってしま った。

火災事件の鑑定に当たる場合、火災がどの

ような状況であったかを知る必要がある。現

場調査していないから、警察や消防の調書に

頼ることになるが、よくわからないところが

多く、この点からまず悩まされる。

損害賠償請求事件で 5年経過しているとき

に、原告から鑑定を依頼された。その鑑定事

項に 「火災原因は何か、出火時刻は何時何分

か」とあったのには驚いた。これらは現場調

査で明らかにすることである。調べてみると、

火災の発見状況と火災通報時刻以外は、火災

状況が明らかでなく、原告側は立証できず、

審理が一向に進まないため、鑑定に全面的に

依存してきたようであった。

もう一つの例をあげてみる。隣で鉄骨 3階

建てを建築し、鉄骨の溶接作業をやっていた

時、溶接の火花が木造 2階建て外壁モルタル

塗りの土台に落ちて着火した、という火災事

件である。この土台は 2本並べ、 l本は外壁

の外側にあって腐食していたから着火し、モ

ルタル塗りの欠けた部分から壁内に燃え込み、

壁内を燃え上がり、全焼したといい、溶接工

が業務上失火に問われていた。

この話が持ち込まれ、説明を聞くと、火災

の成長段階で多くの矛盾がみられる。そこで
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訴訟記録を調べると、火災の 3目前、 9cmの

積雪という気象測候所の記録をみた。12月の

暮のこと、この東北地方では、この積雪が 3

日間で溶けることはない。この点を弁護人た

ちに説明したが、一審が有罪となり、控訴さ

れた。

そこで、証人として証言してほしいとのし

いての依頼で法廷に立った。被告弁護人の尋

問に応じ、この火災状況で矛盾しているとこ

ろ、積雪のことなど答えた。次いで、検察官

の尋問となり、「先生はどこの生まれですか」

「愛知県で、す」「それでは雪の降らない所です

ね」「そのとおりで、す」。これで尋問は終わり

である。この地方で生活しておれば、だれで

もわかることだから、こんな尋問になったの

であろうか。

この控訴審の判決文をみると、証人の証言

は一般論であって、このときは特別であった

とあり、その理由は示されていない。そして、

溶接の火花が原因であるという理由のうちに

蓋然性があるともあった。工事場では溶接の ー

火花による出火が多いから、その可能性が大

きいというように読み取れた。

先に「無礼だ」といわれた先生と話してい

ると、鑑定などは愚者のすることと考えられ

てしまう。多くの鑑定を経験してきたから、

もうこの鑑定のことは卒業としたほうがいい

と思う次第である。
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消費者相談にみる
自動車の安全性
吉田良子

1 はじめに

国民生活センターは、国民生活の安定と向上を

目的に昭和45年10月に設立された、経済企画庁所

管・の特殊法人である。国民生活のうち、主に消費

生活に関し消波者、事業者、行政、マスコミ等に

情報を提供し、消費者問題の解決に寄与している。

また、全国の都道府県、市区町村には、おのお

のの自治体の一組織として消費生活センターが設

立されており、国民生活センターは、これら消費

生活センターの中絞的機能を果たす役割を担って

いる。

消費生活センターは、消費者向け講座、出版物

の発行、展示会等による消費者の普及・啓発、商

品やサービスの比較テスト、消費者相談の処理等

を主たる業務としているが、なかでも消費者相談

の処理は、消費者被害の直接的救済という点で、

最も重要な業務のーっといえる。消費者相談は年

年急増傾向にあり、 60年度に全国のセンターが受

付けた相談は33万余件にも達している。

消費者相談は、消費者の実体験から発生した情

報であるという点で、消費者問題の動向や解決の

方途を探るうえで類まれなi'.t重な情報であるとい

える。

本稿では、国民生活センターと全国の消費生活

センターとをオ ンラ インで結ぶ「全国消費生活情

14 

宇~ネットワーク ・ システム（ PI 0-NET）」の

蓄積事例のなかから、自動車の安全性に関する相

談にスポットを当て、消費者問題における安全性

を考えてみることとする。

2 自動車の相談件数と相談傾向

61年12月末日現不正の相談入力件数のうち、 59年

度以降に受付けた相談は 206,401件であるが、こ

のうち自動車の相談は 2.6%に当たる 5,429件で

ある。本システムでは、寄せられた相談をその内

容により 14の項目に分類しているが、 16ページの

図は自動車の相談内容の対受付件数比と全相談の

それとを比較したものである（ 1件の相談でも該

当するすべての相談内容に計上しているため、比

率の合計は100%を超える）。

これをみると、自動車の相談は、「安全 ・衛生」

「品質 ・機能」 「接客対応」 （主にクレーム処理ー卜．

の問題）が多いこと、「販売方法」および「質物相

談」（消費者が商品 ・サービスの購入 ・契約に先立

ち、あらかじめ情報を収集する目的でする相談）

が少ないことが特徴として挙げられる。

自動車は、商品のなかでもとりわけ構造が綾雑

であるため、「品質 ・機能」に関する相談が多いこ

とはある意味で当然の傾向であるし、車両ト ラブ

ルは交通事故等の危険につながる可能性があるた



め、「安全・衛生」の件数が多いのもまた当然とい

えよう （自動単の相談の場合、安全性に関する相

談は 「安全 ・衛生」 と 「品質・機能」にダブルチ

ェックされることカf多P）。

また、当センターは、商品により身体的被害を

受けた、または受ける可能性のあったケースを、

消費者相談からのみでなく、病院とのネットワー

ク等により「危害 ・危険情報」として収集 ・分析

しているが、このシステムにおいても、自動車は

最も件数の多い商品となっている。

しかし、その内容をみると、ほとんどが単品の

不良であり、同一メーカーまたは同一車種 ・型式に

共通して特有のトラブルが発生する、いわゆる“欠

陥車”といえる車両トラブルはごくまれである。

3 自動車の安全性に関する相談

自動車の相談 5,429件のうち「安全 ・衛生」に

関する相談は 625件あり、そのうち危害 ・危険情

報に該当する相談は486件である。

具体的事例をみると、「走行中、操作ミスもしな

いのにエンストした」というもの90件、「フロント

ガラス （またはリアウインドウ）が走行中（また

は駐車中）突然割れた」 というもの64件（うちリ

アウインドウ 7件）、車両火災48件、「オー トマチ

ック車が；急発進した」というもの33件等が件数の

多い事例である。

このほか「走行中ブレーキが効かなくなった」

「高速道路で突然、スピー ドが落ち、加速しなくな

った」といった制動不良、加速不良の事例 も相当

件数あり、なかには「信号待ちの後、発進しよう

とアクセルを踏んだら車体が前にのめり、車体が

立ってしまった」 「走行中、運転席のドアがすっ

ぽり外れてしまった」 「走行中、右前輪が外れて

飛んでしまった」等、信じられないような相談も

ある。

4 オートマチック車の急発進事例

これらの相談のなかから、初めに、オー トマチ

ック寧の急発進の事例を基に商品の安全性につい

て考えてみたい。
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オートマチック車の急発進事故は「エンジンキ

ーを回した途端に急発進した」というような発進

時の事故、「信号待ち等の一時停止から再発進しよ

うとして突進した」といった再発進時の事故、「チ

ェンジレバーをドライブ（前進）に入れたのに後進

した」または「J＼ック（後進）に入れたのに前進し

た」といった逆進事故の 3種類が報告されている

が、いずれの場合も「気違いのように飛び出した」

という申し出に代表されるように、かなりのスピ

ードで発進している。

センターは、相談の処理の一環としてメーカー

に見解を求めるが、この急発進の原因について、

いずれのメーカーも「操作ミス」と主張している。

メーカーは原因を操作ミスとする根拠として、急

発進したという自動車を調査しても急発進が再現

しないこと、車両自体に異状が発見できないこと、

理論的にも急発進は考えられないこと、を挙げて

いる。

事実、当センター商品テスト部のテストでも急

発進は再現せず、車両に異状は見つからなかった

し、学識経験者等のヒアリングにおいても、 現段

階での知識をもってしては理論的に急発進は考え

られない、との見解が示された。

これらの結果を基に当｝センターは、乗用単メー

カー各社に具体的表現を示唆した上で表示の改善

を要望したり、箸察庁に対し、運転免許取得のた

めの教習課程に現行のマニュアル車の操作だけで

なく、オートマチック車の操作も追加するよう要

望する等の措置を行ってきた。

しかしながら、これらを踏まえた上でも、なお

かつ当センターは原因を操作ミスとは判断しかね

ている。理由は同種苦情件数の多さと、操作ミス

ではないとする相談者の申立てにかなりの信ぴょ

う性を感ずることである。苦情が再現しない、ま

た、商品自体に異状が発見できない種類の苦情は、

他の商品においてもあり得る。 たまたま、苦情発

生時に、商品自体以外の外的要因を含めて苦情発

生の要因がそろったために発生する商品トラブル

というものはあるはずである。 とりわけ自動車は

ほとんど戸外で使用され、かつ使用が広範囲にわ

たるため、外的苦情要因は他の商品より多いので

ある。
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5 消費者の“誤使用”

と安全性の考え方

オートマチック車の急発進が誤使用であるか否

かはさておき、消費者の誤使用による商品事故は

多い。「“温めてお召し上り下さい”という缶詰の

表示を見て、ガスコンロに直娘缶を載せて加熱し

たため缶が破裂した」 「自転車のハンドルに掛け

ていた絵具箱が前輪近くの鎚に当たって、走行中

突然鍵がかか ったため、前方路上に放り出された」

「乳児にガラガラを持たせてそばを離れた問にガ

ラガラの球が口にはまって乳児が窒息死した」 と

いったケースはいくらでもある。

これらの商品事故を、“原因は消費者の誤使用な

のだからやむをf尋なしにと片付けてよいものだろ

うか。 こういう考えを敷桁すれば、例の”笹田商

事事件”も、だまされた消費者が無知なのだかlら

やむを得ない、ということになるし、極論すれば、

泥俸に入られたのも戸締りをしなかった被害者が

悪い、ということになりかねない。 たしかに消費

者は“世のなかにうまいもうけ話はなしゾと知っ

ていた方がいいのであるが、それを知らなかった

ということ、自転車やガラガラの誤使用により悲

惨な目に遭ったということは紛れもない事実なの

である。

国民のすべてが属する“消費者”という大集団

は、それゆえに坊さ、恐かしさを包含している集

団なのだということは、実に重たい事実である。

事業者は責任の所不Eをうんぬんする以前に、この

事実の重さを受けとめるべきである。 それでなけ

れば、その消費者を相手に物を造り、販売するこ

とで存続 ・発展を図るとい う企業の存在の前提が

崩れてしまうからである。

いかなる商品においても、使用者の注意で誤使

用を完全に防ぐこと は無理である。使用ミスの発

生頻度が高ければ、それだけでその商品は欠陥商

品といっていい。

事業者が、消費者の誤使用を自らの手で防ごう

という思想で造られた商品も幾つかはある。脱水

槽の重量を開ければ自動的に高速回転が止まる洗濯

機、手を触れれば羽の回転が止まる扇風機、種火

が消えると自動的に生ガスの供給がスト ップする

16 

ガス器具等である。 しかし、商品全体でみると、

まだまだこの種の安全設計思想の反映した商品は

少ないといわざるを得ない。

当センターはこのような考えに基つ、いて、メー

カー各社に対し、もしオートマチック車の急発進

の原因を操作ミスとするなら、操作ミスを防止し

得る織造のオートマチ ック車の開発をするよう要

望している。

6 “安全”の値段

「フロントガラスが、 何にも当たった覚えがな

いのに突然割れた」という相談は、毎年コ ンスタ

ントに寄せられている。 合わせガラスであれば割

れでも破片が脱孫しないので原因究明のための調

査は可能であるが、相談のほとんどは部分強化ガ

ラスのフロントガラスであるため、破損と同時に、

細かく割れたビーズ状の破片は落下してしまい、

相談の時点でガラスの原形が保存されているケー

スは皆無に近い。 したがって、セ ンタ が原因を

究明することはまず不可能となる。

理論的には、小石等の飛来物がガラスに当たり、

それが直接 ・間接の原因となって割れるといった

不可抗力による場合と、製造時に既に割れの原因

となる傷がついていたり、車体のひずみによりガ

ラスがねじれた状態で取付けられていた等の製造

上の原因による場合とが考えられる。

穂々の研究データや常識的推測によれば、相談

のケースにおいても、前者の方が後者より圧倒的

に多いと考えられる。 しかしながら、このことが

個々の相談の原因を特定する材料にはならない。

ある一人の相談者のフロントガラスがなぜ割れた

かを統計で決めるわけにはいかないからである。

センター泣かせの処理の典型といえる。

合わせガラスは （相談処理において原因究明し

やすいから、などという校葉的理由ではなく ）走

行中に割れでも破片が落下しないから搭乗者を傷

つけることもなく 、万一交通事故に遭っても搭乗

者が衝撃で車外に放り出される可能性も低い等の

点で、安全性の商で非常に優れているといえる。

コストは部分強化ガラスに比べて高いが、小型型乗

用車の場合で 1万一 2万円程度の差であるから、



自動車全体の価格からみればわずかなものであり、

“安全を買う”値段としては決して高いものとは

いえない。

このケースで考えたいことは、我々はい安全は

金で買うもの”という認識をもっともつ必要があ

るのではないか、ということである。

事業者も消費者も安全を価格と引換えにしては

ならないし、自動車のように国の保安恭準が品質

のかなりの部分を決定しているような商品におい

ては、安全性を何よりも重視して基準を定めるべ

きであろう。

向動卓は、ともかく危険な商品なのである。何

の不具合もない自動車を正常に使用したとしても、

使用しているだけで危険な商品であるということ

を忘れてはならない。

7 走行中のエンスト事例

走行中のエンストを訴える相談は、自動卓の安

全性に関する相談のなかでも最も件数が多いが、

加えて「何回修理しでも直らなしりというものが

多い。

走行中のエンストの原因としては、燃料系統の

不具合により燃料が適正に供給されない、電気系

統の不具合により電流がストップする等が挙げら

れるが、相談においては後者の原因によるものが

断然多い。

そのなかでも、過電流が流れてヒューズが飛ん

でしまった、何かの理由で配線が切れてレまった

というように、修理しない限り機能しない傾のト

ラブルは原因究明が谷易で、したがって簡単に修

理されるから、センターへの相談とはならない場

合が多い。

センターに寄せられる相談の多くは、エンスト

は起こすがエンジンキーを回すとまたエンジンが

かかる、ということを繰返すトラブルである。 こ

の粍のトラブルは非常に原因がつかみにくい。配

線のワイヤーハーネスの接触が完全でない、とい

ったような微妙な原因であることが多く、道路の

段差や急プレーキなどでちょっとした衝撃を受け

ると、その瞬間接触が不良になり電気がストップ

する、エンジンキーを回す時はまた接触した状態
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になっている、といった具合である。

消費者がディーラーに修理を依頼した時にはエ

ンストが発生せず、修理以前に苦情の確認ができ

ない場合もある。苦情は確認できても、数多い配

線のなかから不良箇所を見つけることは容易では

ないから、ディーラーや修理工場は“当たり”を

つけて見込み修理をすることが多い。 もちろん、

事業者側からいえば、無作為に当たりをつけてい

るわけではなく、クレームのデータ等から最も故

障の確率の高い附所を修理しているということで

あろう。 この“当たり”が見事に当たれば問題は

解決するわけであるが、当たらない場合は 2回目

の見込み修理をするということになり、運悪くな

かなか不良筒所に当たらないと、消費者との聞は

こじれてしまうことになる。

8 相談処理の中立性と

“安全”にかける保険

走行中のエンス卜に対する苦情は、このような

経緯の後、センターに寄せられることが多いが、

ここにも、向動!j[の消費者問題が抱える困難な一

面がある。

消費者の多くは、エンストの原因は究明しにく

い、などということは知らないし、たとえ知った

ところで、そんなことは“知ったことではない”

のである。個々の消費者にとっての自動車の安全

価値は、確率や割合ではなく、自分が購入した 1

台の自動車が安全であるか否か、ということであ

る。帯情を体験した消費者には 「走行中、何のJ張

作ミスもしないのに突然エンストし、後続車に追

突されそうになり、非常に恐ろしい思いをした。

それなのに修理しでも直らず、車両交換にも応じ

てくれなしりという J怒りだけがある。 そして、こ

の思いは、も っともなものだと恩われる。

メーカーやディーラーは、こういうクレームに

どのように対応したらいいのだろうか。 いや、セン

ターは、このような苦情を受けた時、事業者に対

しとのような斡旋案を提示したらいいのだろうか。

センターは公的機関であるから、常に厳しく公

正 ・中立が求められるわけであるが、相談処理に

おいて公正・中立の原則を守ることは、実はとて

17 
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も難しいことなのである。法的判断や社会通念に

よるだけでなく、立場の弱い消費者の伺ljに立つこ

とが実質的中立になるともいえるし、だからとい

って、いかなる場合でも個別具体的な消費者の利

益を擁議する立場をとれば、一般消費者の利益を

J員なう、ということもあるからである。

車両トラブルの惜置の仕方には、おおざっぱに

いえば、修理、卓間交換、解約の 3種類がある。

消費者はトラブルの軽重に関係なく、 iii両交換ま

たは解約を希望するものであるが、センターは修

理による解決を原則としている。 センターが相談

者の申し出のままに車両交換や解約の斡旋を続け

れば、そのリスクは車両価格に上乗せされ、結局

は苦情に関係ないすべての消費者が負制すること

になり、一般消費者の利益を損なうと考えるから

である。

しかし、走行中のエンストのように、消費者が

非常に危険な目に遭い、なおここに掲げた事例の

ように、修理では安全性に不安が残るというケー

スでは、一般消費者の利益を優先することが果た

して公正 ・中立といえるのかどうか、センターは

正に崖縁に立たされるはめになる。

納得し得る結論を得ないまま、ケースパイケー

スで処理をしているのが実情であるが、たとえば、

安全性にかかわる卓両トラブルはすべて卓両交換

安全 ー 衛生 「・~

品務質・機能・
役品質

法規・基準

価格・料金

計量量目

表示・広告

販売方法 135.3 

契約（解約）

接客対応

包装容器

地 設設備

買物相級

生活知識

その他

59.2 

10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0(%) 

相談内容別対受付件数比
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により解決を図る、という方法もあるのである。

そのことにより発生するリスクは消費者全体が負

担する、すなわち、その分だけ高い自動車を購入

することで、結果的に、個々の！自動車の安全性を

確保する、言い換えれば「自動車を今までより高

額で買うが、そのかわり買った自動車に安全性に

問題のある車両トラブルが発生すれば車両交換し

てもらえる」 ということである。 いってみれば保

険の考え方と同じである。 “安全”に対して保険

をかける、ということになる。

ここでまた、 しかし・・・・・・と続けねばならない。

消費者は、果たしてそのようにして安全を守るこ

とを理解するであろうか。いや、それより、そう

いう解決の仕方が真に消費者の利益につながるだ

ろうか、とセンターは迷うのである。安全に対す

る社会的合意は容易に得られるものではない、と

いうことをセンターは経験的に知っているからで

ある。

9 クレーム処理の問題点

自動卓の消費者問題を語る時忘れてならないこ

とは、単両トラブル発生後の事業者側のクレーム

処理に対する苦情が非常に多いこと である。

なぜ、自動車の相談にクレーム処理に対する不

i前Iが多いのであろうか。

t:::::l自動車

仁コ 相自費全体

原因は多々あろうが、

第一 に考えられることは、

消費者と事業者の、自動

車に対する知識・認識に

あまりに大きな差がある

こと、力日えて、そのこと

に事業者側が気付いてい

ないということである。

いかなる商品でも、プ

ロとして製造 ・販売する

事業者と、素人としてそ

の商品を購入 ・使用する

消費者との聞には、その

商品についての認識の差

がある。まして、自動車

のような複雑極まりない



構造をもっ商品における認識の差がいかに大きい

かに、メーカ一、ディーラーとも気付いていない。

彼らにとっての常識がそのまま消費者にも常識と

して受け入れられることはないのだ、ということ

にまず気付くべきである。 クレームが寄せられた

ら、消費者の納得し得る説明の努力を恨気よく続

けてほしい。

また、クレーム処理に対する消費者の不満の声

を聞いて思うことは、事業者はもっと消費者の“心

の痛み”を理解してほしい、ということである。

忘れてならないのは、期待を抱いて購入した自動

車が自らの責任でもないのに故障し怖い思いをし

た時の消費者の気持ちである。直せばいい、とい

うものではない。

メーカーやディーラーの担当者と話合うとき、

民事上の責任や企業のモラルといった理論には深

い理解や冷静な判断を示しても、一歩踏込んで消

費者の心の痛みをわかろうとする担当者が少ない

ことにいら立ちを覚える。 「相手の身になって考え

る」という当たり前の思いやりをもつことが、消

費者問題解決の意外な鍵なのである。

定かな記憶でなくて恐縮なのだが、こんなアン

ケートの調査結果を耳にしたことがある。消費者

に対し、まず、商品苦情について事業者と交渉し

た経験があるか否かを尋ね、さらに「次に同じ商

品を買うとしたら、どこの銘柄を選ぶか」 と尋ね

たら、交渉を経験した回答者グループの方が、経

験しなかった回答者グループより 「同じ銘柄（す

なわち苦情のあった銘柄）を買う」 という回答が

多かった、というのである。

人間の心理とは、得てしてこのようなものだと

うなずける心楽しい話ではある。

10 おわりに

冒頭で述べたように、本稿はPI 0-NET （全

国消費生活情報ネットワーク ・システム）の蓄積

相談事例を基に、自動車の安全性に関する考察を

試みたものである。 このPIO-NE Tについて

若干の説明をして結びとしたい。

経済企画庁と国民生活センターは、 59年度から

4か年計画で全国消費生活情報ネットワーク ・シ
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ステムの機築を開始した。 このシステムがPIO-

NE Tである。具体的には国民生活センターのコ

ンビユ タをホスト ・コンビュータとし、 都道府

県 ・政令指定市の計57か所のセンターに端末機を

設置し、オンラインで、結ぶという計画である。 こ

の計画は順調に進行しており、端末機の数は61年

末で45になり、 62年度末にはネットワークが完成

する運びとなっている。

現在、消費生活相談情報のほか、危害 ・危険情

報、商品比較 ・苦情テスト情報を入力し、主に消

費生活センタ で利用されているが、 62年 4月か

らは消費者判例 システムを、その後も消費者関連

の文献 ・新聞情報、法令システム等を構築する予

定である。

PIO NE Tには現在約30万件の消費者相談

が蓄積されており、さらに毎月 1万件を超える新

たな相談が入力されている。 ネットワーク完成時

には、全国のセンターで受付ける相談の 9割が入

力されることになり、消費者問題解決に大きな役

割を果たすものと期待される。

消費者問題は、医療や箸察と同じで、問題が解

決し、国民生活センターのような機関が不要とな

ることが望ましいのだといういい方もできる。

各方面の努力で商品の品質にかかわる問題は年

年解決の方向にあり、相談も減少傾向にある。 し

かし、それに変わって豊田商事事件に代表される

悪徳商法が急増し、消費者問題はここ数年で大き

な質的変化をみたといえる。

訪問販売や訪問販売と一体化 したクレジット契

約、利殖をエサに強引に素人を引ずり込む商品先

物取引、入会金や保証金という名目で消費者から

金を集めるのが目的の内職斡旋、法で禁止された

ネズミ講と実質的には変わらないマルチまがい取

引、はたまた昨年末世間を騒がせた担保物件の裏

付けのない抵当証券の販売と数え上げればきりが

ないほどの悪徳商法が横行し、次々と新たな被害

を生み出している。 しかも、この傾向は当分の間

続くものと予想される。

消費者が、ということは、我々国民すべてが安

心して暮らせる世のなかがいつの日にか来ること

を念ずるのみである。

（よしだ りょうこ／国民生活センター情報管理部）
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u工場から設備事故を抱くすためにM

福田車

はじめに

工業技術のここまで進んだ今日においてなお、

工場事故は世界各地で跡を絶たない。最近 3年間

( 1984年～1986年 ）における主な工場事故を拾い

出したものが、表 1、表 2である。

かつて、高度成長期にあって、外来の生産技術

を未消化のままやみくもに採り入れ、生産におお

わらわであったころは、各地で工場事故が相次い

20 

だものであった。 しかし、安全技術が進歩し、日

本的安全管理手法が浸透し定着するうちに、いつ

しか世のなかも安定生産期に入り、大事故発生の

戸も遠のいている。

昭和57年 8月堺市で起こった化学工場の大爆発

事故も、人々の記憶から薄れつつある。

事故を起こすということが、有形無形にどれだ

け大きな損害を企業にもたらすか、工場の責任者

はいやというほど知っている。 したがって、考え

られる限りの方策はすべて実施し、良いといわれ

る手法はどん欲に取入れようとする。事実、多く

の工場は立派な安全管理組織と システムによって

優れた安全成績を挙げている。 しかし、まだまだ

多くの問題を残している工場が少なからずあるの



ではないカ＝と恩、えてならない。

永年、危険な化学工場の責任者として安全管；理

に携わってきた体験から、ややもすれば工場長自

ら陥る心のすきまや、どうしてもなくせない安全

管理組織の死角の実態などを知るにつけ、本当に

安全な工場とは何か、どうしたら設備事故のない

工場が作れるか、いささか考えさせられることも

あったので、視点を変えた二、三 の小見を述べて

ご参考に供したい。工場にあっては作業災害と設

備事故とは不即不離にある。予防時報 145号の小

論と併せご高批を賜れば幸いである。

2 工場長の指導理念こそすべての基盤

絶対に事故を起こさぬ工場を作るために、いか

に立派な安全管理組織を組み、従業員の教育に力

を入れても、その根幹となる工場長の指導理念が

那辺にあるかによって、実効は左右される。

企業のなかにあっては工場は生産の場である。

責任者にとっては、いかにコストを下げ、いかに

生産性を上げるかが仕事の第一義である。一方、社

会のなかにあっては、工場とは、多くの人の力を

使い、危険を｛半う高度の技術を利用し、地域の一

角に小さくない空間を占有し、営利事業を営むこ

とを認められた一つの事業体である。すなわち、

従業員の安全と地域の安寧とを保証する条件のも

とに、利益を上げることが許されているのである。

したがって、 「事故ゼロ」は工場にとって生産以

前の存在条件であり、「従業員の身体に対する責任」

と 「地域社会の生活環境に対する責任」 とは、工

場長にとって第一義以前の基本的責任であると考

えねばなるまい。

工場の組織もシステムも、各種のマニュアルも、

それが本当に機能するかどうかは、いざというと

きに従業員がどう行動するかにかかっている。 そ

れには、日常その工場のなかに醸成されている風

土ともいうべき共通の何かが大きく作用する。

「工場事故を絶対に起こしてはならなしりとい

う一事にしても、 「会社に損をさせてはならないか

ら」というのと、「基本的責任があるから」という
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のとでは、一瞬の判断を迫られるとき、とるべき

行動に差が生ずる。

たとえば、夜間、装置に漏れを発見した作業員

が独断でプラントを停止したところ、あとでその

漏れはプラン トを停止せずに直せることがわかっ

たというようなとき、早過ぎた停止作業が褒めら

れるかとがめられるか、工場長が日ごろどのよう

な風土をつくっているかによ っては、再び同じよ

うな状況が起きたとき、どのようなアクションが

とられ、そしてその結果がときにどのような事態

を招来するかは想像に難くない。

工場長が「基本的責任」にしっかりと立脚した

理念によ って常日ごろ工場を指導していれば、 必

ずや間違いのないたしかな風土が醸成され、すべ

ての方策、すべての手立てがここを土壌として根

付ーき、真の効果を発現するはずである。

3 プラントを緊急に停止させる

権限の所在

あるとき、反応槽の慨件機に故障が起きて、冷

却能力が急速に低下し、反応が暴走し始めた。運

転員は懸命に冷却しようと努力したがかなわず、

ついに反応槽が爆発炎上して多数の死傷ー者が発生

するという事故があった。 このとき、ちゅうちょ

することなく反応抑止斉ljを投入していれば、ここ

まで事故を大きくせずにすんだはずであったが、

運転員が生産ロスを恐れて、なんとかして反応を

正常に戻そうと努力したことが大事を招いたもの

である。

少しでも生産ロスを防ごうとするコスト意識は

生産人として尊重されねばならないが、この場合、

かねてから抑止剤投入の基準が明確に定められて

いれば、だれもためらうことはなかったのである。

プラントの異常は夜間に多い。夜の作業責任は

一般に下級責任者にゆだねられている。 したがっ

て、この種の指示はあらかじめ具体的にはっきり

と定めておかねばならない。 とくに停止作業につ

いては、普通以上に早期に決断する権限を与えて

おく必要がある。
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プラントの異常に対するノウハウはこと細かに

定められているが、一般に、いかにすれば生産ロ

スを最小限に止めることができるかという生産本

位のものが多い。また、運転員も異常発生の原因

に対する責任感から、なんとか正常に復元させよ

うといつまでも努力しようとする。 そして、いた

ずらに事を大きくしてしまうことが多い。

停止作業に入るべき判断基準については、工場

長をはじめとする管理職者によ って、あらかじめ

多数のスタッフと充分な時間とを使い、冷静な状

況下で検討しておくべきことであって、とっさの

聞に少数の運転員に判断させるようなことがあっ

てはなるまい。

異常を認めたならば、ちゅうちょすることなく

全プラン卜を停止する権限を夜の責任者に与えて

いるかどうか、いちいち不在の上級責任者に指示

を仰がねばならないような教育をしていないかど

うか。

そこに、いままで発生した数多くの大きな事故

を起こさずにすんだであろう鍵がある。

4 火気厳禁と火気使用許可制度

工場、とくに化学工場に入ると正面に大きく 「火

気厳禁」という表示が掲げてある。 なかには門衛

にポケットのマッチ ・ライタ一類を預けないと入

れない工場もある。靴も金属鋲のないものを履き、

制電性の作業服を着て作業をする。 アセチレンを

取扱う工場では、銅アセチライドが発火源になる

といって、銅気を完全に締出したりしている。

このように火と名のつくものをすべて遠ざけて

いても、修理作業をするときにはどうしても洛断、

溶接、グラインダーとい った火気使用作業によら

ざるを得ないことが多い。 火気使用作業をしよう

とするときのために許可制度がある。

工場で、の爆発事故で一番多いのが、この火気使

用作業によるもので、 「y容接の火花によ って引火爆

発した模様」という表現に代表されるものである。

そして、事故現場には 「火気厳禁」の看板があり、

「許可証」が下がっている。 火気厳禁の風化と許
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可制度の形骸化がここにある。

「火気厳禁」工場でも、当然のことながら火気

を使わざるを得ないことが起こる。工場長をはじ

めとする工場幹部が鳩首協議し、いかなる安全措

置を施せばそれが可能になるかを検討することと

なる。

「火気厳禁」 という 言葉の意味をあいまいなま

まにして火気作業をするわけにはいかない。 ここ

には、工場長がその職責において聞く重要会議と、

その結論に対して下される最高決断がなければ絶

対に火気は許されない、という工場の最高方針が

示されているはずである。

また、 「火気使用許可」の真の意味を充分に認識

していなければならない。 それは、最高決議機関

によって論議された安全措置を完全に実施し、安

全が確認された上で、定められた方法に従って正

しく火気を使うということを条件に、その作業が

許可されるということである。当然、条件の遵守

を監視する立会人が必要であり、状況の変化の都

度、厳重な手続きを踏み直さねばならない。

こうした厳重な手続きが間違いなく行われれば、

事故は決して起こらないといっていい。事故が起

こるのは明らかに制度が形骸化し、だれかが机に

座ったままサインした何日か前の許可証が横行し

ているからである。

問題は、なぜ形骸化するのかということである。

原因の一つに「許可」 という言葉がある。本来、

厳禁されている場内で厳禁されている作業を行わ

ねばならないということは、これはただ事ではな

いのである。 やむにやまれぬ事態から、工場中の

注目のなかで、重要な使命を帯びてやむを得ず難

しい作業をさせられるわけであるから、 「許可証」

よりは、むしろ 「指示命令書」の方がふさわしい

のである。

「言午可」 という 言葉には、したいからさせても

らうという気持ちがある。 したがって、許可さえ

もらえばしたいことが何でもできるような気にな

る。 そんな気持ちで厳禁作業をさせてはならない

のである。

「火気厳禁」はだてであってはならない。「厳禁



作業指示書」によって火気を使わせてほしい。

5 事故は状況の変化したところに起ニる

環境規制の条件が厳しくなって、乾燥機から排

出される溶剤ガスに除害装置が取付けられ、半年

ほど何事もなく運転していたが、夏になって生産

量が増えてきたとき、突然乾燥機が爆発し、建物

を半壊したことがあった。けが人のなかったのは

まったくの俊倖であったが、隣接する民家のガラ

スが多数破損するという事故となった。

除害装置の設計は与えられた条件を満足してい

たが、除筈装置が付いたことによって排ガス系統

の圧力バランスが変化し、乾燥機の安全な運転条

件の幅をかなり狭めていたのである。

プラン トの安全性については、設計段階ではあ

らゆる角度から充分に検討され、研究され、考え

つく限りの施策が盛込まれる。 そして、それらが

すべて機能し合ってプラントの安全は保たれる。

しかし、プラントの運転条件はいつまでも不変で

はあり得ない。企業の置かれた情勢の変化に応じ

て運転条件を変えたり、装置の改造をしたりしな

ければならない。当然、安全に対する検討もその

都度なされるが、一般に新設時に比し、時間的に

も費用的にも余裕のないことが多い。つい安全条

件が失われたりすることになりかねない。

長いこと安全に運転されてきた装置を、新しい

担当者が一部改造したような時は最も注意を要す

る時である。かつてさんざん議論した末に取付け

られた弁やバイパスなどが、意外に簡単に外され

てしまうことカfあるからである。

安全のためになされた検討内容は、その結果の

形からだけではなかなかその真意が伝わらない。

安全のためになされた検討内容はよく記録し、そ

の恨拠になっている条件をはっきり後に伝える必

要がある。

もっとも、安全は意図して得られるものの他に、

気付かぬところで与えられているものもあるので、

何かにつけて変化のあった場所には注意と吟味を

怠ってはなるまい。事故はいつも幾つかのミスや
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悪条件が重なったとき起こるが、そうした要因の

なかに、決まって状況の変化に対する留意不足が

一役買っているものである。

これは明らかに 「管理者の不注意」に属する事

故であって、運転者の注意力では防ぐことはでき

ないと考えなければならない。

6 安全の鍵が幾っかかっているか

あるとき、タンクの屋根のマンホールからサン

プリング瓶を降ろして中の薬液を採取しようとし

たところ、爆発して作業員が二人吹き飛ばされる

という事故が起きたことがあった。 これは、サン

プリング瓶がタンク内液体を帯電したまますくい

上げられ、マンホールから外へ出されたとき缶体

との問で放電し、タンク内に形成されていた爆発

混合気が爆発したものである。

この事例では、作業を始める段階で掛けである

べき安全の鍵が二っとも外れていることにまった

く気付いていないことがわかる。一つはタンク 内

の爆発混合気の存在に対する配慮と 、今一つは、

タンク内の液体が静電気を蓄積していることに対

する注意とである。

危険性液体には導電性の悪いものが多いから、

タンク内ヘ持込んだ静電気をいつまでも保持して

いることがある。 タンク内の帯電した液体を取出

すということは、その作業中に放電を起こす危険

が大きいことを意味する。検尺の場合も同じである。

メタノールやアセトンといった危険な薬品を貯

蔵する大きなタンクで、気相部分に外気を入れて

いるものが意外に多い現実は驚くほどである。コ

スト意識に駆られている工場では、火気管理を厳

重にすれば安全であるとして、不活性ガスのパル

プを閉めてべ ン トを開放してしまう。たしかに火

気に対する鍵を厳重に掛けていればそれだけで安

全かもしれない。 しかし、馴れてきたり、担当者

が代わったりすると、なぜ安全だったのかを忘れ

てついマンホールから検尺俸を入れてしまったり

するのである。

トルオールのタンクで気相部を窒素で置換して
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いたにもかかわらず、 制御系のエラーから入るは

ずのない過酸化水素が入って階索を発生し、 知 ら

ぬうちに爆発出合気が形成されて静電放電から爆

発 事故が起こ ったこと がある。昭和59年 3月のこ

とである。

事故は安全の鍵が外れたときか ら始ま っている

と考えねばならない。安全の鎚が一つ しか掛か っ

ていないときは本当の安全とはいえない。二つ以

上必要 である。 しかし問題は、何が鎚の役目を果

たしているか、どこにどのような鍵が掛か ってい

るのかということを 、全員がどれだけし っかり認

識しているかどうかであろう。

7 工場はときに見えない

魔の手に包まれる

i~fi戸内 ihioのコ ン ビナートでベン ゼ ン を タン カー

に積込み中、爆発を起こして死者 4人という事政

が発生している。昭和60年 12月のこと である。真

因はつまびらかではないが、室主乾誼換を；なったと

ころへ静電放電が着火jぬとな ったのではないかと

推 量される。

内航タ ン カ ーがj帯荷台時間を ~·j制したいばかりに

定められた室言葉遣換を省き、送液速度を規準以上

に高くすることはよくあることである。 なぜ定め

られたことを守らなかったのか、あるいは守らせ

なか っ たのかと追及したり 、 作業株i.~＼の不備を探

して改訂させることも必要な処置ではある。 原因

はたしかに作業標準を守らなか ったことにあるの

だから。

しかし、実はこれら内航タンカーの多くは、今

まで何度も同じ方法で何事もなく仕事をし、この

経の横着は常習とな っているのである。 それがな

ぜこのとき突如としてこのようなことにな ったの

であろうか。 これを問題にしなければ何も解決し

ない。

静電気事故の発生は、当然のことながら大気の

乾燥と非常に闘係がある。 大気が乾燥すると爆発

出合気の着火エネルギ も低下するし、静電気の

帯電量も.tr！える。
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大気の乾燥は一つの自然現 象である。 秋から冬

に入って急に寒気団が南下してきたとき、 北西の

季節風が山陰側 に雪 を降らせ始めたとき、 山陽側 、

とくに瀬戸内は異常に、そ して急速に湿度が低下

する。 それまで何事もなかったときと同じやり方

で操作していても、その時 だけ事故になるという

ことが静電気爆発には多い。

乾燥しやすい地方、あるいは、ある時突然異常

に湿度が低下することのある地方、たとえば、瀬

戸内海沿岸コ ンビナー卜などでは静電気事故対策

の手を緩めてはならない。

「だから不活性ガスによる置換が絶対 省略でき

ないのだ」 というノウホワイを作業者と蛇督者に

徹底する必要があるのである。

化学工場にと って異常乾燥は突然襲ってくる自

に見えない聡の手である。

8 危険感覚を植えつけるための

危険教育

工場長を始め工場幹部がどんなに声 を大きくし

て安全を説き、どんなに厳しい教育訓練をして も、

最終的には逆転員個人の一つの動作にすべてが託

される。 そのH舜問、教育されたとおり正し く操作

するか どうかは個人のその時における意識レ ベル

にかか っている。

一般には、個人のミスをカパ するため複数の

人聞によるチェック機能 が働くよう システムが組

まれたり、フールブルーフ機 構や、フェイルセー

フ機構が組込まれたりする。 しかし、人聞が作る

システムにしても安全機構 にしても人聞が考えつ

く車E囲を出ることはできない。

人間にはわかることしかわからない。 危険予知

訓練にしても予知能力を向上させることはできる

が、予知できないところまで準備することはでき

ない。 だれも予iHIJできる範囲には一応手を打って

いるので、事故が起きると決ま って 「まったくあ

り得ないこと」「考えられないこと」 というコメ ン

トになる。

不 ilillの事故を防いでこそ 「安 全」 といえる。



運転員のその瞬間における意識レベルを高め、

適度の緊張を与えるためにはどのよう な方策があ

るであろうか。

事故が多発していたころを経験している古い作

業員は、身にしみて事故の恐ろしさを知っている。

最近は体験の機会が少ないので、教科書やマニュ

アルから教えられる観念的な知識による安全教育

しか受けていない。

その瞬間に必要な意識を目覚めさせるのは潜在

的な 「危険感覚」なのではあるまいか。爆発事故

の強烈な心理的生理的記憶、有毒ガスが呈する想

像を絶する状況、理屈でいくら説いても作業員に

未知のものを仮想させるには限界がある。

できる｜狼り実演をして体験させたり 、具体的な

体験談を聞かせたり、また、生々しい事故の残骸

や破片を収集保存して、実物教育を行う必要があ

表 l 外国 1984年ー1986年 3年間における主な工場事故
（鉱山関係は除〈 ）

年月 日 状 j兄
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る。運転員に充分な危険感覚を植えつけるには、

こうした「危険教育」 ともいう べきものが有効で

ある。

この「危険教育」 を本当に実効あるものにする

ためには、個々の企業単独では不充分で、共同か

あるいは公共の施設が欲しいものである。

9 企業は工場の安全を賭けてはならない

高度科学技術を駆使した近代工場は、本来安全

であるべきものである。

理論上未知のものを残したまま企業化 されてい

るとしたら、そのような工場はどのような手段を

講じても真に安全な状態にあるとはいえない。 し

かし、し烈な競争場裡を勝ち抜くために企業はあ

えて未知のものに賭けようとする。 そして、ある

被 筈

'84. 2 .25 ブ ラジル ガソリンのパイプラインが爆発、付近の住居多数焼失 死亡100名以上負傷150名以上

3 8 インド 石油精製工場航空燃料タンク爆発 死亡 2名負傷14名

5 .28 チ ェコ パルドビツエ化学工場で爆発 死亡4名負傷50名

6 9 メキンコ 天燃ガスのパイプライン爆発 死亡 6名負傷44名

7 .23 アメリカ ユニオンオイル社製油所接触分解装置爆発 死亡14名不明 2名負傷21名

8 16 ブ ラジル リオ沖石油係掘基地でガス噴出炎上 死亡31名

I 1.19 メキ ン コ メキシコ石油公社燃料ガス貯蔵基地ガスタン 7爆発 死亡554名負傷約1,500名

12. 2 イ ンド ポパール市ユニオンカーパイド社殺虫剤工場で有毒ガス流出 死亡約2,000名中謀者無数

'85. I 18 西ドイ y ラインオレフィン社エチレ／工場で爆発 負傷29名

5 .26 スペイノ ラリネア港でナ7サ陵備中のタンカー爆発炎上 死亡34名負｛括34名以上

8 II アメリカ ユニオンカ パイド社殺虫剤工場で有毒ガス流出 中毒175名

8 .15 ポルトガル リスポン郊外アンモニアプラント爆発 負fl#B名

l I. 5 アメリカ 子キサス州ワーレン石油会社液化石油ガス貯蔵所爆発 死亡 2名

I 1.22 アメリカ 7ロリダ州Ec Iシステム工場シアン化銀 ドラム缶爆発 負傷46名

12. 4 イ ンド ニューデリー、シュリラム化学肥料工場有議ガス流出 中毒200名以上

12. 5 アメリカ ロス郊外アルコ社力一ソン石油精製工場で爆発 死亡 5名負傷45名

12.16 アメリカ コロラド州ロ ッキ マウンテン社プロパンガス容器爆発 死亡12名

12. 21 イタリ 7 ナポリ国営石油公社AGI Pガソリン陸ぬ中タンヲ爆発 死亡4名負傷160名以上

’86. I .17 アメリカ オハイ オ州ダイヤモンドシャムロック社重クロム厳アンモニウムタンク爆発 死亡 2名負似14名

1 .28 アメリカ 7ロリダ州ケネディ宇宙セ ン夕 、スベースシャトル発射直後爆発 死亡 7名

4 4 アメリカ サン7ランシスコ塗料工場で爆発 行方不明約30名負傷20名

4 5 緯 国 烏山米軍基地航空燃料タンク爆発 死亡15名負傷13名

4 .26 ソ 連 ウクライナ・チェルノブイリ原子力発電所原千炉爆発 死亡31名被爆者203名

5 .26 アメリカ ニュ ジャージィ、エアライト ・アルミニューム社爆発 死亡 2名

6 .29 7 ランス リヨン変電所で変圧器火災、ダイオキシンが発生 住民数干名避難

8 .11 ムロ 湾 高雄港でヂンカーが爆発 死亡 8名不明 6名負傷64名

l I. I スイス パーゼル ・サンド社殺虫剤倉庫火災、消防用水によりライン川汚染 ライン川流域への彬響甚大

I I. I プノレガリア パルナで化学工場爆発 死亡17名負傷19名

12. 9 アメリカ パージニ7、サリー原子力発電所で冷却水配管破断 死亡 2名

25 
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表 2 日本圏内 1984年一1986年 3年間における主な工場事故

年月日 状 1兄 被 害

’84. l 18 も官 岡 ニ井石炭鉱業ニ池鉱業所坑内火災 死亡83名 CO中毒16名

3.5 山 口 二持石油化学工業岩国大竹工場トルエンタンケ爆発 プラント煩壊

9 2 高 知 南海化学工業土佐工場塩素ガス配管爆発 塩素ガス流出 中毒約JO名

10. 22 重 石原産業四日市工場アンモニアタンク爆発 死亡 l名重傷3名

11.16 東 庁、 世田谷、電話専用溝火災 電話約 9万回線不通

12.26 愛 媛 大平工業波止浜分工場でクレ ン倒壊 死亡 2名負傷 7名

'85. 3 12 ！？争 岡 高砂香料磐田工場で蒸溜t苔爆発 重軽傷 5名

4 . 24 長 崎 ニ菱石炭鉱業高尚鉱業所メタンガス爆発 死亡ll名 重 軽 傷17名

4 .28 大 分 富士紡鎖中津工場集塵室火災 重傷 l名

6 .23 大 阪 目立造船大阪工場、修理点検中の機関室に炭闘をガス噴出 死亡6名負傷 5名

8 6 神 奈川 日本オイルシール工業藤沢工場、排気筒修理中爆発 死亡 l名 重 軽 傷4名

11. 26 群 馬 日興SC館林工場ガス爆発 工場全話題

12.17 岡 山 三菱石油水品梢油所ベンゼン償込中のタンカ 爆発炎上 死亡 4名

’86. 2 2 岩 手 東北ホモボード工業合械工場で爆発 重軽傷8名

3 18 和歌山 有国川へ架備中の備げたが落下 死亡 3名重傷2名

5 17 重 マル工イ四日市支店 Lp G充唄所で様発、次々容器誘爆 負傷 2名

7 3 静 岡 藤般市煙火工場で火薬mが爆発

7 18 神奈川 保土ヶ谷メッキ工場から温索ガス流出

8 2 千 業 三井造船第二ドソデで組立中の船尾プロソク孫下

9 11 干 '!ll! 市川合成化学千葉工場で央索ガス流出

9 .23 神 崇 川 償浜の水道工事でガス爆発

10.17 兵 l車 神戸港停泊中のケミカルタン力ーでベンゼン爆発

程度危険を冒すところに技術力を競う場を作り、利

益を月券取ろうとする。

工場は、こうした 「企業原理」 と、そして 「安

全 責任」 という大きな ジレンマを抱えている。

危険のないところに利益が期待できないことも

確かである。

安全責任は事故が起きなければ問われない。 し

たがって、企業家のなかには安全責任を賭けよう

とする者がでる。当然のことながら、そうした企

業に事故が発生する。そ して、経営者は心のうち

で、運が悪かったとつぶやく。 こうした企業があ

るうちは事故は絶えない。

企業が賭けるべきはあくま で もマーケットと い

うソフトウェアの場であるべきで、工場という ハ

ードウェアの士易であ ってはなるまい。

工場は技術を競う場である。 危険か ら遠ざか つ

て安全を求めることはやさしい。 技術とはいかに

危険に近づくかということであるから、あくまで

安全領域にあって、危険との境界を見失うことな

くいかに近づいてなお安全な操業を行うかという

ところに技術の力が発簿される。

26 

工場指1壊

加療15名

死亡 3名負i括5名

加療 2名

死亡 l名重軽傷 3名

死亡 2名負傷 3名

危険境界との聞にどれだけの余地を保っか、企

業として一つのはっきりした基準をもっていなけ

ればならない。 そうした基準の考え方のなかに、

その企業がどれだけ安全に対して責任を感じてい

るかが示されると思うのである。

10 おわりに

ソ連で原子力発電所に事故が発生した。 ここの

ところジャンボ旅客機、スペースシャトルと高度

科学技術の最先端で事故が相次いでいる。

そこには、科学技術の高度化と、それにかかわ

る作業の日常化とによる問題が見える。技術が高

度化すればするほど、作業の日常化に伴って危険

境界とその間にあるべき余地とが見えなくなる。

これらの巨大技術においても、せんじ詰めれば

工場の問題と何ら異なるとこ ろはない。携わる人

人の心のなかに幾ばくかのすきまと、完ぺきなは

ずの システム にいつの聞にか死角が生じていたの

である。

（ふくだ たかし／附クラレシヨソプ社長）
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はじめに

耐火造共同住宅は、各｛主戸がl耐火壁や防火戸で

小区画化されることで火災の拡大を防ぎ、一度に

多数の死者が発生する危険性がないので、消防用

設備等の緩和措置が適用されている。一般住宅で

は、居住者の好みが大切にされて種々な構造で建

てられているようだが、消防用設備等の設置にか

かわる共同住宅では、経費との関係が影響し、緩

和措置を適用する例が一般的である。

そのなかで、 i住戸が 2階層以上に及ぶ集合住

宅の住戸形式である「メゾネット」は、火災時に

住戸内の階段が火煙の流動拡散を速める傾向にあ

る。このため、東京消防庁では、居住者の人命安

全を確保する目的で、消防用設備等の緩和措置の

適用にあたり、 各階層からの 2方向避難を重視し

ている。

戸建住宅等でも、 メゾネットと同様な構造の住

宅では、 火災時に階段が煙突のような役目をする

ため、従来から、上階部分の人命危険を称して、

『魔の 2階』といわれている。

そこで、 21；皆層 l住宅のl耐火共同住宅を使って

実施した実大火災実験を紹介し、

住宅の避難について考えてみる。

2 メゾネット住戸の実態

メゾネット型式

耐火共同住宅のメゾネット住戸では、一家族で

複数階を専有するので、プライパシーの確保、通

路面積の節約、通風採光の取りやすさ等の居住性

が確保されるので、 マンションや団地の特徴を引

出す目的で建設されているようである。メ ゾネッ

ト住戸が、棟の一部分だけにある例も多く、 また、

27 
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消防行政上でメゾネットを区別して分類していな

いこともあり、その実態は明らかでないといえる。

昭和58年 8月都内港区のマンション火災、同年

同月倉敷市の団地マンション火災は、メゾネ ッ ト

住戸火災として新聞に報道された事例である。 こ

れらの火災では、火災の発生時間や居住者の不在

の好条件などで、幸いにも死者はなかった。

3 火災時の特性

メゾネット型式住宅 （以下、 メゾネッ ト以外で

も、戸建住宅やタウ ンハウス等で内階段を有して

重層する住宅をいう ）の火災時の特性をみると、

単一階の住戸では、窓等の関口部で上部から煙や

炎が噴出し、下部から外気が流入する現象がみら

れる。 一方、メゾネ ット型式住宅では、開口部の

条件によるが、下階の開口部から外気が流入し、

上階の開口部から煙や炎が噴出する例が認められる。

この場合、建物内部で熱が蓄積されやすいので、

一層延焼拡大速度が速くなる。 このため、火災の

焼損状況が大き くなる傾向にある。前に紹介した

火災事例では、いずれも出火住戸は全焼している。

避難上の問題としては、階段が煙や炎の流動拡

外気 二＝〉 ⑧ 

メゾネ y ト型式住宅

単一階住宅

図 l 煙の流動状況

28 

散の経路となるため、使用できなくなる傾向にあ

るので、上階に居住した人の危険性は一層高まる。

前述の火災事例では、幸いにも死者がなかったが、

メゾネット型式住宅の死者発生事例は、昭和60年

3月都内品川区の母子 3人の死亡火災等がある。

昭和60年中に東京消防庁管内で、 1階部分の火災

で 2階にいて気付くのが遅れて死亡した者は 9人

もあ った。

4 実大火災実験による確認

次に、避難可能時間等を調査するために実施し

たメゾネット型式住宅の火災実験を紹介する。

1) 実験概要

実験設定は家族 4人 （夫婦と子供 2人）の生活

条件に家具類、衣類、紙類等の可燃物を配置し、

1階の居聞から出火した火災を再現した。

住戸の間取や開口条件は、図 2、表 1を参照さ

れたい。実験 1では 2階開口部を開放し、実験 2

では閉鎖しており、開口条件に差をつけている。

点火方法は、杉材クリプ（1.5×2.0×60cm) 10 

本 8段積みとし、その下部に灯油 soome含浸布を

1階

図2 実験｛主戸

表｜ 開口条件

位注＼こ函下一一一一三検出

1 階 木製ガラス戸

6畳間 .i 、 す ま

2階 ，＼、 す ま

6畳間 木製ガラス戸

2階 鉄サッシガラス窓

3畳間
す ま

ベランダ

2階

実験 l 実験 2

土ふ問 土3問

す開 す開
す開 閉

す開 間

閉 閉

閉 閉
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態となった。しかし、点火後11分には室内床部分

で炎が確認され、この時期から l階 6畳間の開口

置いて、クリプにメチルアルコール 500Mを散布

して点火した。

部より外気が流入して 2階 6畳間の開口部に煙の

2階 6畳間の温度噴出する現象が明確に現れた。

が 600℃付近でも、 1階部分の燃焼で酸素不足と

なり、燃焼が床部で断続的であり、フラッシユオ

ーバ一等の延焼拡大には至らなかった。

結果概要

点火後 4分まで点火用クリプの燃焼が継続し、

その後近接している押入のふすまとファンシーケ

実験｜

2) 

（｜） 

ースヘ燃え広がり、点火後 5分には火点室の 1階

6畳間で急速な拡大延焼 （フ ラッシ ュオーパー） 2階 6畳間と 同様に黒煙が充

満しているが、火炎は確認されなかった。開口部

のふすまと窓が閉鎖されていたので、温度上昇が

2階 6畳間に比べ緩やかであった。消火後の焼損

2階 3畳間でも、

があり、火災最盛期に至っている。

火点室 6畳間中央の温度は、点火後 4分以後急

速に上昇し、注水消火時期の点火後15分まで800℃

状況では、

みられたが、形はそのまま残っている状態であり、

2階の家具類や書籍類に表面の炭化 は付近を示し、その間火災最盛期を継続している。

2階 6畳間は、 1階 6畳間のフラッシュオーバ

ー以後には黒煙が充満して内部を視認できない状 しかも、 2階 3畳間の押入や天袋の内の衣類はま

ったく変化がなかった。

実 験 2

t

，．
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(2) 

点火直後に火点周辺のファンシーケースと押入

のふすまに燃え移り、点火後2分には火点室の 1階

6畳間が火災最盛期に至って いる。この時聞は、

1000 

900 

実験 1と比較すると 3分程度速くなっている。

火点室 6畳間中央の温度は、点火直後から急速

800 

700 

” 』

度 600

~ 500 
に上昇し、点火後 2分には 900℃に達している。

温度上昇曲線立上りの時間差では、 3分40秒ほど

速くなっている。

2階 6畳間の室内温度は、開口部を閉鎖した影

400 

300 

一一1F 6畳間

一ー 2F 6畳間
--2 F 3畳間

－－一2F階段踊場

200 

そ

して、点火後20分に 2階 3畳間の開口部を開放（窓

ガラス破壊）して開口条件を変化 させたので、室

内温度が上昇している。室 内温度の上昇状況から

響で点火後20分まで 100℃付近を保っている。

20 10 15 

時 間 （分）

100 

29 

フラッシユオーバー （2階関口部閉鎖時）

各室の温度変化 （実験 I)

フラッシュオーバー （2措関口部開放時）実験 l

図3
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ガラスを破壊した直後だった。みて、点火後25分ごろにふすまが燃え抜けたと推

確認された事項3) 定される。 その後、点火後35分に開口部のガラス

開口条件と延焼拡大状況（｜） を破壊したため、一気に火災最盛期に至った。

火点室の延焼拡大の差は、火点周辺に配置され2階 6畳間と同様に開口部を閉2階 3畳間は、

鎖した影響によって、点火後20分まで 100℃以下 た可燃物へ着火して延焼した状況によるものであ

り、実験 2が実験 1に比べて 3分経度速くなって

いる。 しかし、その後の火災の進展状況では、 2

の温度を保っている。前述のように、点火後20分

階の開口部を開放した実験 1の場合が、反対に著

しく速くなっている。 この状況は、図 3、図 4の

各室の温度上昇を比較すれば明らかである。

に窓ガラスを破壊したので、濃煙が噴出して内部

を視認できなくなった。廊下と室内のふすまは、

2階 6畳間と閉じように点火後25分ごろに燃え抜

けたものと推定される。点火後30分ごろに室内の

2階の間仕切に使用したふすまの延焼阻止効果1農煙がなくなった時にやっと炎を視認している。

の例として、実験 1の 3畳間と 6畳間の温度変化

一一ー1F 6畳間
ーー・2F 6畳間

-・-2F 3畳間

-・・-2F階段踊場
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をみると、ふすまが閉鎖されていた 3畳間の方が

2分20秒ほど温度上昇が遅れている。 また、実験

2の 2階階段踊場と居室の混度差との比較では、

一方が 200℃を超えても他方が 100℃以下が続い

ている状況にあり、ふすま 1枚の間仕切でも火災

による温度上昇を阻止する効果は大きいと いえる。

なお、計測lデータは記載していないが、 3畳間の

床上30cmの位置では、点、火後20分経過しでも39℃

の低い温度であり、室内温度のみでは人命に対す

る危険が認められない状況だった。

(2) 煙の流入状況

室内の可燃物に着火して黒煙が急増した時期に

煙濃度Cs｛直1.0(1/m）の煙の階段上昇速度をみる

と、実験 1が約17秒であるのに対して、実験 2で

は約 1分33秒となっている。 この値は、 1階の階

段ロと 2階の 6畳間中央の天井下 5cmの位置で比

較しているが、階段を上昇する煙の速度は、開口

部を開放した方が速くなることを知る上で参考に

なる。

(3） 有毒ガスの流入状況

都内の火災による死者の約20%がCOガス中毒

という報告りがある。 COガス等の火災時の有毒ー

ガスの危険性を評価する方法としては、ガス濃度

と吸入時間の積（死柏濃度）による方法が使われて

いるようである。斉藤文春氏の研究4）では、 c0 

ガスの死積濃度を 2～ 4（% ・min)Iと報告している。

表 2に、 2階 6畳間の煙流入と COガス死積濃度

2.0（% ・min）の時間差を示したが、実験 1の 2分

36,f少に比べ、実験 2が 6分12秒であり、開口部を

閉鎖した場合の方が 3分36秒も長くなっている。

また、火災による中毒死は、 COガス以外に酸

表 2 経過時間の比較

位 置 'I＇項 実験 l 実験2

火占室 t品度急上昇 3’45 0’05 
l 階

煙流入銀階段 4’15” 0 ’30” 

煙流入減 4’32” 2’03” 

c Oガス流入海燕 7’08 8 ’15 

2 階 6畳間 般紫l轟度14% 6’40” 10’15 

煙とCOガス流入の時間差 2’36 6’12 

煙と問責紫温度14%の時間差 2’08 8・12
※ 煙i量度 cs f1直 l.O(t/m）天井下50cm

※※ c Oガス 死械濃度 2.0(% ・ min）床上l15cm 
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素欠乏状態にも影響するという説5）もあるので、

酸素濃度14%の例を表 2に示す。 COガスと閉じ

ように、実験 2の場合が 6分程度長くなっている。

5 安全のために

実験結果を述べて、上階の開口部が開放された

場合の危険性を示したが、上階部分の居住者の避

難を考える場合、 メゾネッ ト型式住宅では、とく

に次の事項が大切である。

0 火災発生後、階段の使用が困難になる可能性

が高いので、とくに 2方向避難路を確保してお

くこと

0 煙ガス等の侵入が速くなる傾向にあるので、

火災と確認した時には避難を最優先とすること

0 避難に時間がかかる場合には、窓やふすま等

を閉鎖し、煙ガス等の侵入を防ぐのも大切であ

ること

6 おわりに

一昨年の火災事例で、 2階に居住していた母親

が窓越しに隣人と会話していたり、 2階で 119番

に火災通報して、避難できなかったケースが報道

されたこともある。 火災に遭遇した時には、避難

を最優先とするのが基本と恩われる。

以上、実大火災実験を紹介し、住戸内に階段を

有するメゾネ ッ ト型式住宅の人命危険について述

べたが、 早期発見 ・早期対応が火災の犠牲者を減

少させることに直結するのは当然である。 このよ

うな理由で、火災を早期に感知して瞥報を出す住

宅用箸報器等の普及も重要であることを付加えて

おく。

（とりい しろう／東原消防庁消防料学研究所第四研究室）
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てい談 ｜ 

セーフティとセキュリティ

秋田 はじめに、今日のテーマが取上げられた経

過をご説明させていただきますと、予防時報は制

集会民会制を係っておりますが、その委以会で雑

32 

出席者

上園忠弘 日本アイビーエム側 IAS判

森田 孝 大阪大学人間干t字宮目教J

秋田一雄 災吉－間越両干函曲家／本誌制集妥l ~ 

談j駄に 「セーフティとセキュリティはどこが違う

んだ」 ということが議論されました。

それで、面白そうなテーマだからだれかに書い

てもらったらということになったんですが、執筆

者が浮かばない。 それなら座談会にしようという

ことになったわけです。 今日はメンバーとして以

保関係の方をもう 一 人予定していたのですが、急

にご都合が惑くなったということで、 3人になっ

てしまいました。 どうかお気楽に、いわば放談を

していただきたいと思っております。



セーフティとセキュリティは、字引を引きます

と、閉じような日本語訳が出ています。あまり区

別がつかないようですが、いずれにしても人とか

物に悪い影響の出るような事象が発生することを

防ぐという点では、変わりがないように思うんで

すね。 ですけれども、この二つの言葉を比べます

と、ニュアンスには何か差があるよ上うな感じがす

るわけです。

ちょっと調べてみましたら、たとえば、国連の

安全保障理事会はセキュリティ ・カウンスルで、

これはセーフティとはいわない。 i差に、いま自重力

車で問題になっている安全ベルトは、セーフティ ・

ベルトで、セキュリティ ・ベルトとはいわないわ

けですね。 また、最近は情報も商品価値を生じて

いまして、これの安全の問題になると、これはコ

ンビュータ ・セキュリティで、セーフティとはいわ

ないという具合に、その場その場で使い方に、何

かニュアンスの差があるような気がするわけで、す。

そこでまず、森田さんにこの言葉の由来などか

らお話しいただきたいと思います。

森田 セ フティとセキュリティの語ii日iはそれぞ

れ迷っていて、セキュリティのほうはラテン長吾の

セキュリタスからきています。 セというのはウィ

ズアウト、キュリタスというのはクーラ、すなわ

ちケアからきています。ですから、心両己がないと

いうことです。つまり、危険が起こったり、とく

に出せられる危険とか罪を犯す危険がないという

意味のラテン語です。 これがフランス語に入って、

それから英語のほうに・入っていったようです。

セーフというのは、フランス語のソーフ、安全

なという言葉が英語に入ってできたようです。 セ

ーフが抽象名詞になってセーフティになったんで

すが、フランス語にはセーフティに対応する言葉

はないんですね。 ソーフというのはどこからきた

かというと、ラテン言吾のサルウムからきている。

サルウムというのはアンインジュアード、損なわ

れていないという意味です。さらに遡ると 、サン

スクリット語でサルヴァ、救われているというよ

うな意味の語に由来するらしいですね。

語源的な詮索というのは、一応このように追跡
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できると思うんですが、では、セーフティとセキ

ュリティと、現実にどう違っていて、使い分けら

れているかというと、簡単にははっきり示せない

と思、います。

ですけれども、私はセーフティのほうは客観的

な安全、セキュリティのほうは主観的な安全、つ

まり、安心感みたいな感じで使われているのが基

本であるように思えてならないんです。

と申しますのは、フランス詰？ではセーフティに

当たる言葉がありませんが、その代わりにシュル

テという 言葉がありまして、「アイム シュアー」

というシュアーと同じ言吾源からきているんですね。

このシュテルは、明らかに客観的な安全さのこと

をいっているんです。 それに対して、セキュリテ

ィというのは主観的な安心感というように使い分

けているようなんです。

ドイツ語も少し調べましたが、それは長くなり

ますので簡単に述べますが、ジッヒャハイトのジ

ッヒャも面白いことにセキユルスからきているの

です。 しかし、これは路実性、安全性といったニ

ュアンスで使われていて、英語やフランス語とは

かなり異なっています。

英語のセーフティとセキュリティに戻り去すと、

初めは私の語感からすると、セーフティのほうが

主観的で、セキュリティのほうが客観的なんじゃ

ないかと思っていたんです。前に予防時報に書い

たとき （142号「安全思想の国際比較」）にもそう思

っていたんですが、どうも逆ではないかという感

じを今はもっています。

秋田さんのお話の国連の安全保障がセキュリテ

イだというのは、これはやっぱり国家聞の、あっ

ちは攻めてこないだろうという安心感を（笑l> ）国

際間でどう保障するかということであって、安全

ベルトは、これを締めていると安心 できますよと

いうようなことじゃなくて、もし事故が起きても、

締めていれば安全だということですね。

しかし、言語学的につめるとしたら、語源的な

意味だけではなくて、使用の歴史的な変遷などに

ついて、もっともっと調べなければならないと思

います。
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秋田 それでは上園さんのほうから、何か・・・・・・。

上園 もう全部解決しちゃいましたね。（笑 P )

森田 いや、よくわからない、もつれた糸のもつ

れかたを、私は今申し上げただけでしてね。（笑い）

上園 多分、大体閉じことを申し上げることにな

ると思うんです。

そこで、 二つの余談から入りたいんですけれど

も、一つはH乍年、セキュリティ ・マネジメント学

会というのができまして、現ギl 、~基本問題研究会、

システム盟主住研究会、 それからヒューマン ・ファ

クター研究会という三つの研究会がございます。

私にはそのなかの基本問題研究会をやれという

ことで、去年の暮と今年の初めと 2回研究会をや

りました。基本問題ですから、セキュリティとは

何ぞやという のをやろうということで 、各人が自

分の考えを持ち寄って発表したわけです。 これは

大変面白かったです。 いずれ学会の意見としてま

とめようと忠、っています。

もう一つは、私は77年ごろデータ ・セキュリテ

ィ 1JJ. 当マネジャーという ~fil'.になりましたが、別に

セキュリティ ・アンド ・セ ーフティ JIl当マネジャ

ーというのがおリました。明 らかにセキュリティ

とセーフティをアンドで対置させて使ってるわけ

です。 そのときに年Lは、セキュリティとセーフテ

ィの差は何だと 、社内のアメリカ人 3人ぐらいに

質問したんです。 そうしますと、彼らも一瞬ーグッ

と詰まるんですね。

しかし、 「おれの！必じだけど」と言い始めるのは

大体ー欽ーしておりまして、セキ ュリティと いうの

は対策が施されてギャランティされている。 これ

は森田さんのおっしゃる安心の状態というのにも

通じ るんではないかと思うんです。

まあ話はもう l回飛ぶんですが、たとえばお客
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さまのところへ行きまして、まず最初にセキュリ

ティとセ フティとどう違いますかとやるんです。

当然答えは出てこないわけでして、それでは自動

単の安全ベルトはセキュリティですか、セーフテ

ィですか、手をあげてくださいとやるんです。 こ

れはまず当たりますね。 それから後備保｜窓会社や

安全保障条約というのは？ というと、これも大

イ本当たりますね。

秋田 そうでしょうね。

上園 l耐火金庫はどうですかというと、これはあ

んまり当たらないんですね。

秋田 どっちなんですか。

上園 セーフです。

5階建てぐらいのビルですと、シユート （救命

袋 ）がありますが、あれはどうですかというと、

だんだん勘を働かせてくるんですね。ああ、あれ

はセーフティだという人が半分よりちょっと多く

なります。

セーフティとセキュリティのもう一つの側面は、

これは外人もいうんですが、セキュリティという

のはどっちかというと、人聞が起こす災害だとい

うことですね。 セーフティというのは自然的な災

害とか、ディザスターとか、そういうものに対す

る対策という感じなんです。 ですから結局は 2通

りありまして、人間対自然；の見方と、それからセ

ーフティというのは、単なる安全というと 言い過

ぎになるかもしれませんが、そういう安全である

のに対して、セキュリティというのは亦I策がlifilさ

れて安心できると いう見方ですね。

コンビュータ ・セキュリティの分野では、紋近

通産省、金融情報システム ・センターあるいは肉

治省などからコンビュータ安全対策－怯~＇が出され

ていますが、この場合の安全対策というのはセー

フティじゃなくてセキュリティですね。 そこには

コンビュータ犯罪のような要素も頭のなかに多分

に入っていると思いますが、じゃあ、その地災対

策とか火災対策を含んでいないかというと、含ん

でいます。 ですから、対策が施されてギャランテ

ィされている状態を出現しようという安全対策が

セキュリティだとみているわけです。
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考えられることです。

ですから、秋田さんのおっしゃることを否定す

るわけではありませんが、あまり J疑り固まられる

とかえって困るわけです。実態からいいますと 、

むしろエラーやミスから生じる.tJ-l失が多いわけで

して、コンビュータ ・セキュリティではそれを重

要に考えています。

L.N.Gの施設の安全の調査団でフランス

ヘ行ーったこと カfあるんです。 そのときフランス人

の説明を聞いていますと、もちろん英語でしゃべ

ってくれるんですが、セーフティという言葉は 1

秋田

回も出ないんですね。森田さんのお話だと、フラ

ンス語にはセ ーフティ に相当する言葉がないとい

うことですけれども、フランス人の言見明はもうな

んでもかんでもセキュリティですから、あんまり

区別はないのかなという！惑じがしましたが。

先ほどの 2通りの見方は、時に応じて使い

わけられたり、混り合ったりでしょうね。

上園

秋田

セキュリティがですか。

ええ、 i替イ，，的な危険がいろいろあ って、そ

れが発現するのを防ぐとき 、原因を考えると人間

のいろいろな挙動が関わりますね。そのうちで故

意にやるのがかなりセキュリティに強くでて、過

失とか無知とかいうのがセーフティというような

るんです。

森田

秋田

そういうことでしょうね。 ちょっとオーノて

ーラップしているとか、合体しているようなとこ

ろもありま しょうから。 しかし、中，心はある4羊j支

は っきりしていると思うんですね。

ただ難しいのは、訳し分ける日本語がないとい

まあ安全と安心という具合にキチ

森田そういうことはないで

しょうヵ、。

上国 安全保障条約のように、人聞が起こす戦争

への対策などではそれはあり得ると思うんです。

コンビュータ ・セキ ュリティの分野で申します

感じを多少受けるんです。

うことですね。

ッとはいえない。

だから結局、データ ・セキュリティとかコ

ンビュータ ・セキュリティという場合も、適当な
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上園

コンビュータ犯罪というのはあまりにもジャ

ーナリスティッ クにいわれていて、かえって閤り

ますのは、コンピュータ ・セキュリティというと、

もうコンビ ュータ悪用防止対策だと、それだけを

と、
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訳語がないからそのまま使っているわけです。

秋田 保険のほうではどうなんでしょうね。広告

などではよく「安心」という言葉を使っているよ

うですが。確かに保険をつけたから安全だとはい

えないんでしょうが。

森田 保険というのは、英語ではイ ンシュアラン

スですカ人このシュアというのは、さっきのフラ

ンス言吾のシュルテのなかに入れるというのカfイン

シュアランスだろうと思、うんです。

たとえば、大事な本を船に載せて送ったとき、

その船が沈んでも保険を付けておけば、後で取戻

せるというわけですね。 それは本そのものが取戻

せるんじゃないけれど、保険金で、新たに買い戻せ

るというシュルテを求めているわけですね。 だか

らこれはただの安心感じゃなくて、線かな対策な

んですね。

上園 コンビュータ ・セキュリティのほうでは、

保険というのはセキュリティの一種ではあるけれ

ども、セキュリティのすべてではないという考え

方が強いようです。

というのは、安心 という 言葉を使うからには、

事前にそれが起こらないような対策を施すことが

セキュリティだと。保険をつけていれば、後で保

険金はもらえるけれど、事故のときの痛さそのも

のは｛呆障してくれない 。セキュリティというのは

痛くないようにする対策だろうという感覚が強い

んですね。

秋田 セーフティもセキュリティも、本来好まし

くないことが起こらないようにする手段であるこ

とは確かですね。 その意味ではあまり区別はいら

ないということでしょうか。

上国 私どもの世界では、セーフティという言葉

がはっきりした形で出てくるということは、あん

まりないですね。何か全部セキュリティに包含し

ちゃったような感じで。

秋田 セーフティとセキュリティは、その使い方

やその方の解釈によって随分ニュアンスが違うん

ですね。 それからまた分野によって違うというこ

ともありますね。

上聞 ええ、それは多分にあるかと思います。
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森田 30年ほど前にノーベル貨を受賞したダンカ

ンという物理学者が論文を書いているんですが

人間の欲望の数というものをカウン卜したという

話がでているんです。 100年前の人間の欲望はせい

ぜい16か17だったのが、その論文を書いた時点で

は 250幾つというようなことをいっているんです

ね。 どのように数えたのか知りませんが、それか

ら30年たっていますから、今では人間の欲望の数

というのは、まあ大変なもの、 3倍も 4倍も肥大

していると思いますね。

上 園 そうでしょうね。

森田 欲望が分化し肥大していけばいくほど、新

たに求められる安全度というか安心感というのは

複雑になっていくと思うんですね。

そのうち、客観的な安全尺度で測れるむのは比

較的局限されてしまって、大抵のものがセキュリ

ティのほうへ広がっていってるということで、 一

つの文化史的な現象もあるんじゃないでしょうか。

上国 アダムとイブの時代には人間の欲望はた っ

た二つだった、食欲と性欲と。（笑し） ) 

森田 そうですね。 それが分化していったわけで

すね。

秋田 森田さんの 142号の文章を拝見すると、安

全思想の国際比較をプロジェクトテーマとして取

組んでおられるようですが・・・・

森田 比較安全思想、ということを数年前からいっ

ているんですが、なかなかっかみ方が難しくて、

差し当たり交通行動の違いという面から、その背

景にある安全思想、を探ろうというプロジェクトで

す。 ようやくアンケートをf乍りまして、やりま台め

たところで、なかなか，思想のところまではいきま

せん。
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上園 それは何を尺度に測るのですか。たと えば

端的な尺度としては、安全に対してどれだけお金

を出すかというようなことカfあると思うんですけ

れども。

森田 そういうこともあるかもしれませんが、ま

ずは、運転者が具体的にどういう交通行動をする

かをアンケート調査で調べようと。 これは意識調

査ですね。

そオ1からシミュレーション ・テストをやって、

ちゃんと左右確認をやるかというようなことから

始めて、積上げていこうと思っているんです。

安全思想、をつかむためには、どういうチャネル

がいいのかわからないんですが、交通行動を調査

すれば、とくに裁判の事例研究なんかをやると、

かなりつかめてくるんじゃないかという気がしま

すね。

たとえば、我々の社会ではシートベルトが義務

化されたわけですが、ドイツもやっぱりそれに踏

切って、罰金制度を導入したんですね。ところが

これがドイツでは訴訟の対象になるんですね。危

険は運転者が自分の責任において引受けるべきで

あって、だからシートベルトをするかしないかは

自分の自由だというんですね。

これを法で決めるということは、そういう責任

能力を奪うことになるからいかんという訴訟が始

められているそうです。

秋田 なるほど。

森

田

章

氏

森田 日本ではこういうことはありえない。

日本では シー トベルト着用率向上キャンペーン

をいろいろやりましたけれども、着用率はほとん

ど上昇しないで、法律が施行されると、パッと90

%いっちゃう わけです。（笑し） ）

日本人が順法精神があるんだといえばそれまで

ですが、逆にいうと、やっぱり危険を自分の責任

において引受けるという意識が希薄だということ

なんですね。

秋田 それは国民性というか、体質というか、そ

の差なんですね。それはどこから出てるというふ

うにお考えですか。

上園 そういう話になるとすぐに出てくるのが農

耕民族と狩猟民族ということですが（笑しけ、それ

以外の解釈は何かないものですかね。

森田 最近東南アジアの国々に出掛けることがあ

って、一つ気付いたのは、同じ仏教国でもタイと

日本とを考えますとね、 小乗仏教と大乗仏教の違

いが安全思想に現れるということです。 これは直

感に過ぎないんですけど。

小乗仏教というのは個人主義がなじむんですね。

つまり、救われるか救われないかは自分の問題で

しょう。 だけど大乗は、こういうと大乗の浅薄な

理解だと叱 られると思いますけれども（笑P）、だ

れかが何とかしてくれるという、 他力本願に頼っ

ていくところがあるんですね。

ということで、何となく全体責任みたいなもの

37 
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を先立てるわけですね。 たとえば、濃霧が発生す

れば高速道路はすぐに閉めてしまう 。つまり、判

断するチャ ンスは個人には渡さないで、全体で閉

めてしまう。 そうするとそれだけ安全は保障され

ます。 そういう、いわば集団保障システムが日本

にはあるんですね。

上園 ええ、ええ。

森田 ところで、タイの場合は知りませんが、ド

イツだったらどんなに濃霧が出てもアウトパーン

を閉めるということは決してありません。

この間ドイツ人が来日しまして、穏で高速道路

が閉鎖されるのに感心し、かつ篤いていました。

上園 同じことは飲出運転でもありますね。 アメ

リカに出娠しますと、アメリカの友人が自宅に招

いてくれるわけです。 その家でさんざん飲んで帰

るとなると、今まで飲んでいた友人が半を逆転し

て送ってくれるんですが、ものすごいスピードで

走ります。

ハラハラしまして、こういうことは日本じゃ許

されないんだというと、どうしてだというんです

ね。 それでこうこうだというと、飲んだって4J~Mc

を起こさなきゃいいんだというんです。 もちろん、

事故を起こしたときに酔っ払っていると罪は重い

ということはあるんですが、そういう意識の違い

はありますね。

秋田 それでは次に、もう少し具体的な問題をお

話しいただきたいと思うんですが。 たとえば、前

にも出た保険という商品ですね。今日は保険会社

の方はみえなかったんですけれども、セーフティ

とセキュリティをどういうふうな概念で捕らえて

区別をしているのか。保険を考える以上は、リス

クの分析を先に当然やるだろうと思うんです。 そ
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のときに、リスク分析をやる対象といいますか、

目的、そういうものを考えますと、何かその辺の

区別を判然とさせないとできないんじゃないかと

いう感じがするのですが、そういうことはないで

しょうか。

上園 それはロジカルに数式でやれるケースと、

それからもう定性的にやらざるを得ない、あるい

は主観的にしかゃれないケースと出てくるんじゃ

ないかと思いますね。

住宅の火災保険のように、大数の法則が成り立

つ場合は、これはどっちかというと比較的やさし

いことだと。

秋田 そうですね。

上園 ところが、コンビュータの版失、人的であ

ろうとあるいは自然災害であろうと、大量の実例、

統計データが得られないようなケ スでリスク分

析をやるとなると、これはえらい大変なことなん

ですね。

したがって、どれだけお金を投じるかというよ

うな問題も大変悩みますし、そこにはセーフティ

とセキュリティという差は・・・・・・。

秋田 ないんですかね。

上園 ええ、あんまり。

森田 ちょっと話がそれるかもしれませんが、市

ういうことを想、うんです。

日本の社会では、たとえば会社組織にしても、

我々のような大学なんかでもそうなんですが、基

本的には終身雇用制ですね。これはやっぱりある

意味では人に対する信頼感というのがある。 それ

は幸吉局セキュリティというようなことだと忠、うん

です。 人を若い時に採用すると、とにかく一生面

倒みていこうという集団保障制度のようなものが

あるんだろうと思うんですね。

ところが、私が見聞きしている範囲では、欧米

というのは、とりわけこれは北米だろうと思うん

ですが、会社組織なんかも基本的には人間不信み

たいなものから出発してる。 だから非常にはっき

りした契約社会ですね。 人を採用する場合、長く

て 3年ぐらいの契約なんでしょう。 その問、彼が

どう業献を挙げるかということで、彼の評価点が
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ども、実際に日本で成リ立っかというと、恐らく

だめでしょう。

どんな組織構造をとりましでも、追求していく

と 3人か 5人ぐらいのところで、このなかのだれ

かだろうと、あるいはみんなだろうということで

終わるんじゃないかと思うんですね。

決まっちゃう。 その先延長するかしないかという

のはそれで決まっちゃう。

それから、新「しい音II長をどこからか引き抜いて

くるという場合、その人の過去の業献をちゃんと

調作している保険会社がたくさんあるそうですね。

この人の危険！支はどうだとか、そういうデータを やつまり 、

はり集団保障です。.f..'ft＇！していて 、それによって保険を付けるのです。

その人に仕事を任せて業績を挙げられるかとうか そうですね。森田

日本ということに弁Iして｛呆 J~誌があるというのは、

では考えられないことです。

とくにアメリカの国会議員なんかは保険会

それは知らなかったですね。

とにかく、向こうは人間不信、こちらは集

団保障。農耕民族と！騎馬民族の違いという説はよ

ネ土が51受けないと議員になれないと・・

上園

事火図

森田

情報が漏れたとか、紛失したとか、あるい

は獄鰍とか、こういう問題になると従来の安全と

いうことをやっているものには、これはもう長日り

ませんよというような！惑じになっちゃうと思うん

秋田

く出るんですが、そういうi主いが、やはりセキ ュ

リティに関｛系していると恩、います。

そうですね。何か悪いこ とが起こったとき

に、いったい責任者はだれなんだ、と跡づけをし

日本ではそれが大体隠れてしまうんで

上園

ですね。

ていくと

すね。

これはほんとに頑の痛い問題なんですけれ

ども、企業機密がiA1iれたという場合に、いったい

だれがiA1iらしたのかというのはわかる例のほうが

上園全体の中に拡散してい く柿造にな ってるで

しよう。

森田

まれなんですね。結局これはわからないんですね。

私ども、セキュリティのお話をする場合、

何か起こったときにトレースしていって、最終的

に 1人に行き つくようなシステムを作るのが一番

上園

そこを管理してる人というのはいないわけ
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ですか。

秋田

いいセキュリティ ・システムだというんですけれ
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上園 スパイ小説みたいに、情報部で何かの資料

を借り出すときに署名して、また返すときに署名

する。 そういうのがトレースできるという種類の

管理は、日本の企業じゃあまりしてないし、やる

必要さえ感じていないん ですね。

早い話が情報の機密度に応じてランキングをつ

けて、極秘とか社外秘とか、そういうものを作っ

て管理する体制を説明すると、うちの資料は全部

機密だよと （笑＼，） ）、何でそこにグレ ードを付ける

んだという反論が返ってくるわけです。

森田 そうですね。話はずれますけれども、初め

てドイツに勉強に行ったときに、まず続いたのは

とにかくヨーロッパの生活というのは鍵に始まる

んですね。

宿を決めた途端にゴソッと鍵束を波されるんで

すね。 その家の鍵から 21；皆の鍵、自分の部屋の鎚、

;fJLの鎚でしょう。つまり、それを全部向分で管理

しなければならないんですね。

ですから、自分が録tを掛けたにもかかわらずど

ろぽうに入られたということになれば、これは4鋒

祭に訴える権利がありますけれども、訴えたとき

に、鍵を掛けていなかったといおうものなら、将

官ーはすぐ帰っちゃうんですね。（笑い）

革火回 そうらしいですね。

森田 つまり、そういう管理思想というか、倒人

責任というか、そういう発想、が日本の場合にはな

いんですね。 これは会社でもー紡だと思うんです。

上園 情報というのは、当然ながら広く行き波っ

てこそ価値があるものなんですね。一方では、さ

っきのように情報部の話で申しますと、知る必要

があると認められた人だけが許可されて情報を持

つ、それ以外の人は見るのも許されない。

ところが日本の場合ですと、管理職は自分にき

た情報を部下にもや っぱり 回覧するでしょうし、

場合によっては関連部門にもコピーを取って回す

でしょう。そういうことによって、会社の方針が

末端に広がるほど、会社はうまく運営されるはず

だと考えるわけです。情報のあて先以外の人がた

くさん見る可能性があるわけです。ですから、さ

っきの話のだれがやったか特定はできないという
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ことになるんですね。

こういう体制には同じ企業の構成員だという同

胞意識だとか、独得の企業内倫理があって、今ま

ではそれに頼って、それがかなり効いてきたんで

すけれども、将来的にそれが効き続けるかという

と、もう疑問なんですね。

森田 そうすると、新しい個人主義が日本なりに

生まれなければならない。

上国 ええ、それはどうしても必要でしょうね。

秋田 昔流のセーフティというのは、いってみれ

ば専門家が管理しますよね。工場なら工場で、オ

ペレーションその他、それを安全に運転していい

製品を造るというのは、専門家が担当しているわ

けですね。

だけどコンビュータ ・セキュリティということ

になると、セキュリティだけをやっている人はあ

んまりいないんじゃないでしょうか。

上園 今まではそうでしたが、大変増えてきてい

ます。

手火回 何かその辺でも、セーフティとセキュリテ

ィというのは、現実には差がついているような気

がしてならないんですけど。

森田 セキュリティ ・マネジメントといわれるの

は、たとえばアメリカあたりではもっと早くから

あったんですか。 むしろこれは日本的なんでしょ

うか、発想として。

上園 セキュリティ ・オフィサーというのはある

ようですね。これは、その企業のなかでは地位の

高い人で、場合によってはパイス ・プレジデント

というような地位にある人が責任をもっ形になっ

ています。

手火回 ゆくゆくは日本もそういうふうなセキュリ

ティの専門家ができてくるんでしょうね。

そうでないととてもやれませんね。

上園 ええ、もう 一つはシステム監査というのが

ありまして、これは今までの財務監査とは違って、

コンビュータ ・システムの健全な運営という視点

ももっておりまして、そこには多分にセキュリテ

ィが入っています。

最近はシステム厳査室を作る企業がどんどん増



えていますから、この面からセキュリティを見る

オフィサーが育ちつつあるとはいえます。

秋田 それがゆくゆくは今までのセーフティ ・オ

フィサーを包含していくんでしょうね。全体とし

て見るという形ですね。

上園 ええ。

秋固 まあ、そうなってくればわ，りと理解はしや

すいんですね。

秋田 今までのお話から、セキュリティのほうが

多分悩広くて、セーフティが包含されるような感

じをもつんですが、そういうふうに進んでいくと

き、とくにこの点に注意しなければいけないとい

うような問題点を何かお感じになりますか。

上園 物を壊すといかんということはノトさい時か

ら教えられますし、ちゃんと法律も任立されてい

ます。 しかし、情報をi読んだり峻したり、あるい

はいたずらで変えたりしてはいけないということ

は、今はまだ倫理も法律も係立していないんです

ね。刑法上の罰というのもないんです。

情報に附しても、物と閉じような意識がまず必

要なんじゃないかと思います。そういう意識がだ

んだんでき上がっていけば、セキュリティの意識

も出てくるだろうと思うんです。

そういう一言でいえば、倫理感を小さい時から

どうやって制えつけていくかということが問題だ

と思います。そういう問題は私は門外漢で、森田

さんのご専門だと思うんですが。

森田 それは非常に重大な問題だろうなと、私は

初めてハッとしたんですけれども。

今、パソコンやワープロがどんどんチ供たちの

世界に入ってきてますね。 そうすると、何かの機

会に聞いて知ったりした情報を自分のコンビュー
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タに入れちゃいまして、自分のフロッピーに情報

が入りますね。 そうすると、何かのときに呼び出

すと、あたかも肉分の’li'J報であるかのように出て

きます。 だから、資作に気付かずに資作してしま

うという危険が、これから広がっていくことを意

味しますね。 ですから、情報に対する責任といい

ますか、そういうことをいかにして教育していく

かという大きな難しい問題になりますね。

秋 田 そういう問題は非常に刻一しいんですね。 や

はり教育以外にないですね。

森田 教育が ·~I受けてい く新しい謀題ですね。

秋 田 まあ、あんまりあせってもだめでしょうが。

上園 今日昼休みに図書室へ行って雑誌を見てい

ましたら、アメリカの大学の先生が論文を書いて

ましてね。 カレッジのカリキュラムにセキュリテ

ィを入れる必要があるという表組なんです。 日本

でも ｜司 じことだと思うんですね。

大手：のカリキュラムじゃなくて、 小学校の段階

で教えたいですね。 技術的な教育はすでに入り始

めているわけですから。

秋 田 そうなんですね。技術教育だけでなく、同

時に情報の取扱いの問題も教えなければ・・・・ 、ど

うもその辺が一番松本で大事なことみたいですね。

森因 コピーの機械が出始めた時に、学生に一番

厳しくいったのは、何という本の何ページをコピ

ーしたのか必ず書いてお くようにと ・・

上園 出典ですね。

森田 そうです。 しかし、それがなかなか守られ

ない。 これがワープロになってきますと、非の意

識も何もなしに、自分の情報としてゾロゾロ出て

きちゃう。

フロッピーに入れるときに、これはだれの意見

という耳を付けて入れろという指導をしなければ

いけないということですね。

秋 田 怖いですね

上園 指導をしな くてはいけないですね。

秋田 お話の結論もつけていただいたようでござ

いますので、この辺でおしまいにさせていただこ

うと忠、います。

とうも長い間ありがとうございました。
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I 産業医学とは

現在私が所属する産業医科大学は、昭和53年に

労働省が産業医確保と産業医学振興のために設立

した大学である。 この大学で学ぶ学生には一定の

修学資金が貸与され、卒業後大学設立の主旨にあ

った進路を一定期間勤めると、この修学資金の返

済が免除される仕組みとなっている。 したがって、

この大学に入学しようとする学生は、あらかじめ

産業医学が何であるかを理解し、卒業後の進路ま

である程度覚悟を決めたうえで受験することが望

まれるわけである。 しかし、実際には高等学校を

卒業する年齢の若者たちにとって、産業医学がど

ういうものであるか、なかなかわかりにくいよう

である。 これは入学試験の面接などを通じて我々

教員の側にもよくわかるのである。

また、産業医学が具体的にとういう内容の学問

分野であるかについては、高校生のみならず、 一

般の人たちにも案外わからないのではないかと恩

う。産業医学という言葉から、おおよその内容を

想像することは難しいことではない。 しかし、そ

の具体的内容となるとはっきり理解してもらうの

が難しい。 その大きな理由の一つは、産業医学の

対象が非常に広く、産業医学を研究したり実践す

る人の立場による違いや、適用される対象の状態

によ って内容がさまざまであるからである。

まず、 「産業医学」という言葉は、 「産 業」と 「医

学」 に分けて考えることができ、これまでにも内

外でいろいろ違った組合せの言葉がf変われてきて

いる。 「産業」に対しては「労働」と「職業」という語

がしばしば使われ、 「医学」に対しては「衛生」ある

いは「保 健」という語が代わりに使われ得る。 した

がって、この組合せで産業衛生、産業保健、ある

いは労働医学、労働衛生、職業保健というような

6-7種類ぐらいの呼び方が実際に存在する。 そ

れぞれ細かい説明をすれば多少ニュアンスは違う

のであるが、事実上ほとんど同じ内容と考えて差

支えない。

それでは、産業医学とはどう定義したらいいだ

ろう。広い定義でいうならば、産業活動と健康の

関係について取扱う分野であると定義できるだろ

う。 ただし、この場合の産業活動のなかには、一

・・・a・・.....康調関聞臓健闘鵬・・・...................・・・・..隠
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人で専門的な職業を営むような農業、建設業や、

いわゆる自由業等の職業活動も含まれるべきであ

る。 また、「健康」という語には、当然のことなが

ら健康異常としての職業病や労働災害等が含まれ

るし、また最近では、後述するように、健康増進

などの分野も含まれてくる。 これを具体例で説明

するならば、狭い意味で用いられるときには、耳哉

業病の診断や治療と限定する人もあるし、あるい

は逆に最も広く考えると、産業の社会に対するイ

ンパクト、たとえば製品の安全性であるとか、あ

るいは産業活動のリスクアセスメントのようなこ

とも、産業医学の範ちゅうとして取扱われること

がある。

2 労働安全衛生法と産業医学

産業医学と密－接な関係がある産業医という言葉

は、昭和47年に新たに制定された労働安全衛生法

で初めて法律用語として登場した。 この法律によ

れば、事業主は従業員が50人を超えると、医師免

許を所有するものから産業医を選任し届出なけれ

ばならないことになっている。 また、従業員数が

1,000人を超すと、その産業医は専属でなければな

らず、従業員数が 3,000人を超すと、この専属産

業医の数が 2人以上必要である。

この法律ができて以来現在まで、産業医として

の資格は医師免許以外にとくに必要とはされない

ことで現在に至っている。諸外国のなかでは、医

師免許取得後一定の教育訓練を経た後産業医資格

を与え、この資格を有する者のみが産業医業務が

できるという制度にしているところもある。現在、

我が国でも、産業医の資質を向上させるため、一

定の研修を経てから産業医としての業務を行うよ

うな制度を検討中である。

この法律の名称、から見てもわかるように、元来

産業における労働者の健康問題は、安全面と衛生

面の二つの側面から取扱われてきた。 そうはいっ

ても、かつては労働災害の数が多く、そのため安

全と衛生を比べると、安全に対する配慮や実際の

努力がより多くはらわれてきた。 しかし、次第に

安全対策が徹底し、災害の頻度が減少するにした

がい、衛生商への配慮も相対的に重要視されるよ

うになってきた。

このように、産業医あるいは産業医学の対象は、

安全と密接な関係のある領域であることも一つの

特徴である。 なかには安全の問題なのか衛生の問

題なのか区別が難しい問題や、両方の対策が相ま

って初めて効果の挙がるようなものも少なくない。

端的にいえば、安全と対をなすのは災害であり、

いわゆる瞬間的に起こる負傷を指し、衛生と対を

なすのが職業病であり、より長期間の経過を経て

発生してくるものである。 この関係を、腰痛を例

にとって考えてみよう。ある特定の重量物を持上

げたl瞬間に受傷するような典型的な場合は、災害

として取扱うことに問題はないとしても、受傷の

程度はさまざまであり、 2、3日後に発症するもの

から、いつ受傷したか覚えていないような時間的

な関係で発症してくるものまでさまざまである。

もちろん、長期間を経て発症するものは職業病と

して取扱われるわけだが、その境界をどこにひく

かは難しく、したがって、このような場合には、

もともと災害と職業病を無理に区別しようとする

ことに間違いがあるわけである。

安全対策と衛生対策は、前者が主として工学的

...........................・・a・・・罰則s・・・・・・・.・・・
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対策であるのに対し、後者は工学と医学の共同作

業が主となるという点で、対策tを実行するための

業務を分担する専門家は異なるところが大きい。

そこで単に災害と職業病の区別がどこにあるかと

いう問題ではなく、原因が何で、その対策として

何をしなければならぬか、が安全と衛生の関係で

重要だということである。

3 他の医学との違いについて

前述したように、産業医が現在のところ、いわ

ゆる一般の医師から選任されるという制度がある

現状では、産業医の専門性は低く、そのため、と

もすると他の医学分野と産業医学の分野Fの違いが

明らかでなく 、これが産業医学を理解されにく く

している一つの原因とも考えられる。そこで次に、

具体的に他の医学分野と産業医学の違いを挙げて

解説してみることとする。

I) 個と集団

一般の臨床医学が対象とするのは忠者であり、

患者は普通個人である。 同じ診断名の疾患でも、

患者によ って症状や治療に対する反応はさまざま

であり、唯一臨床医の経験が、このような多機性

のある疾患の診断 ・治療を的確に処理するよりど

ころとなるものである。 もちろんその際に、患者

を取巻く種々の個人的 ・社会的・経済的環境条件

を充分に考慮に入れる必要があることはいうまで

もないが、その場合でも、あくまで患者一個人を

取巻く環境というとらえ方が臨床医学のアプロー

チである。

それに対し、産業医学は個を単位として取扱う

ところから始まることは閉じとはいうものの、集

団へのアプローチの機会がより多いといえる。 こ

れは次に述べる予防という側面とも大いに関係が

あり、医学分野のなかでは公衆衛生学的アプロ

チの一部ともいえる。 したがって、集団を対象と

するときの医学的手法は、ほとんどすべて公衆衛

生学的手法の応用であり、その意味で、産業医学

は公衆衛生学の一分釘’であるとも考えられる。

2) 予防医学としての産業医学

産業活動は、すべて人の意志に基づいた計画的

な活動である。 したがって、産業活動によ って引

起こされる健康問題は、原則的にはすべて予防可

能なものである。 したがって、労働災害や職業病

は起きてから治療するという臨床医学的対応より

も、原因を特定して除去することにより、未然、に

健康障害の発生を予防するというのが本来の姿で

あろう。

臨床医学の特徴は、クライエントである患者が

医師のところへ自分の意志で訪れ、問題の解決を

依頼するところから始まる点にある。しかし、予

防医学は患者が発生するのを待つことはできない。

継続的、定常的に労働環境や労働者の健康状態を

梢極的に監視し、万一健康影響が現れた場合でも、

本人が気付かないうちに発見し、早期治療を行う

とともに、本人の増悪防止のためにも第 2、第 3

の患者を出さぬためにも、原因を除去する努力を

する。 したがって、言葉を変えれば、臨床医学は

受動的な医学であり、産業医学は能動的医学と対

比させることも可能である。

疾病の予防を考える時には、普通第 1次から第

3次予防までに分類して考えられる。

第 1次予防とは、原因を除去し、狭い意味での

疾病予防を目的とするものである。

........・a閉店・・・・・・・・....・・・....・・・m・..・a・・・・・・・
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第 2次予防と呼ばれるのは、通常早期発見など

といわれている内容を指すもので、本格的治療を

必要とする段階に陥る以前に異常を発見し、適切

な管理下におくことによって、それ以上健康異常

が進行しないように努めることを指す。 たとえば、

糖尿病のごく初期には、尿中の糖が増加したり、

血液中の糖分量が普通よりやや増加することが認

められる。このような時期がしばらく経過すると、

次第に積極的治療の必要な真の糖尿病へと移行し

ていく。 したがって、血液中の糖がやや培加した

ような状態で、適切な食事療法を開始するならば、

真の糖尿病発症を予防することが可能となるわけ

である。

第 3次予防とは、通常の臨床的治療活動を指

す。 この場合の予防という意味は、症病が治癒し

たあとの永久的障害を予防するという意味であり、

適切な治療によって早期にリハビリテーションが

図られるようにするという活動である。

普通いわれる予防医学という意味では、もちろ

ん第 l次予防が主で、これに加えて第 2次予防ぐ

らいまでが予防医学という言葉の主な対象と考え

られる。

また、予防医学的アプローチが臨床医学のそれ

と違う点の一つは、予防医学が原則として健康人

を対象とする点にある。健康の定義は深く考える

と難しいのでここでは省略するが、少なくとも本

人が病気とは思っていないという意味での健康人

を対象とする点が特徴である。 たとえば、予防医

学的活動の一つである健康診断の対象者は、必ず

しも自ら進んで受診しようとするわけではない。

臨床医学では、より重篤な疾病の治療のため、患

者や家族が納得した上で、少々の危険を伴う治療

法であっても許容される場合があり得るが、健康

者を取扱う場合は、安全性はより厳しく追求され

ることになる。

3) 他の領域との関係

産業医学は、その活動内容から考えても当然の

ことであるが、いろいろの分野の専門家との連携

がたいへん重要になる。先ほどの安全との連携に

ついても、安全工学など工学領域との共同作業は

もちろんのこと、心理学や社会学、あるいは経営

管理、法律などの種々の分野との協力関係なくし

ては、 充分な成果を挙げることが期待できない。

したがって、産業医学は、いつも他分野とのチー

ムで動くことが要請される。

4 具体的活動内容

前にも述べたように、産業医学の対象とする範

囲が広いために、産業医学が理解しにくいという

ことが指摘できるので、ここでは産業医学の分野

で現在話題となっている内容を 2～ 3ご紹介し、

皆さんの理解を深めていただくとする。

I) バイオロジカルモニタリング

産業で用いられる種々の化学物質による健康障

害を予防するためには、労働環境におけるそれぞ

れの化学物質の濃度を一定の基準以下に抑えるよ

うな努力が必要である。 この基準として用いられ

るのが、許容濃度などと呼ばれている各種の目標

f直である。

この許容濃度を決めるためには、量・反応関係

を判明する必要がある。つまり、一定量の化学物

質が生体に作用した場合に、それに応じた反応が

現れてくるわけであるが、その様子が図のように

魁鑓狙鼠麗属国店頭.....・......・・・...欄m・..・m・.......・..・s・
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わかれば、 A点までは環境中に化学物質が存拘」し

ても反応がまったく現れないということで、許容

濃度を決定する恨拠が得られるわけである。

しかし、このような明解な関係を実際に求める

ことは不可能に近い。 その理由としては、人間の

側の個体差という生物学的な条件も大きな要素で

あるが、それに加えて、個々の労働者が環境中の

有害物を、実際に体内にとり込んだ量を決定するこ

との凶難さも同時に挙げることができる。 たとえ

ば、故jE[のように微量暴践の慢’陀：it~寺中が問題にな

ってくると 、長期間にわたる券践のJ待相：立を知る

必要が生じてくる。 しかし、そういう長期間の問

には、側々の労働者は職場を移動したり、転職し

たりすることもあるし、また、技術革命新によって

取扱い化学物質が変化したり、主ま首誌の条件が変わ

ることがあるからである。このように、これまで

行われてきた職場の空気中の化学物質の濃度をillil

定する方法だけでこの投与量を推定することが、

きわめて難しくなった。

そこで古走近、バイオロジカルモニタリングとい

うことが注目されてきたわけである。正策嶋中の化

学物質は生体内にとり込まれた後、種々の経路を経

て尿中へ排出されたり、あるいは甘に沈着するな

100% 

↑
｜
｜
あ
る
生
体
影
響
の
出
現
率
%

ハυ A 
環境中の化学物質捜度一一→

ど体内に諮梢する。 この体内における暴露物質の

挙動を追跡することにより、個々の労働者の過去

から現作に至るまでの蓄積暴露レベルを知ること

ができる。

化学物質によ ってはそのままの形で替附される

場合もあるし、体内の酵素の働きによって樟々の

化学的変化を受けている場合もあるし、物質ごと

に監視対象となり得る物質が異なる。 また、バイ

オロジカルモニタリングの目的は、あくまでその

化学物質によ って障害がでる以前に暴誌の状態を

知 るということにあるので、監視対象とする物質

が人体にとって健康障害の指標となるものであっ

てはならない。 したがって、各物質ごとにどの化

学物質を測定し、どのレベルを上限として環境の

管理を進めなければいけないか、ということが判

明するまでには 、まだまだ数多くの研究が必要で

あり、現イ1：世界各国で多くの研究者がこの問題と

取組んでいる。

2) シルバーヘルス

ご象知のように、我が国は、現ギtc急速に高齢化

が進んでいる。産業医学が対象とする労働者の年

齢構成も、次第に高齢者の割合が楠加しつつある。

このような状況下では、成人病など高齢者に多い

疾患の管問や、年齢からくる橋々の生理学的特徴

等を充分にJ引穫に入れた健康管理を進めていく必

要がある。 そのような意味で、労働省が一つの労

働衛生重点活動項目として取り上げたのが中高年対

策であり 、その活動に対しシルバーヘルスプラン

という名称が用いられた。 したがって、このシル

ノtーヘルスは単一の活動を指すわけではなく 、上

述のような成人病を中心とした健康管理はもちろ

んのこと、トレーニングによる老化防止・体力増

..・・・a・・・・・B・E・・・・・・・・m・・・m鵬’B闘・・.............・・・
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進や、次に述べるメンタルヘルスなど、積極的に

健康づくりをすることまで含まれる。 このテーマ

は、今後ますます産業医学の分野でも重要性が増

す問題として注目を集めている。

3) メンタルヘルス

産業医学の知見が急速に増加し、労働衛生管理

が順調に進むにしたがい、かつて見られた典型的

な職業病や重大な労働災害の頻度が少なくなり、

産業における健康の問題は、次第に慢性疾患の管

理などへと変化してきていることは、上述のとお

りである。 それに伴って、いわゆるストレスの増

加が指摘されている。 これは、同時に進行してい

る高度技術の導入や自動化の進展とも密接な関係

があり、労働の内容そのものが従来の単純なもの

から次第に復雑多岐な内容、あるいは機械との対

応なとが場加してきているからである。 この傾向

は、今後とも進展していくことが予想されるので、

このような産業環境の変選に伴うストレス対策を

中心としたメンタルヘルスが、今後ますます重要

になってくると考rえられる。

5 今後の展望

医師過剰時代や医療費の抑制なと医療事情の変

化や、産業界における経済環境の変化、技術の急

速な進歩と、いわゆる空洞化現象といわれる生産

現場の海外移転など、我が国産業界の変遷もきわ

めて目まぐるしいものがある。 このような環境の

なかで、従来のような福利厚生的な産業医療が、

真に産業化社会のニーズにあった産業医学へと発

展し、独立した専門分野が確立されていくのもそ

う遠い先のことではないと考えられる。それには、

我々産業医学担当者自身の側の努力と同時に、産

業医学に対する正しい理解に基づく社会的な要請

が欠くべからざるものである。

6 参考図書、雑誌

産業医学関係の参考図書、雑誌のうち、できる

だけ広範囲をカバーし、包括的なもののみを以下

に列挙した。

①図書

a. 新労働衛生ハンドブック、同増補版

三浦豊彦他編、労働科学研究所発行

本絹11522頁、増補版444頁の総合的参考図書

データブック、活字典としても使える。

b. 産業保健、日本産業衛生学会監修、

篠原出版発行、全 2巻の総括的解説書

c. 臨床産業医学金書、医師薬出版発行、全 8巻

（未定）で標題のとおり臨床医学的専門書、

医師向け。

②雑誌

a. 産業医学ジャ ーナル（隔月干IJ)、

産業医学振興財団第一線産業医向けの解説誌

b. 労働衛生（月干lj) 中央労働災害防止協会、

産業医、衛生管理者、その他専門家向けの解説

誌。労働省が後援しているので行政の情報が詳

しい。

c. 労働の科学（月刊）、労働科学研究所

b.とほぼ同じ。ただし、研究所が発行している

ので科学的掘下げが特徴。

d. 産業医学（隔月干lj)、日本産業衛生学会、

学会雑誌なので研究発表が中心。

（おおくぽ としてる／産業医科大学産業生態科学研究所教授）

....・..................................・・・.....
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山口 文緒リスクと国情
一欧米国本の製造業のリスク対処－

．今日の日本人が共通に持っている倫理観と美意識とは何か。 ぞれは、平和、

経済、平等の倫理観と、安全、効率、清潔告案よとする美意織とに集約する

ことができる。

．日本の倫理観は、「勤勉」という概念一つを採っても、きわめて独特である。

ところが、当の日本人は、「勤勉は普」であり、「勤勉な人は清廉だ」 という

思想が、世界中どこへ行っても普遍的に通用すると信じて疑わない。

火災対策にみる防災思想の違い

1) スプリンクラー消火設備の重視と HPR  

欧米の工場を幾つか訪問するとき、まずス プ リ

ンクラー消火設備がよく普及し重視されているこ

とが、きわめて印象的である。

スプリンクラー設備の有効性を保つうえで良好

なメンテナンスは不可欠であるが、欧米ではこれ

もきわめて重視されている。欧米では、保険会社

がスプリンクラーのメンテナンスに制度的に組込

まれ、大きな役割を果たしている。 たとえば、保

険会社による保守管理のチェックは厳密で、建物

の内部改修などでスプリンクラーの水を止める場合

の、保険会社への事前通知もよく励行されている。

昨年、日本で話題となった企業保険におけるH

PR  (Highly Protected Risks ）も、このよう

な土壌があって初めて成立するものと思われる。

むしろ、まずスプリンクラーの信頼性を確イ呆した

い工場主の需要があり、 「損害の補墳はこの次で、

スプリンクラーの有効な維持の状態を工場主の立

場に立ってチェックする」 ことを主機能とする保

険を発達させたのではないかとさえ恩わせる。

すでに著しく安くなっている商業物件保険料率

をさらに引下げようという程度の動機では、スプ

リンクラーの有効維持の制度に対する、これほど

の支持とエネルギーは得られなかったと恩われる。
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工場主側の、工場防御の必要性に関する感覚がよ

く理解される。

2) 日本は「火災予防」、欧米は「拡大の防止」

日本企業の火災対策を要約すると、 「火災予防」

である。予防には力を入れるが、火災がいったん起

こってしまった後の被害局限対策には、概して弱

p傾向がみられる。 たとえば、消火設備や消防訓

練は形式的であり、保険の付け方も充分ではない。

他方、欧米型は、多かれ少なかれ火災は起こるも

のと考える傾向が強く、「火災の拡大を押さえ込

む」対策には、比較的に費用を措しまない。防火設

備と消火設備のシステム性・信頼性においては、一

般に欧米の方が優れているようにみえる。

日本では、火災コストが低いが故に、火災対策

は経営者の関心を引かず、対策は現場任せとなり

がちである。火災「予防」の各種の対策は、細かな

努力の積上げで、現場での対応になじみやすいの

である。

これに対し、欧米流のがっしりした建物やスプ

リンクラーに象徴される拡大防止対策は、工場主

や経営者の発想になじみやすい対策である。

両者に対称的な特色を列挙してみると、表 1の

ようになる。

3) 伝統型産業とシステム化産業における防災

思想

繊維工業のような伝統型産業では、日本でも欧



米でも、防火区画とスプリンクラー自動消火設備

が比較的よく整備され、普及している。

初期の作業工程では、出火の危険が今とは比較

にならないほど高く、これが伝統型産業において、

火災拡大防止の技術を発達させた。 また、もう 一

つの背景には、昔の製造設備は今ほど高度にはシ

ステム化されておらず、一部の機械が損傷しても、

それは一部だけの局部的な損害にとどまると考え

られたため、事故の発生を防ぐこと以上に損害の

局｜淡を重要視した、という事情もあ ったと考えら

れる。

一方 、現代の製造業は高度にシステム化されて

おり、このため、ごく一部のトラブルやノトさな故

障が、 システム全体を止めてしまう傾向が顕著に

なった。 システム的生産様式は 「休業損害」 に対

してきわめて敏感かつ脆弱であり、 「小さな事故も

大きな妨害」 を意味する。

現代のシステム化された工場では、大きな蘭積

が焼けなければよいとする 「拡大防止」偏重思想

では具合が悪い。システムの信頼性を高めるため、

事故そのものの発生を減らす「予防県」の対応の

重要性が、改めて認識されてきたといえる。

この意味で予防思想は、 小集団活動と並んで災

害 コストの面で日本に｛憂イ立をもた らしたというこ

とができる。徹底的な予防には、 「現場」の創意・

工夫と熱意が重要な意味をもち、これは日本が最

も得意とするところである。 日本企業が中央集権

表 l 日本と欧米の防災対策の特徴

・従業員の質と企業への忠誠心は概して高い。
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型のリスクマネジメン｜：を好まない理由の一つが、

ここにあるようにも考えられる。

2 国情によるリスクマネジメント

I) リスクコストの大小によるリスクマネジメン

トの地位

・ 日本では事故発生率が比較的小さいため、リス

クコスト （損害額の期待値、リスク制御のコス

ト、保険料コストなど）が低く、これがリスク

を軽視する傾向を招いている。 いわゆる「安全

と水はタダ」の思想である。このため、日本企

業はリスクマネジメント担当部門を置く必要性

を感じないのである。

・欧米では、リスクコストが高いがゆえに、リス

クマネジメントを重視せざるを得ない。大手の

多国籍企業では、本社の中にワールドワイドな

リスクマネジメントを行う部門を置く例が多く

なっている。

しかし一方では、このような企業のリスクマネ

ジメント部門に対して、次のような根強い批判が

あることに注意を要する。

①リスクマネジメン卜部門自体が高コストである

（結局は、保険会社かブローカーに任せてしま

ったほうが安上がりだ）。

②リスクファイナン シン グ （保険や保有など財務

的な処置）には興味をもつが、事故の防止や軽

・経営者、民督者、一般従業貝の関係は階級的。従業員の忠

誠心は慨して低い。

・ゼロ災運動、危険予知訓練など、小集団活動に負うところ｜ ・小集団活動には、あまり期待できない。

が大きい。

・4s （整理、務頓、清潔、清掃）が重筏されている。 ・4sには無頓着で、祭煙む不徹底のことが多い （ドイツな

ど、 一部繁頓がいいところもある）。

・ハードウェアは、個々の防災機器では進んでいるが、断片 ｜・スプリ ンクラ一、防火区画、空地距離などの重視。

的で、全f本のシステムとしてみると弱い。

・小集団任せで、経営者は無関心になりがち。 ・経営者主導の防災対策。事後対策重視。

・システマティ y クな考え方や、ソフトには弱い。火災が起｜ ・シス テマティ ックな対応。段惑の事態に備えて対策を立て

こった後の対策は形式的、精神的になりがち。 ｜ る。

． 「法規には、形式的に合致していればいいJ との考え方が ｜・消防法規等は細かく規定されていない場合が多く、民問機

強い。概して自衛心は弱く、 「お上」依存の体質。 ｜ 関の基準と指導が尊重されている。
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減については、理解も能力もない。

③本社による 11•央集権的な管理を好み、部門や現

場の実情を理解せず、対立することが多い。

2) 日本におけるリスクマネジメントの在り方

日本において、リスクマネジメントを実際に取

入れ、実行しようとするなら、以下のような点に

留意してとり進めるのが効果的であろう。

①アメリカ型リスクマネジメントは、システマテ

ィックな考え方という意味では参考になるが、

とらわれる必要はない。

教科書どおりの手順、プロセスにこだわらない。

教科書でいう「リスクの確認→リスクの測定→

表 2 出火手の国際比較（ 1984年）

人口llJO万 火災 1.000
国 名 出火件数 人当た 死者数 人当たリ 件当たリ

の出火 の死者数 の死者数
数

日 牛J 63, 789 5.3 2.089 17 .4 32. 7 

アメリ力 2,343‘OC8 99.0 5 .357 22 .6 2.3 

イギリス 446. 557 79. I 887 15. 7 2.0 

西ドイソ 139守758 22.8 470 7. 7 :L4 

イタリア 112.378 19. 7 98 I. 7 0. 9 

ニZージーランド 19. 352 59.9 41 12. 7 2.1 

デン 7 7 18.901 37 .0 63 12.3 3. 3 

寸 ストリア 23, 181 30. 7 58 7. 7 2.5 

ノルウェー 10,500 25. 4 67 16. 2 6.4 

大林 l（同 自‘562 2、l 372 9. 2 43.4 

:ll所.ii'i’1:Jj白書 （昭和61年版）

4.5 

4.9 

7.9 
（件）

2 3 4 5 6 7 8 9 

50.0 

0 IO 20 30 

ヒ二二コ川6

仁二二コ仁コ却5.4

100・2田 210（件）

図 l 殺人、強盗の犯罪率の国際比較（ 1984年）

単位入口 10万人につき何

出所：欝察白書 （昭和61年版）
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リスク処理方法の選択・・・・・・」の順序にもこだわ

る必要はない。

②今直面している大きな問題や、現場の問題点を

土台に、現実的なリスクマネジメントを自ら作

り上げていくこと。

③リスクコントロール（物理的なリスクの制御）

を主体に進める方が、企業の内で理解を得やす

く、定着しやすいと思われる。

④リスクの種類をあれこれ列挙するよりも、一つ

の事態について深く検討し、対策を立てる。そ

の事態が生じたとき、どのような結果や影響が

生ずるかを、柔軟 ・多角的によく検討し、深み

と奥行のある対策を立てる。

⑤一度分析し計画を立てたら終わりというもので

はない。企業においては、分析よりも実践を重

視する。継続し定着させる段階が重要である。

3 リスクの種類と事故発生率の違い

1) 事故の発生率

日本はきわめて治安がよく安全な国であること

は、よく知られている。 たとえば、火災の発生率

は、アメリカは日本の約20倍、欧州諸国は日本の

5 -15倍程度である（純国は日本の約1/2、イン

ドネシアは約1/5）。

犯罪における格差はもっと大きく、強盗の発生

（%） 

13.0 
ス
ノ

j
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，t
t
sr

pdml 

オーストラリア

10.0 
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図 2 失業率の国際比較

出所国民生活白書 （昭和61年版）



率は、アメリカは日本の約100倍、欧州諸国は25～

60倍である。 また、交通事故についても、労働災

害についても、日本の方が欧米諸国より安全であ

るといえる （表 2、図 1）。

2) 欧米の企業が心配しているリスク

欧米で販売されている保険の種類や、実際に欧

米企業を訪問したときの印象などから、一般には、

次の四つのリスクが最重視されていると推illljされる。

①火災および火災による休業の損害

・大損害になるところから、きわめて重視されて

いる。 なかでも休業損害を重視。

②賠償責任をもたらす事故

・北米に所在する企業および対米輸出の比率の高

い企業で、とくに問題視される。

③犯罪および企業内犯罪

・窃盗および業務上横領事故がとくに頻発する。

施錠、笹報装澄など、窃盗に対する防御方法は

徹底しているが、盗賊の知恵はこれを上回るよ

うである。

・大都会に窃盗が多い。失業率と窃資犯罪率との

聞には、高い相関関係があると恩われる。

④脅迫、破壊活動、ストライキなど

・欧州では、爆弾によるテ口、脅迫が増加してい

る。米系企業が標的にされることが多いが、日

系企業もねらわれる。

・スト ライキは長期化することが多い。

以上は欧米企業の場合であるが、日本企業が海

外に進出する場合には、さらに次のリスクを忘れ

てはならない。

⑤（ 日本からの）派遣社員とその家族に関するリ

スク

・風土病、交通事故および犯罪の被害が多い0

・誘拐は、中南米など一部の地域につき注意。

4 日本企業の海外進出とリスク対応

I) リスクコントロールと現地尊重

多国籍企業として複数回に進出する場合には、

損害の規模を見積もり、財務的にこれに対処でき

るようグローパルに対策を立てておく意味で、本
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社にて統一的にリスクマネ ジメントを行うことは

必要である。

しかし、物理的にリスクを制御するリスクコン

トロールについては、本社の過度の干渉は問題が

多い。現地の事情を充分以上に尊重することがな

により必要である。

2) 冗長と余裕、実質と鈍

日本の製造業は、従業員の高い質、小集団活動、

新鋭の設備、発達した関連企業群などに支えられ

てきた。

しかし、い ったん海外に出た場合、上に述べた

基盤はかなりの程度失われ、システムの各部分の

信頼性に問題が出て くることは必至である。 この

ため、生産 ・流通システムにも、防災システムに

も、 「冗長」と 「余裕」が、日本における場合以上

に必要になってくると思わなければならない。

事故の頻度の低い日本では、形だけの消火設備

や、紙の上だけの防災対策組織図などでも大きな

問題になることが少なかった。 しかし、事故頻度

の高い海外では、事故は現実に起こるものとして

実質的な対策を立てる必要が生じる。「システマテ

ィック」「実質」「余裕」そして 「鈍」が、海外に

おける防災対策のキーワードであろう。

（対処のポイント）

・全体として防災の実を挙げるよう、総合的なシ

ステムとして考えること。

・精密すぎる対策や設備は、 信似性の点から問題

があることが多い。主屯であっても、 イ言板l性：を第

一に考えること。

・言葉、慣習、現地の諸制度などの問題もあり、

日本で考えた性急－精密なプランは機能しない。

現地の事情、能力を充分配層、すること。 日本の

本社から性急 ・精密に過ぎる指示会しないこと0

・対策には、できる限りの柔軟性をもたせ、代替

策をもたせること。

・現I也事情に通じた現地人の責任者や現地機関と、

ケーススタディを基に対策を検討すること。

・損害保険の利用についても、現地の償習を充分

に尊重すること。

（やまぐち ふみお／住友海上火災保険倒防災技術部長）
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1 はじめに

円高 ・ドル安といった国際通貨の変動と発展途

上 ｜壬｜といわれてきた一部の閏の重化学工業化の成

功、そして、日本国企業の海外進出による同内産

業の空洞化、あるいは都市構造変化と生活係式の

変化といった諸現象によって、日本民l内の公害 ・

環境問題は種々の局面を呈している。一方、この

ような問題を扱う諸機関 ・諸研究機｜共lは、日本の

公害.£.策成問題の生き証人的存イ1：である。

このような公害 ・環境問題の様チを尻目にみな

がら猛威を振るっている公害が、地下水汚染であ

る。この公害は、復利で被害を及ぼす特殊なι性格

をもっているため、対策の効果が目立たず、ます

ます悪化の道をたどることは否定できない。 見方

によっては、公害 ・環境問題のなかでも鬼子的性

格をも っている一面もある。

地下水汚染問題は、こ のような現状にありなが

ら、公害 ・環境問題としては社会的な問題にもな

らず、調査 ・研究・対策といった商でも、他の公

害に比較してひどく遅れている。

筆者らは、 地盤沈下の研究とともに、この10数

年間、地下水汚染の問題についても調作・研究を

進めてきた。 大変な社会問題になることを、その

当時からいい続けてきたが、研究機関の隅からの
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発言であったがためか、天にまで届けることがで

きなかったことを残念に思えてならない。 ちなみ

に、この種の公害の実態を知リクヨクヨ悩んでい

る者は、行政機関や研究機関の問にいる州当者し

かいないのかもしれない。

汚れてない厳一後の奇版な水資源、地下水を守る

ため、筆者らは各地に発生している地下水汚染現

場の状況を分析してみた。 本稿では、その結果か

らみた地下水汚染の発生する背景について述べて

みる。

2 地下水汚染の発生する背景

1) 公害問題のレリック

公害問題は未解決のものが多く存不正し、また、

新しい問題が芽生えてきているのも事実である。

しかし、一吉IIの公害問題は昭和30年代から昭和40

年代にみられたような深刻な状態からは脱出し、

問題は広域環岐汚染問題や都市型環境問題に変化

してきている側面をもっている。

このように一部で、ある一定の問題解決の方向

にきた理由を振返ってみるならば、四大公害問題

裁判などからも理解できるように、問題の解決に

当たって、被害者あるいは被害者を取巻く住民の

力に大きく左右されてきたことは否定できない。



すなわち、公害問題が社会的に顕在化し、地域住

民や国民レベルで問題意識の高槻が早ければ、そ

れを受けて行政レベルの施策が早いし、また、行

いやすい面があるのも事実である。

こういった点では、先に述べた地上や地表にみ

られる広域環境汚染問題や、都市型環境問題の解

決の場合も同じであろう。 したがって、問題解決

のために船出するのも早い。 その背景には、被害

の彩智する過将が直接地域住民や国民レベルに感

覚的に理解しやすい面が多いためであろう。

一方、 地下水汚染問題についてみると、飲料水

あるいは原料となる地下水に、直接着色するか悪

丸を発するといった現象が認められるまでは、公

害 ・王様抗問題として社会的には顕在化しない。 た

とえ問題が発生しても、地下水汚染の場合は、汚

染のない代替水ii京に転換することによって問題は

解決され、地域住民も満足する。 また、地域住民

の意識には 、本来前述のような側面もあるよう で

ある。 したがって、地下水盆上のある地域で、そ

の周辺の地下水に存在しないはずの有害物質が井

戸水から検出されても、自然原因説で処理される

場合がみられるのも当然のように息われる。

また、地下水流動によって、汚染物質が、現手1二

も流動しているにもかかわらず、何らの処理 ・対

策もなされていない現場は、各地の地下水盆のな

かでも相当数にのぼるようである。

このように旧態依然とした公害問題の体質を残

存しているのも、前述したように、被害経度が直

接人間の感覚に訴えないために国民そのものが関

心をもたず、社会的力になリにくい性質をもって

いるためである。 したがって、明らかなかたちで

人体被害の発生や汚染物質が地下水を原料とする

食品などから検出されなければ、問題は解決しに

くい。地下水汚染問題は このようにやりきれな

い悲しい定めをもっているように思われる。

このような観点からみると、地下水汚染問題は、

公害・環境問題の古い形態（要素）を逃存（レリッ

ク）しているといってもよさそうである。

2) 汚染物質処理の不均一性（片手落ち）

工場などからの汚染物質の空中放出 ・水域放出

の規制が行われ、巨視的にみると、生産工程から

の汚染物質処理によ って、気圏 ・水圏への汚染物
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質の排出は減少傾向を示してきた。 しかし、その

処理された産業廃棄物は、地図（地 盤）に廃棄され

ることになる。 この.i@J科iにおいて科学的 ・合法的

なものもあれば、まったくそうでない場合もある。

この廃棄過程は、工場からの廃棄物のみに限ら

ず廃棄物一般に当たる面をもっている。 しかし、

どうあろうとも汚染物質が地盤に、それも小地域

に集約的に議制されていくことに変わりはない。

非科学的な廃棄物処理場からは、長時間の諸相過

位において浸出した汚染物質が、地下水のかん養

過程での地下水流動によって移動する。すなわち、

地下水における汚染物 質のバランスは常にプラス

になる。

現不正のように、汚染物質排出施設での汚染物質

処理が非閉鎖性を前提とするならば、その良否は

別として、汚染物質の負荷は地総にかかり、その

っけとして最終的に地下水汚染に結びつく宿命を

もっている。

次に、現｛i＇.の地豊富上における産業廃棄物処理問

題に閲する社会的長面について、 2、3述べてみる

ことにする。

月のない夜｜；会に乗じて、重機を積んだ大型トレ

ーラが侵入してくる。 民家から離れた荒涼とした

台地である。重機で大きな穴が掘られる。J届られ

た砂利はそばに山積みにされる。 都会では、台地

に掘られた穴への産業廃棄物投棄の権利をキップ

として売られている。 ダンプカー 1台分の l枚の

キップが数万円から数十万円で売られているとい

われている。ある場合には、 キップが人から人へ

と渡り、値が上がっていくといわれている。

産業廃棄物を悩んだダンプカーは、その指定さ

れた大きな穴ヘ向かう。 そこには、穴掘りからキ

ップ売りまでの一連の作業とはまったく関係のな

い人が、キップを受取り、ダンプカーの入場を許

可しているのである。産業廃棄物を搬入してきた

ダンプカーは、廃棄物の投棄を消ませ、穴栂りの

時の砂利を建設現場で売りさばくといったケース

もある。最後に、産業廃棄物で充満した穴は表土

で被視され、元の土地に戻る。

一般的に、この作業は夜に行われるニとが多い

ようである。時には、この一連の作業が一日免のう

ちに実行され、産業廃棄物を積んだダンプカーが
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数十台移動する場合もある。 このような違法行為

によって一晩に途方もない荒稼ぎをする者もいる。

また、自分の所有する谷聞の水固などを、宅地

化し、売買したい農家をねらい、産業廃棄物を投

棄したあとを宅地にするといった条件で、投棄し

ている場合もある。 ちなみに、建設用山砂利関係

の不況に伴って、砂利採取あとの穴に、産業廃棄

物が投棄される例も多くなってきている。

さらに、一応安全だと思われている廃棄物処理

場でも、地下水汚染に関しての問題は多々あるよ

うである。 本来ゴム シー トなどによって、処埋場

の）まか ら地下へと汚染物質が移動しないようにし

てあるが、処理場から地表へ流出する的染水の処

理量を少なくするため、最寄りの検査がパスし廃

棄物を投棄する段階になると、重機などでシート

に穴があけられることも耳にすることである。

廃液処理の過れでも、常識では耳ーを疑うような

ことが行われている。 各工場などでの使用ずみ廃

液は、一般的に廃液処理業者に波され、適性な価

絡で処理が行われていることにな って いる。 しか

し、このようなルー トのなかにも、種々の裂があ

るらしく、いつのまにか処埋業の資燃のないもの

までが、廃液を処理している場合さえある。下請、

子系3青といったシステムからくるのかもしれない。

披終的には、処理しているのではなく、廃液の入

った多数のドラムかんを、聖f’ざらしか地下に見め

ることによって処理している場合さえある。

ちなみに、 処理業者から次の処理業者へと渡る

段階で、処理費は低くなる。そ して、故終的には

処理のできない金額で、取引されていることさえ

ある。

工場の排水処理にも問題は多々ある。 内陸工業

団地などの排水先がないところでは、地下浸透を

よぎなくしていることもあった。 その際に、有害

物質を地下浸透していたような場合には、その土

地の地下水汚染対策が不可能とみて、会社を擬似

倒産させたかのように思われるところもある。一

般に、有害物質を地下凌透していた桝の上は、コ

ンクリー卜で舗装され、庭などに変わっていたり、

土地所有者ま でが変わっている場合がある。廃液

処理業者のなかには、扱ってきた廃液を処理せず、

台地に掘った浸透桝に、直接浸透させていた例も
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あるようである。

筆者らは、この問題でこれ以上深入りして説明

するつもりはない。 身の危険さえ！慈じるからであ

る。 どうあろうとも、廃棄物 ・廃液いずれの処理

問題にせよ、公の立場からみた抜本的な処理 ・管

理システムが確立されなければ、地下水汚染はま

すます進行していくことになろう。

3) 販売・利用ルートによる汚染物質の広域拡散

と使用の無原則性

地下水汚染物質となるものは、当然その物質を

使用する上で、利便性という千六極性が存不正するこ

とを、正しく評価する必要がある。しかし、汚染物

質が広域版売 ・利用ル トにのって不特定多数の

地 域の隅々にまで拡散されると 同時に、使用の無

原則’牛ーも伴って広域汚染に結びっく場合がある。

たとえば、乾電池の水銀、除草剤 ・殺虫剤などの

農業、肥料とい ったような各物質による地下水汚

染などは、相当広域化しているようであるが、そ

の実態は不明である。

また、溶剤としての利便性ゆえに、金属や衣服

などの洗浄用に非常に大抵に使用されてきた有機

胤素化合物による地下水汚染がある。 その地下水

汚染も各地で相次いで発見され、広域汚染として、

その実態が明らかにされてきている。 ここでは、

現在もっとも問題となっている有機取素系化合物

のなかでも 、 トリクロロエチレンおよびテトラク

ロロエチレンによる地下水汚染についてみてみる

ことにする。

有機胤素化合物には、発ガン性などの毒性を有ー

するものが多く、たとえば悪名高い DD Tや Pc 
Bなどは、すでに製造 ・版売が禁止されている。

トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンの場

合も、かなりレベルは低いが、発ガン性があるこ

とが確認されている。 そのため、トリ クロロエチ

レンについては0.03mg／ム また、テトラクロロエ

チレンについては 0.Olmg/ Qといった飲料用水の水

質基準が、世界保険機構（WHO）によって判定的

に定められている。 この濃度のトリクロロエチレ

ンを含む水を毎日 2リットルずつ一生飲み続けた

とした場合、数10万分の lの降率でガンが発生す

るといわれている。

ところで、トリクロロエチレン、テト ラク ロロ



エチレンは、地下水汚染を発生させやすくするよ

うな厄介な物理 ・化学的性質をもっている。その

一つは、比重が大きい（ d ;o ; トリクロロエチレ

ン ：1.46、テトラクロロエチレン ：1.62）ことで

ある。すなわち、地下深部に向かつて下降しやす

いことである。 もう一つは、粘性が低い（動粘度

(20℃ ）；トリクロロエチレン ：0.40、テトラクロ

ロエチレン ：0.54、水 ：1.01）こと、すなわち、

地層中を通過しやすいことである。

このように、有機温素化合物は、地下水汚染を

i並行させやすいという厄介な性質をもっているの

である。 その上、化学的 ・生物的に分解されにく

いため、地層中に長く保存される。

最後に、水への溶解度をみると、トリクロロエ

チレンが1.07mg/.e、テトラクロロエチレンが0.16mg/.e、

と、かなり小さい。とはいうものの、これらの数

値をW H Oの暫定基燃に比較すると、それぞれ

36,000倍、 16,000倍といった篤呉的な高濃度に相

当するわけで、地下水ilj染の観点からは、決して

溶解度が小さいとはいえないのである。

有機I包言葉化合物の地下水汚染が国内で閉山ーとな

ったのは、 昭和57年 9月に、東京都府中市の水道

水湖、用井戸の 6井のうち 5井からトリクロロエチ

レンが検出され（最高濃度は 0.93mg/ .e）、 W HO 

の暫定基準を超えた 3井の揚水が停止されたこと

が契機となっている。 その後、各地で有機塩素化

合物による地下水汚染の調炎が進められるにつれ

て、汚染現場が相次いで発見されるようになった。

このような状況は、かつて、日本加工による 6

価クロム事件が発覚した後、各地で 6価クロム地

下水汚染が発見された現象とよく似ている。

有機出素化合物による地下水汚染が広域化して

いることは、環；境庁が昭和57年度に実施した地下

水汚染実態調脊結果にも表れている。

この調査によれば、全国15都市における1360検

体の井戸水のうち、 379検体（28%）から トリクロロ

エチレンが検出され、 372検体（27%）からテトラク

ロロエチレンが検出されている。 また、 W H Oの

暫定基準を超えたものは、トリクロロエチレンの

場合40検体（ 3 %）、テトラクロロエチレンでは53

検体（ 4 %）に及んでいる。

このような調査は、各自治体でも行われている
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が、調査をすればするほど汚染された井戸が見つ

かる、というのが実態のようである。

昭和58年度におけるトリクロロエチレン、テト

ラクロロエチレン国内生産量は、それぞれ67,000

トン ・61,000トンにのぼっている（表 1）。 このよ

うに大量の有機混素化合物が何に使われ、どの脱

皮環境中に放出されているのか、まずトリクロロ

エチレンの場合からみてみよう。

0 トリクロロエチレンでは、金属部品の脱脂洗浄

用として用いられるものが約8剤を占めている。

トリクロロエチレンを使用する業種は、塗装 ・電

気メッキ ・機械工作など幅広く、小規模な工業団

地の中にも 、必ずーっか二つ、使用している工場

が見つかるほどである （ただし、労働安全上の問

題などから、次第に、より毒性の低い 1' 1' 1 ト

リクロロヱタ ンへの転換が進んでいる）。 そして、

脱脂洗浄の場合には、使用量の半分以上は大気中に

拡散してしまうと考えられている。 また、廃溶剤

として引きとられる量は 1/5～ 1/10ともいわれて

いる。

近年、 IC産業によるトリクロ ロエチレンの使

用が消えている。 I C製造工場では、月に10トン

以上の有機塩素化合物系溶剤がプリント基盤の洗

浄に消費されている。そして、その1/3が環境中に

放出されているといわれている。 I C製造工場で

は、ほかにも多くの化学物質が使用されており

その環境汚染が問題になっている。

0テトラクロロエチレンでは、圏内出荷量の約 4

割がドライクリーニング用に使われている。 ちな

みに、全国にある57,000のクリーニング店のうち

表 1 トリク ロロエチレン、テトラク ロロエチレン、 1,1，トトリ

夕日ロエ？ンの生産 ・出荷の推移 （中杉. 1986) 単位．トン

トリクロロエチレン叫 テトラ7ロロエチレン・l I.I. Iートリ7口口エタン・2

年園内生産圏内出街 国内生産国内出荷 園内生産国内出荷

45 112. 558 112.591 50,081 42. 749 

49 90,439 82,866 52, 598 42. 701 

50 84 ,638 70. 347 47. 959 41,059 

51 79, 905 82.012 50.128 49,556 

52 80. 598 69.899 53,918 50,281 

53 74 ,862 68,479 50,441 50.553 

54 80.805 66.090 55.157 54,541 77 ,069 73,981 

55 82,471 63,291 63,800 51,993 85,835 83.657 

56 74. 479 58, 724 56. 503 48, 119 87,891 89 ,650 

57 67,474 57.177 59,874 50, 153 89, 195 91,223 

58 66,693 73, 145 60.667 57, 110 95, 702 99,438 

• ］. パークロ協会欄べ ・2・化学工業統計年報（通産省調査統計部）

一一 ：生産・出荷量とも不明
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約 8害ljが、溶剤を使用するドライクリーニングを

行っており、ドライクリーニング機の 4割が有機

ハロゲン化合物を液剤としている。 そして、ド ラ

イクリーニング機の排水には、しばしば高濃度の

有機温素化合物が検出されている。

このように、有機塩素化合物の地下水ilj染は、

利便的な績極性ゆえに発生している地下水汚染の

典型である。

4) 住宅排水の地下浸透

戦後大都市への人 LJが集中し、首都圏ではこの

傾向が者しい。 とくに住宅地域のス プ ロール現象

が甚だしい。このような結果、下水道の特備が追い

つかず、住宅排水の小河川への放出が行われ、河

川およひ’湖沼の水質汚濁に結びついている。 こう

いった小河川の汚染物質の一部は、当然、表流水

の地下水かん養に伴って地下水にもたらされる。

また、ある場合には、住宅排水のすべてを地下

浸透桝によってI白・楼浸透させている場合もある。

いずれの場合にせよ、地盤地質の浄化能力を越え、

地下水汚染に結びっく場合が多い。

5) 蓄産業施設からの排水

この場合も、排水 ・廃棄物処理が科学的に行わ

れている場合と、まった くそうでない場合がある。

後者の場合は、当然地下水ilj染に結びつき、その

機構は、工場の生産工科からの廃楽物や住宅排水

による地下水汚染と同じである。 したがって、地

下水資似を汚染から守り、良質な水資淑として利

用していく姿勢が必要である。

6) 地下水資源観の欠落

地下水は、河川に比較してまだまだii'i"i紫で水’t'l

も良い資ii京である。 しかし、家庭用井戸からm金

属・発ガン性物質 ・農薬・伝染病的などのt汚染物

質が発見されると、その代待水として上水道を布

設することにより処理され、縦割り の衛生的観点

のみから対策が地されてきた。振返ってみるなら

ば、地下水汚染の処理対策はまった くとい ってよ

いほどなされず、 i'i:重な地下水資源の汚染は現有二

も進行している場合が多い。

このように、良質の水資狐が無｜浪に存不正すると

いった前提にたち、上水道の布設のみに彬lる解決

策では、最終的には地下水汚染が進行し、さらに

現状のような河川水の水質の悪化と相乗作用をな
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し、安全に利用できる水資源はわずかになってし

まう可能性がある。

3 おわりに

i勇き水を中心に集落が形成されたのは石器時代

にさかのぼる。井戸端会議は古今東西を間わず行

われ、地下水は人間の生命を維持し、心をはぐく

み、そして生活を豊かにしてきた水である。 その

地下水までが汚染され、今犯されようとしている。

発展途上国の飢えに苦しむやせた子供たちの姿

をみると、胸が痛むのをおぼえるのは、筆者らの

みであろうか。 また、アジアの途上国などでの日

本同製品の多いのにはいつも驚かされる。 外国か

ら資源を愉入し製品を輸出して、我が国は経済大

国になり物質的に盟かになってきたことは、だれ

もカ＇~毎日 っ ていることである 。

食料品でもなんでもない物はない。パーティ

や宴会の料理の位寓なこと、その料理に特をつけ

ただけで捨てられることがある。 このような残飯

が、大量に有II会から放出される。郊外には廃棄物

処理場の適地がなくなり、無理して造成された処

理場からは、地下水汚染が発生する。

このような日本の現象は、途ヒ国の子供の自に

はどのように映るのだろうか。先祖伝来から引継

がれ、そして子孫に引継がなければならない奇関

な地下水を、現在の一時的な便利さ、楽しさ、豊

かさのためにだけ汚してよいのだろうか。 このよ

うな観点も含めて、地下水汚染の発生の背景につ

いて述べてみた。

地下水って、本当にいつ飲んでもおいしいで

すネ。

（にれい ひさし・さと う けんじ／千葉県公害研究所主任研

究員兼地税沈下研究室長・同研究員）
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保険の誕生
人聞が生産や生活を営んでいくうえで、不安や

恐怖を軽減するための危険の分散と転嫁は、古い

H寺イ℃からさまざまなかたちで行ーわれていた。 しか

し、最も古い保険的な考え方は古代パピロニア地

方で生まれたとされている。

紀元前5000年ごろ、すでにパビロ二アの人々は

遠方の国々と活発な交易を行っていた。 パビロニ

アの金持ちは物資の運搬を旅商人に任せていたが、

遠隔地との通商は聖f’班、火災、暴風雨、死などの

大きな危険を伴うために、旅商人たちは財産や妻

子をt1:1.保にとられたという。 このように厳しい条

件が原因で通商が衰退したため、後には、旅商人

が盗賊に襲われ輸送中の金品を強奪されたことな

どが証明されれば、 J員害を共同で負担するという

考え方で適用されたようだ。

紀元前 300年代になると、ギリシャの地中海商

人の間で「冒険貸借」と いわれる契約が行われる

ようになった。 これは、船主や荷主が船や荷物を

担保として金融業者から金を借り、船が無事に帰

港すれば元金に利息を付けて返すが、万一航海中

に海難等のため帰港で‘きなかった場合は元利返済

義務を免れるという制度である。

この冒険貸借は、海上交易の発達につれて地中

海沿岸諸国に普及し、海上交易を行う商人たちの

間で広く利用されるようになった。 ところが紀元

1230年ごろ、ローマ法皇グレゴリウス 9世による

「徴利禁止令」が出されたのを契機に、この冒険

貸借は発展的に転化して、 14世紀には、保険の最

初の形である海上保険となり、リグリア海やアド

リア海に面したイタリアの商業都市で広く行われ

るようになった。
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損害保険の歴史

図

一方、火災保険についても、古くからドイツ等

で相互扶助的な保険類似制度が行われていたが、

1666年のロンドン大火を契機に、翌年、歯科医兼

建築業者のニコラス ・パーボンがロンド ンの住宅

と店舗の火災保険を引受けたのが近代的火災保険

の始まりとされている。

我が固における損害保険の発達

1 保険前史

我が国では 17世紀の初頭、慶長 ・元和ごろの御

朱印船貿易の時代に「悩鉱」と呼ばれる冒険貸借

が行われていた。 この拠銀は、博多や堺の船主 ・

荷主と金融業者との間で行われていた慣習で、ポ

ルトガル人によって伝えられたようである。 しか

し、徳川幕府により鎖国政策が実施されると地銀

の↑貧習は衰退し、海上保険へ発展するには至らな

かった。

17世紀末の元被時代に入ると、回船問屋や船主

が運送を委託された荷物に生じた損害を負担する

「海上請負」と呼ばれる制度が生まれ、明治初期

まで続いた。 また、陸上でも飛脚問屋が荷物の危

険を請負った「運送危難請負」があったようだ。

農村では、多くの人の拠出で穀物を貯蔵し凶作に

備えた 「社倉」が各地に作られていた。 しかし、

これらの制度は多少の保険的色彩は帯びているも

のの保険といえるものではなかった。

2 外国損害保険会社の営業

嘉永 6年（ 1853年）のペリー来航により我が国の

鎖国政策が終わると、安政 6年（ 1859年）には開港

条約に基つ’き運上所（税関）が設置され、外国との

通商が再開された。通商再開とともに外国保険会

社が進出し、我が国で初めて近代的損害保険事業
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カ>f子わオ1ることになる。言己主主によれ』ぎ、

0文久元年 （1861年 ）には、英国のインペリアル火

災保険会社が横浜で営業を開始しており、英字新

聞 「ジャパンへラルド」に火災保険の広告を出し

ている。

o慶応 2年 （1866年）に英 ・米 .f揃 ・仏の各国と輸

出入の改税約書が締結され、その中で保税倉庫保

管貨物の火災保険が外国保険会社に付保されるこ

とになった。

また、当時の外国保険会社は主に居留外国人を

相手とするものであったが、徐々に日本人にも営

業を広げ、明治 9年（1876年）の「朝聖噺聞」には、

英国のランカッショル火難請負会社が日本語の火

災保険の広告を出している。

ちなみに明治14年（ 1881年） 7月、大蔵卯II・佐聖子

常民が太政大臣に提出した報告書によると、当時

横浜には、火災、海上、生命などの保険事業を営

む外国会社は72社あり、このうち火災保険を扱う

ものが30社あったということである。

3 福沢蛤吉、近代的保険制度を紹介

一方、日本人で初めて我が国に近代的保険制度

を紹介したのは福沢諭吉といわれている。彼は、

文久元年（ 1861年）に江戸他 3港の開港延期に関す

る訪欧使節に随行した際、西欧各国て。行われてい

る海上保険や火災保険の制度に強い関心を持った。

その後、米国にも渡り、その見聞を基に慶応 3年

(1867年 ）に著した「西洋旅案内」の中でインシュ

アランスのことを次のように言見明している。

災難請合の事（イシュアランス ）

災難請合とは、商人の組合ありて、平生無事の

時に人より割合の金を取り、万一其人ヘ災難あ

れば、組合より大金を出して其煩亡を救う仕法

なり。其大趣意は、一人の災難を大勢に分ち、

僅の金を来て大難を遁る〉訳にて・…・・（後略）

災難の請合に 3通りあり

第 1 人の生涯を請合ふ事 （省略）

第 2 火災請合 （省略）

第 3 1毎上請合 （省略）

（以下略）

4 損害保険会社の創設

日本人による火災保険は、明治 2年（1869年）借

庫規則および庫租改正に伴い神奈川運上所が保税
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倉庫内保管貨物の引受を開始したのが日高矢とされ

ている。

一方海上保険は、北海道開拓を目的に設立さ

れた保任杜が明治 6年（ 1873年）に危難請負業務を

行ったことに始まる。 この業務は 1年足らずで廃

止されたが、その後、第一国立銀行の 「海上受合」

に引継がれた。

このような情況のなかで保険会社設立の機運が

高まり、我が国最初の近代的保険企業として、明

治11年（ 1878年）に第一国立銀行頭取渋沢栄一、三

菱会社社主岩崎弥太郎などの尽力により海上保険

会社が創立され、翌12年には貨物保険の業務を開

始した。

また、火災保険については、明治11年に、当時

東京医学校（東京大学医学部の前身）の講師であ

ったドイツ人パウル・マイ エットが国営の強制火

災保険制度の実施を政府に提案したが採用されず、

明治20年（1887年 ）になって最初の火災保険会社が

設立され、翌年開業に至った。

5 保険会社の乱設

その後、損害保険事業は日本の資本主義の発展

とともに成長した。 とくに日清、日露両戦争をは

さむ日本経済の初期の発展期には、当時の社会組

済的背景と好業績が保険会社の乱訟を促し、競争

を激化させた。 しかし、当時の経理処理は準備金

の積立を行っておらず、いわば見せかけの好業績

であったことや、経験不 表 l明治期の損害保険会社数

足による海外営業の失敗、

火災保険分野での激しい

料率競争などから、経営

の行き詰まる会社が続出

した。

そこで、保険契約者や

善意の投資家が脅かされ

ることから保険会社の監

督の必要性が高まり、明

治33年（ 1900年）に「保険

業法」が制定された。保

険業法は、保険事業を免

許制とし、保険会社の組

織は株式会社および相互

会社のみを認め、生 ・損

保の兼営を禁止した。 こ

の業法制定により保険監
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督体制が確立され、 i斬次保険会社の堅実経営の基

礎が確立されていった。

6 第 1次世界大戦前後の状況

明治時代末期には各地に大火が続発し、劣勢保

険会社はある程度整理されたが、大火で損失を被

った会社の保険料値引による契約獲得競争は跡を

絶たず、はなはだしい混乱状態を招いた。

しかし、大正 3年（ 1914年 ）に第 1次世界大戦が

開始されると、日本経済の飛躍が損害保険事業に

も好影響を及ぼした。 火災保険は増収に転じ、ま

た、海上保険も海運や貿易の活況により好業績を

示したため、再び損害保険会社設立の機運が醸し

出され、大戦中に 1社、大戦後に17社の損害保険

会社が設立された。

これがまたもや競争の激化を招き、 大戦後の反

動不況と関東大震災の発生によリ損害保険会社の

経営は苦況に陥ることになる。

7 関東大震災の発生

大正12年 （1923年 ）9月 1日に発生した関東大震

災は、東京はじめ関東 6県に甚大な被害をもたら

し、人的煩筈は死者10万人を超え、直接損筈額は

100億円を超えるものとなった。

り災物件の火災保険金額の総額は15億 8,700万

円に達したが、当時の火災保険普通保険約款では

「原因ノ直接ナルト間接ナルトヲ問ハス地震又ハ

噴火ノ為メニ生シタル火災及ヒ其延焼其他ノ損害

ハ当会社填補ノ責ニ任セス」と規定されており、

地震による災害は保険約款にてーらし明らかに免責

であった。

しかし、り災者の窮状を前に世論は保険金の支

払いを要求し、結局、各損害保険会社は政府から

助成金 6,356万円を借り受け、保険金額の10%を

めどに見舞金支払いを行うことで決着した。損害

保険会社の支払った見舞金の額は、自力出揖金を

含め約7,466万円にのぼり、助成金の借入額の返済

は多くの会社にとって大きな重圧として残った。

8 第 2次世界大戦前後の状況

昭和 2年の金融恐慌に続く経済の不況は、損害

保険会社にも経営の弱体化をもたらした。弱小会

社は監理統合され、財閥系f員害保険会社を中心に

グループが形成されていった。 これと同時に各種

のプールの形をと ったカルテルも形成され、料率

協定が強化された。

昭和12年の 日華事変のぼっ発により、圏内は戦
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時体制に移行していったが、昭和16年には各種の

協会、 プール等諸機関を統合した日本損害保険協

会（旧）が創設された。以後、太平洋戦争の重圧に

より戦争経済が進展すると保険事業の統制 も一段

と強化され、昭和 17年に国家総動員法に基づく

「十員害保険統制会」（昭和20年解散）が設立された

（これにより業界団体の 日本損害保険協会（旧）は

解散する ）。

また、国家統制下で損害保険会社の整理統合が

進められるとともに、昭和20年に政府全額出資の

特殊法人 「損害保険中央会」（昭和22年解散）が設

立され、損害保険事業は完全に国家管理となった。

9 戦後の混乱期

敗戦によ って損害保険事業の市場は著しく縮小

された。都市の諸施設のほ とんどが戦災や建物疎

開により失われたため、火災保険では市場が狭め

られ、リスクの選択を無視した募集を行った結果、

不良物件の増大をもたらした。

そこに都市の消防力低下のため大火が続発し、

損害保険会社は大きな打撃を受けることになる。

とくに、 昭和21年に発生した新潟大火、翌年の飯

田大火による損害は、損害保険会社に致命的な打

撃を与え、保険金支払いに当たって13社が市中銀

行から融資を受ける事態となった。

しかし、昭和21年 に煩害保険事業の健全な発展

を図るために損害保険会社の自主的協力機構とし

て復活した日本損害保険協会（昭和23年社団法人

に改組して今日に至る）を中心に、火災保険料率

の合理的引上げ、海上 ・運送保険の引受条件・料

率の引締め等を内容とする損害保険再建方策に基

づき努力した結果、火災保険の成績も回復に向か

った。

なお、昭和22年 4月に 「私的独占の禁止および

公正取引の確保に関する法律」 （独占禁止法）が公

布され、損害保険事業に関する一切の協定が禁止

されるとこ ろとなった。 しかし、このような措置

は業界に非常なi1UiLを招き 、損害保険会社の再建

表 2 主な大火一覧 （昭和21-24年）

発生年月日 リ !Ji 地 焼 失 戸 数 支払保険金制

昭和21.6. 8 新山県村松町 l ,337戸 14' 190千円

21.12.14 大阪メトロダンスホール 23,000 

22. 4 .20 ~府県飯山市 4,010 95' 270 

22. 4.29 茨城県那珂横町 l, 134 11,680 

22.10.17 山口県下関市 411 14, 170 

22.12.29 岩手県山田町 520 12，民泊

23 6.11 北海道蒋茂別 317 57' 150 

24. 2.19 秋岡県能代市 I. 716 176，瓜ぬ
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も阻害されることになるため、保険料率について

翌23年 7月に「損害保険料率算出団体に関する法

律」が制定されるなど、独占禁止法との調整が図

られた。 また、 23年 7月には 「保険募集の取締に

関する法律」が制定され、損害保険の募集秩序が

確立されることとなった。

10 その後の発展

昭和25年の朝鮮動乱のぼっ発でもたらされた日

本経済の好況により、損害保険事業も著しい立直

りを示した。 火災保険の挙繍は、いわゆる動乱ブ

ームにより保険金額の高額化と相まって好転し、

船舶保険は計画造船の開始等による商船船版量の

増大とともに伸長し、貨物保険も貿易量の楠大に

より挙績は上昇した。 さらに日本経済は、昭和30

年から始まった神武景気、 33年後半からの岩戸景

気に引続き高い成長を示し、 J員害保険事業も国民

所得の伸びを上回る急速な成長を遂げた。

損害保険の現状

企業分野から家計分野へ

高度経済成長期には、まず企業向けの火災 ・新

種保険、船舶保険、貨物保険等企業分野の保険が

伸展したが、昭和40年以降は損害保険の大衆化が

進み、現在では家計分野の保険が全体の約 7害Jjを

占めるようになっている。

① 自動車保険の発達

昭和30年代半ば以降のモータリゼーションの進

行は、自動車保険および自賠責保険の急速な普及

をもたらし、昭和43年には両保険の合計元受保険

料が全種目合計保険料の過半を占めるに至った。

当初、自動車保険は車両保険を中心に発達して

きた。 しかし、自動車保

有台数の増加に伴う交通

事故の激増は大きな社会

問題となり、昭和30年12

月に、人身事故の被害者

救済を目的に賠償資力を

確保するための強制保険

「自動車損害賠償責任保

険」が登場した。 この後

の人身事故の増加、賠償

観念の高度化に伴い、自

動車保険の契約内容も車

保険中心へと大きく変化した。 また商品面では、

対人事故や対物事故の際の示談交渉サービス付き

の保険が発売された。

② 火災 ・新種保険の多様化

自動車の普及に伴う交通事故の増加は一般大衆

に保険加入の必要性を高め、損害保険の大衆化を

もたらした。家計保険分野では、保険契約の内容

を定めた「約款」の平易化が進められるとともに、

国民生活の多様化に伴う新しいニーズに応えたさ

まさ’まな新しい保険商品が開発されていった。

火災保険分聖f’においては、住宅総合保険、店舗

総合保険、団地保険などさまぎまなリスクを包括

して担保する総合保険化が進められた。 また、昭

和39年の新潟地震を契機として地震保険創設の要

望が高まり、地震による被災者の当座の生活安定

に寄与することを目的に 「地震保険に関する法律」

が制定された。 この法律に基づき昭和41年 6月、

住宅および家財についての地震保険が政府への再

保険措置を得て実施されることになった。

なお、近年、消防力や消防施設の強化、都市計

画、建築時の指導等により大火が減少したこと、

防火意識の高揚により火災発生率が低下してきて

いることなどから、火災保険の料率は年々引下げ

られ、今では昭和23年当時に比べると 9分の lの

水準になっている。

新穐保険分野では、傷害保険および賠償責任保

険を中心に多数の新商品が開発された。 また、各

桶の保険を組合せたセット商品の開発、複数の保

険を 1枚の保険証券で引受けるパッケージ ・ポリ

シーの導入など、段々のニー ズへの対応が行われ、

多様化が進展している。
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国民に提供しているとみることができ、損害保険

事業の社会的責任と役割は一層重大なものになっ

てきているといえる。

表 3 主な損害保険商品

（住宅物件昭和23年~100 1

保険械瓢 当初認可年月 主な保 険組目

ii; 上 f:+'. 険 明治ll年12H 船舶保険、貨物海上保険

火 提 保 険 明治20. 7 普通火災保険．住宅火災保険、

住宅総合保険、店舗総合保険、

店舗休業保険、団地保険、長期

総合保険、利益保険、情立（製）

団地保険

E且 送 f組 険 明治26. 3 運送保険

信 用 1抵 険 明治37. 12 身Ji;f；＇，用保険. 1削賦版売代金保

険、住宅資金貸付保険、例人口

ーンlJ用保険

ポイラ ターボセソト保険 明治41. 10 ポイラ ターボセソト保険

i括 書 ｛畢 険 明治 44. 6 普通1括害保険．家肱i証書保険．

克過半依｛証書保険、ファミリ ー

克i凪I封書保険、 Ill立7ァミリー

交通1封書保険．旅行財害保険、

つり保険、所神補償保険、自転

iii総合保険‘学生総合保険．鮒

立女性保険．術立普通1証書保険、

4町立家族fl.I ：出f~険

ドI fh •I i 保険 k正 3. 2 一般の自動ill保険、自家用向劃j

iii保険、向家m自動単総合保険、

自動卓運転者Ill害防償資任保険

（ドライパー保険）

，鳳' 明 f単 険 大正 5 5 』甚難保険、クレジソトカ ドi主
維保険

硝 r ｛呆 険 大正 15. 4 ガラス保険

航 守t f）長 険 昭和 1I. 12 機体保険．第三者1出償責任保険、

束事It＼慣1'(fJ:保険

胤 if< 』f 保険 日目相 13. 12 風水害保険

事h 物 保 険 昭和 22. l l 続争同保険

労働者災計補償資ff保険 昭相 24. I 労働者災害補償責任保険．労働

；』i占ー総合保険

I¥ I¥ 険 昭和 26. 12 l世行保証保険．入札保証保険．

住宅ロ ノ保証保険

i杭 ff( 1'( ff： 保険 昭和 28. 12 施設rlrイI（竹Pit）者iUit償責任保険．

J.H＼』EJ町一11；＼償資任保険、 生産物

l附償責任保険．旅館賠償資任保

険、ゴルファ一保険、倒人賠償

責任保険

向動ililll書l附償責任保険 昭和 30. 12 向動ili/Jl',!;11日償資任保険

機 械 ｛量 険 昭相 31 5 機械保険、組4保険

自白脊，~ ，島断償責任保険 昭和33. 12 船存向者ll~f官責任保険

原 r 11 保 険 昭和35. 2 1匝f力jJl害賠償責任保険、 f車、 f
力財産保険

建設 l 事保険 昭和 35. 6 挫，＼，；：工事保険、 i-,,jミ保険
動 坤総 fr 保険 昭如36. 6 動産総合保険、 II！立動産総合保

険．ヨ ソト モーターボート総

合保険、 コンビュー タ総合保険、

金融機関包柄補償保険

火 災判I11：保険 昭和 38. 4 火災相圧保険

建物 ll! 新保険 昭利 38. 11 主主物ll!新保険

満則廃長期l保険 昭和 43. 7 i揖期戻総合保険

fl.I 書判lTL 1￥険 昭相 44. 6 普通1話事相』ι保険、定通Ill沓制

在保険

'tt Ill ・和l銃 保 険 昭和 57. 9 明朗 利益保険、医療費用保険
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③ 積立型保険の開発・進展

昭和38年に満期返戻金付長期の火災保険が発表

されて以来、長期総合保険、積立フ ァミリー交通

傷害保険、積立女性保険、積立（型）団地保険、積

立普通傷害保険、積立家族傷害保険といった績立

主Jの保険が、火災保険 ・傷害保険分野で次々に開

発された。 これらの保険は、満期になると所定の

満期l返戻金が返る仕組みの保険で、いわゆる保険

料の ”掛捨て”をさらう 消費者層の二一ス’にマッ

チして 、発売以来日ざましい伸びを示した。今で

はl己受正味保険料で、従来の最大保険種目 であった

自動車保険を抜き、また、積立型資産の割合は総

資産の約40%に達している。

2 防災サービスにも尽力

近年、損害保険各社は、個人生活や企業経営を

脅かす倭々の危険を管理する手段としてのリスク ・

マネジメントの技術を採り入れた安全技術情報の

提供、防災診断 ・リスク評価 と保険設計など、防

災両でのサービスを提供している。損害保険会社

は、リスクに対する保険の提供という本来の事業

に加え、事故の未然防止のニ ズにも対応してお

り、最近の新しい流れのーっともいえよう。

3 日本の損害保険市場は世界第 2位

我が国の近代的な損害保険事業は、欧米諸国に

比して 2-3世紀遅れて開始され、まだ 100有余

年の歴史を経るにすぎないが、この間順調に発展

し、今や我が国の損害保険市場は米国に次いで世

界第 2位の規模に達している。また、損害保険会

社が引受けている保険契約高の総額は 7,000兆円

に達し 、国民総生産の約22倍にもなっている。 こ

のことは、損害保険は GN Pの22倍の補償責任を

火災保険平均料率水準の推移と主な大火図 2

※ 本稿では日本圏内の損害保険の歴史について保険商品

面を中心に紹介した。
（日本領害保険協会広報部）

事考文献

· Ill害保険油木村栄一嗣有益~I再i J!j{書

・Ill害保険続本 長崎正造・高木秀1詳細東洋経済新報社

・図説 日本の損害保険大施省銀行局保険二課長続昧徳房制財経詳報社

・Ill害保険実務講座 l 東京海上火災保険株式会社制 有饗附

・Ill害保険代理店 100年のJj;みと今後の展望塙普多箸 !Jt害保険企画
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I はじめに

1987年 1月13、14日の両日、東京の気象庁の大

講堂に約 360人の地震研究者たちが集まって、地

震予知研究シンポジウムが行われた。最近の日本

での地震予知研究の成果が、 32の講演によって総

合的に報告された。地震予知の精度を高めるため

の基礎研究は着実に進みつつあるという実感と同

時に、現実に起こる地震に対する実用的予知が、

いかに難しいものであるか、という思いを新たに

する内容でもあった。 シンポジウムの内容は、 5

月ごろには 1冊の本として出版される。

この シンポジウムの直前、 1月 9目、東北を中

心とする広い範囲で地震があった。 ~岡、大船渡

で震度 5（強震）が記録された。震央は岩手県の内

陸で震源の深さは7lkm、マグニチユード（M)6.6で

あった。シンポジウムの日にも、また直後にも有

感地震があり、東日本各地の地震に固まれながら

のシンポジウムであった。

1月14日の夜、シンポジウムが終わった後、お

茶の水駅に近い高層ビルの21階で、私たちは地震

を感じた。 同席しておられた日本損害保険協会の

数人の方々も、一瞬話をやめて揺れを感じながら

周囲の様子を観察し、この地震がどんな地震であ

るかを言先み取ろうとされた。我々のいた士暴戸斤では

震度 2の軽震で、天井から吊り下げた物が明らか

に揺れ動いていた。長年損害保険の仕事に熱意を

込めて経験を積んでこられた方々の判断は的確で

あ った。ゆっくり と長く続く揺れ方か ら、震源は

かなり遠方であると感じられ、震央付近では被害

も出た可能性があると思われた。

この地震について気象庁から発表された各地の

震度を地図に記入すると、図 1のようになる。釧

路で震度 5（強震）であり 、震源は日高山脈北部の

深さ約80km、M6.9と速報された。震度の分布は、

たいてい震央 （図の×印）を中心とした同心円の

ように描かれるが、この地震では秋田や紋別で震
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！変 1なのに、それよりずっと遠い東京や横浜では

震度 2だった。なぜ、 細長く延びた震度分布にな

ったのだろうか。 このような疑問を、観測データ

の詳細な分析によ って解き明かしていくことによっ

て、 日本列島の地下の様子がだんだん浮彫りにさ

れてきたのである。

2 関東とその周辺の地下構造

I也渓予知の仕事に、 31人の研究者たちが真正面

から取組んでいる国立防災科学技術センターでは、

関東 ・東海地域を中心に66か所の高感度地袋計を

配置し、そのデータはテレメータで筑波のセンタ

ーに常時伝送されている。このネットワークが、

関東地域の地下に発生する微小地漢の分布を精度

よく捕らえ、復雑な分布を 3次元的に浮かび上が

らせることに成功した。

関東の近くでは、 4つのプレートが相互に動き

ながら複雑なストレス場を形成している。 関東の

大地は、北アメリカから北極圏、北海道、 東北地

方を経て延々と続く l枚の北米プレートの端に位

置する。 その下には南からフィリピン海プレート

図 1 1987年 1月14日の各地の震度

が沈み込み、さらにその下側 には日本海溝から大

きく沈み込んだ太平洋プ レートがある。 関東の西

側は、 フォッサマグナ地域を経て、ユーラ シアプ

レートの東端である西南日本に連絡している。 北

部フォッサマグナは、東北日本と西南日本の連結

部であり、地震を起こすストレスが、そこから西

ヘ向かつて伝達される。 このことは 146号（1986)

で述べた。

関東の地下に沈み込むフィリピン海や太平洋プレ

ートに沿って、微小I也言誌が臨んに起こっており、

微小地設の 3次元的分布が沈み込んだプレートの

位置と形を明l僚に示して くれる。

太平洋の海底を水平に移動してきた太平洋プレ

ートの岩盤は、冷えて固い。 日本海溝からその固

いプレ トが東北日本の下へ斜めに沈み込んでいる。

1月14日の地復は日高山脈の下の沈み込んだプレ

ート上に起こ った。 深さ 80kmの地震の震源から出

た地震波は、この沈み込んだ固いプレートの中を効

率よく伝播してきて、関東にやってくる。 そして

東北から関東の太平洋側の地表に強い揺れを与え

るのである。 図 lの震度の分布が南ヘ異常に延び

たのは、沈み込んだプレートの存在によるもので、

このように、同心円状の分布から大きく 外れて強

い震度が分布した所を、異常震域と呼ぶ。

プレートの沈み込み口では、プレートの相対運動

で、度々大地震が起こる。陸側のプレートの端は、

沈み込む海のプレートの運動によ って引き ずり込ま

れながら曲がり、内部に大きなストレスがたまる。

そのストレスによって陸のプレートの先端は時々

一気に跳ね上がる。 それがプレート境界地震であ

り、規模が大きい。陸側のプレート内部にも、ス

トレスを解放するために岩盤が割れ、浅い地震が

発生する。 それをプレート 内地震と呼ぶ。 多くの

場合、プレート内地震の震源の直上には人が住ん

でいて、規模の小さい地震でも被害を出す。 この

ような地震が、よく直下司辺地震と呼ばれる。

現花のプレート運動は、少なくても最近数十万
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年は続いてきたと考えられる。 同じような運動が

これからもしばらくは続くであろう。大地震は、

過去の記録に残されてきたものと閉じメカニズム

で、また、確実に発生する。

関東は、世界に類を見ない絶好のプレートテク

トニクス研究の舞台である。 そして東京は、日本

の活動の中心であり、あるときは、名取裕子さん

の熱演する首都消失の舞台になり、また、あると

きには、大地震発生の舞台ともなってきたのである。

3 江戸と東京の大地震

1596年 （文禄 5年 、慶長元年）の京都伏見の大

地袋によ って 、秀吉のいた伏見城の天守聞は大破

した（ 144号参照）。 1603年（慶長 8年）には、徳川家

康が江戸に幕府を聞き、翌年には江戸城の大改造

に着手した。 1 605年の慶長地l~ （ M7 . 9 ）は、東海道

から南海道に大きな被害をもたらした。大地i廷に

指すぶられながら、日本の社会の中心は西から東

へと移された。 江戸の被害地政の記録は 1592年に

始まる。

幕末には、また大地袋が次々と起こ った。 1847

年の善光寺地袋（M7 .4）、 1854年 の 安 政 東 海 地 渓

(M8.4）と安政南海地震（M8.4）、そして 1855年の

安政の江戸地渓（ M6.9）と続き 、1867年には大政奉

還によって、 265年間の江戸幕府のfri;が下ろされた。

江戸と東京の町になんらかの被害をもたらした地

誌の記録は、平均してほぼ10年に l回の割合で残

っている。理科年表を去年にして、主な地震を簡単

にf辰り i亙ってみよう。

1592年の地震（M6.7）の震央は下総で、江戸に 多

少の被害があったらしい。 この地震以後、江戸に

軽微な被害を与えたM6 クラスの地~の記録はた

くさんある。 江戸の町を激しく揺るがせた池震の

最初で、かつ最大の記録は、 1703年（元禄16年）の

地震（ M8.2）であろう。死者5,233人、家屋の被災

20' 162戸であ った。津波による被害が大きかった。
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関東とフィリピン海プ レートの出会う相模ト ラフ

に発生したプレート境界の巨大地震であったと考

えられる。房総半島南端の野島崎は、この大地震

発生に伴う大規模な地殻変動によって海底が隆起

し、そのときから陸続きになった。赤穂、浪士の討

入りや大地震で、町人を中心に文化の栄えた元禄

時代は終わり、 1704年は宝永元年と改元されるこ

とになった。

1707年（宝永 4年 ）新暦10月28日、 M 8.4の宝永

地震が五畿七道を揺すった。被害は東海道から九

州に及ぶ巨大地震で、南海トラフに繰り返し発生す

るプレート境界地震の一つであった。

その地震のー か月半後、富士山の斜面から噴火

した。 プレート境界の大きなずれによ ってストレ

ス場の変化が起こり、その変化が目に見える形で

地表に現れたのである。 宝永山の岩体は新しいも

のではなく、この小山が宝永の噴火の噴出物で新

しくできたものではないかもしれない。 しかし、

この山は宝永山の名とともに富士山が活動してい

る火山であることを、私たちに伝えてくれている。

富士火山の活動の歴史は、 781年（天応元年）までさ

かの』まることができる。

1782年（天明 2年 ）の相模、武蔵の地震（M7.3) 

によ って、江戸の町にも死者や家屋の倒域があ っ

た。 その翌年、旧暦 4月 9日から浅間山の活動が

始まり、 6月29日の大爆発があ って江戸の町にも

灰が降った。 天明の大飢鐙は、こ の噴火がもたら

した冷夏による災害であった。

1855年の安政江戸地震は、すでに述べたように

幕末の江戸八百八町に大きな災害をもたらした。

町人の 4,000余人が死亡し、家屋の倒壊や焼失も

14,346に及んだ。30余力、所から出火し、焼失面積

2. 3km2に達した。江戸の直下に起こった大地震で

あった。 M 6.9でありながら、都市直下の浅い震

源からの地震動が大きな災害をもたらせる、直下

期地震の典期である。

このような東京直下の地震の予知は、規模がわ
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りあい小さいことと、都市ノイズで前兆現象が把

握できないこととで大変難しい。 しかし、幸いな

ことに、安政江戸地震には前兆現象が見られたと

いう記録が残っている。安政見聞録によれば、浅

草の眼鏡屋の 3尺余の磁石に吸付けてあった鉄物

が、大地震の 2時間ほど前にばらばらと落ちてし

まい、地震の後には、また磁力を 回復した、とい

うことである。目前I学者の佐久間象山は、このこと

を基に地震予知のための機械を考えた （伊藤和日月

「地震と火山の災害史」）。

また、安政見聞誌によれば、安政江戸地震の数

時間前に、なまずの異常現象が見られた、という

話がある。 江戸は本所に住む篠崎さんは、釣りが

好き で、10)J 2日夜、うなぎをとろうと試みたが

うなぎはとれずなまずが 3尾釣れただけだった。

なまずが妙に騒ぐのを見て彼は漁をやめ、家に帰

って家財道具を出し避難した。直後の大地震で家

は倒壊したが、家財は助かった。

地震なまずの伝説は、安政江戸地震の時には、

すでに庶民の間でよく知られていたと息われる。

地震の後発行されたかわら版には、有名ななまず

の絵がある。約 1,000人の死者を出した吉原では、

おいらんたちが大なまずの上 に登って懲らしめて

いる。 また、突然の大災害で大もうけした大工や

左官たちが、なまずを上座に座らせてもてなして

いる。

「泰平の世を大変にゆりかヘし、上もゆらゆら

下もゆらゆら」と狂歌にうたわれた幕末の江戸か

ら、 1868年、明治時代となり、江戸は東京と改称、

された。

東京での最初の地震の記録は、 1880年（明治13

年）の横浜付近に起こった小さな地震（ M5.9）であ

った。規模の小さな地震ではあるが、この地震は

大変な意味をもっ地震となった。 この地震による

被害は軽微で、横浜で煙突が倒れたりした程度の

ものであ った。 しかし、 地震のないイギリスから

明治政府に招かれて来日していた御雇い教師たち

を、この池袋が鯖かせることによって、「日本地震

学会」が結成されることになった。地震という現

象をテーマにした世界で最初の学会は、こうして

日本に誕生し、それ以来 100年以上の歴史を築き

上げてきたのである。

設立当時の日本J也E史学会の会員のなかで、 ジェ

ームス・アルフレッド・ユーイングとジョン ・ミ

ルンがとくに有名である。 ユーイングが日本に着

任（1878年）したとき、彼はまだ23歳、 ミルンは 5

歳年上であった。 彼らはまず地震を調べるために

地震計を考案した。 彼らの作った水平振子型地震

計は、それ以来地展研究の巷本を支える計測l器と

して発展してきた。

1923年関東大渓災のときには、 池袋計はすでに

世界の各地で稼働していた。 東京大学の地震主学教

室主任であった大森房吉教授は、この日オースト

ラリアのシドニーにいた。 彼が 9月 1日の毛見f也H寺

間午後 l時 9分、シドニーの地震観測所の地良 計

の前に立った瞬間、 f也渓計の描針が大きく動き出

した。大森はその記録を調べて、東京付近で発生

した大地震らしいと知りがく然とした（萩原尊種 ：

地震学百年、東京大学出版会）。

関東大地震（M7.9）は、関東南部に広域災害をも

たらした。相模トラフに発生したプレート境界地

震であった。地渡後の大火が被害を一段と大きい

ものにした。死者99,331人、行方不明43,476人、

家屋の全域128,266、半壊126,233、焼失447'128で

あった。 各地で大規模な地殻変動があり、関東沿

岸に津波が襲った。 波高は洲崎で 8.1m、三崎で

6mであった。 木造家屋の50%以上が倒壊した地

区は、湖南や房総半島南部にあり、地震動が相模

湾に近い所で強かったことを示している。

関東大震災からすでに63年以上の時間が過ぎた。

大震災のことをはっきりと覚えている人は多い。

東京に震度 6をもたらす地震は、また、必ず起こ

る。次の地震に備えることを一日も忘れてはいけ

ない。 江戸幕府が聞かれて以来の記録を見れば、
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この地域に住む人は、一生の聞に 1度は大地震に

出会うと思っていい。 図 2は、南関東と伊豆の地

震の時系列を示している。1主重な歴史記録が、繰

り返し起こるこの地域の地震の特徴をよく教えて

くオ1る。

4 東京の周辺地域

伊豆半島付近は、今、大変に活動的である。 1974

年の伊豆半島南端に起こった M6.9の地震以来、

1978年伊豆大島近海地震（ M 7 .0）、 1980年伊豆半

島東方沖の地渓（ M6.7）などを主として、各地で群

発地震活動も起こっている。 1986年 11月に始まっ

た大島三原山の噴火も、この地域の一連の地殻活

動の一環である。

1930年 11月26日の北伊豆地震（ M7.0）のときにも、

その年の 2月ごろから伊東の群発地震があり、 11

M 6 8 
1500年

1600年

1700年

1800年

1900年

2000年

1573 小田原？

(1596 京都伏見）

(1605 慶長東海

・南海）
1633 相模

1703 元縁地震

(1707 宝ホ・東海
－南海）

1782 相模

1853 小田原

(1854安政回東海・南海）

1855 江戸

1923 関東大震災

(1944 東南海）
1946 南海

図 2 関東・伊豆地域の地震の時系列
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月11日からは北伊豆で前震があった。地殻活動の

活発化に伴って群発地震が顕著に発生するという

性質が伊豆の地域にはある。

伊豆では地震を起こすストレス場の主圧力制IJが

南北から北西ー南東を向いている。 フィリピン海

プレートの運動の向きに深く関係しており、伊豆

半島はその北端に位置する。 日本で地殻活動の非

常に活発な所の一つであり、内陸活断層に起こる

池袋の頻度は高く、繰り返し時間間隔も短い。

北 伊豆地震の時、丹那断層が長さ 35kmにわたっ

てずれ、横ずれは大きい所で 2-3mあった。直

交する姫之湯断層も動いた。

神奈川県西部の小田原から丹沢山地の下に起こ

る地震は、 相模ト ラフのテクトニクスを考える上

で、大変重要な意味をもっ。 関東の古くからの中

心は小田原であったが、 16世紀以前の資料はあま

り残っていない。 しかし 、熱心な調査で少しずつ

ではあるが記録が発掘されつつある（月刊地球、

74号）。

17世紀以後では、 1633年寛永地袋、 1703年元禄

地震、 1782年天明地言葉、 1853年嘉永地震 、1923年

関東地震の 5つの地震の震源の断層面が、小田原

から丹沢の直下にまで及んだと考えられる。 ほぽ

70年の間隔をおいて、この地域の地震活動が活発

になる傾向がある。単に歴史記録からの繰り返し間

隔だけでは、次の地震の発生を予知することは危

険である。 しかし、この地域に大きな歪がすでに

蓄積されていることが、 illil量の結果からわかって

いる。 その蓄積の速さは、ちょうど70年ぐらいで

岩盤の破壊強度の限界に近づく程度である。

図 2に示したように、小田原直下の岩盤のずれ

で地震が起こった後、東海 ・南海のプレート境界

の巨大地震が連動した場合が多い。小田原はフィ

リピン海プレートの北端部で、その沈み込み口であ

る相＋失トラフの北西端であり、ここで‘の沈み込みを

きっかけとして、プレート境界が大きくずれる、

という仕組みが考えられる。
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房総半島の沖にも大き

な地震がよく発生する。

気象庁は御前崎沖につい

で 2番目の海底地震計を

この地域に設置し、常時

観測を始めた。
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茨城県沖の地震の巣で

は、特徴的な地震がよく

起こる。関東地域の “つ

ぽ”になっている所の一

つで、 ここで地震活動が

あると、広い範囲で大地

震が次々と起こる場合が

ある。 1982年の茨城県沖

地震のあと、あちこちで

悦んに地震が起こった。

図 3 1885年 l月 l日から 1986年 8月31固まで震央分布

深さ 0-IOQkm、M6以上 （気象庁の SEISPCによって作成）

図 3は、 1885年 1月 1

日から 1986年 8月31日ま

でに起こった、 M 6以上

で lOOkmよりも浅い地震

の震央分布図である。東

京 1(1：下にも多い。茨城県

沖の地震の巣や房総i中の

大地震なども見られる。

M 11885 01/01 00 00ー 198608/31 24・00 : M6.0-9.0 N=96 
9.0 『

8.0 

7 .0 

6.0 
この図 3の中から、長

方形の枠で囲んだ部分の

地震の時系列を、図 4に

示す。関東大地震をピー

クとする一連の活動は、
90 00 10 20 30 40 50 60 70 80 

1906年ごろから始まり、
図 4 最近｜∞年の地震の時系列 図3の長方形で囲んだ地域（SEIS-PCによる）

北伊豆地震の後しだいに治まって、 1960年ごろに

はすっかり静かになっていた。 しかし、 1974年ご

ろから伊豆を中心に、また地震活動が活発になり

始めている。

今、 人々の目は東海地震とその予知 に向けられ

ている。しかし、 1854年の安政東海地震の時でも、

江戸にはそれほどの被害はなかった。東京に住む

人々は、首都圏に発生する地震の予知は大変困難

であることを知った上で、安政江戸地震や関東大

地震の再来に対して 、もっと充分な備えを蓄積す

べきである。 地震動を受け流すことのできる町と社

会を築いていくことしか、震災を軽減する方法は

ない。 しかもそれは急を要する。

（おいけかずお／京都大学防災研究所助教授）
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協会だより
日本損害保険協会の防災活動や損害保険業界の動きをお知ら
せするペ ジです。協会の活動について、ご意見やご質問が
ございまし芝ら、お気軽に編集部＝協会・防災事業室あてに
お寄せくだ、さい。

全国統一防火標結決定

前号でもご案内いたしました、 62年度防火標語

の募集には、全国より 49,705点にのぼる多数の作

品が寄せられました。

この多数の応募作品の中から、選考委員による

厳正な審交の結来、次のとおり入選作品が決定し

ました。 また、佳作（20点）には、下記の方々の作

品が選ばれました。

なお、入選作品は、昭和62年度の全国統一防火

標語として防火ポスターをはじめ、広く防火意識

の普及 PRに使用されることとなっています。

• i選考委員 ＝秋山ちえ子氏（評論家） 、川越昭氏 （ N

H K解説委員）、高田敏子氏（詩人）、消防庁長官、

日本煩害保険協会会長

・入選 1点（賞金20万円）

ri肖えたかな ／ 気になるあの火もう 一度』

浅田信孝さん （千葉県松戸市）の作品

・佳作20点（賞金各 2万円）入賞者（敬称略）

菊地京子（北海道北見市）、熊谷幸平（岩手県総

沢町）、佐々木穎（宮城県仙台市）、原喜栄 （福

砧県郡山市）、佐隊三郎 （群馬県安中市）、佐d長

時英（埼玉県川越市）、 多国武彦（千葉県千葉市）、

城戸丈二（東京都足立区）、背野陸自IS（東京都足

立区）、斉藤日出男（ 1'i'f•岡県 1'il•岡市）、桜井七自IS

( i'iY•岡県沼津市 ）、水よ栄子（富山県永見市 ） 、

馬術1Ji噂（岐阜県大垣市）、存野絹代（三重県津市）、

本間士朗（滋貨県草j司令市）、山本斡男（奈良県奈

良市）、藤井幸一（兵庫県加古川市）、渡辺繁夫

（鳥取県境港市）、江島昭雄 （福岡県北九州市）、

永岩由美子（鹿児烏県市良町）

主婦の防火アイデア募集入賞者決定

当協会では、消防庁の後援、市民防災研究所な

らびに発明学会の協力のもとに、家庭の防災責任

者である主婦を対象に、火災や地震 ・風水害 、家

庭内の傷害事故など日常生活を取巻く災害・事故

の防止 ・軽減に役立つアイデアを防災対策の音II（防

災用品・用具など）、 防災教育の部（防災意識を喚

起するような童話や紙芝居 ・映画のストーリーな

ど）の二部門に分けて募集しておりましたが、こ

のたび、全国から寄せられた 616点にのぼる作品

の中から、選考委員各氏による厳正な審査の結果、

下記の方々の作品が入賞と決定しました。

なお、当協会では、これらの入賞作品をもとに

防災映画 ・図書を制作したり、当協会主催の防災
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展で紹介するなど、本事業の成果を広く防災意識

の普及 ・高揚に活用していくこととしています0

・選考委員＝嵐山光三郎氏（作家）、灰谷健次郎氏

（児童文学者）、西川勢津子氏 （評論家）、消防庁長

官、市民防災研究所所長、発明学会会長、日本損

害保険協会会長

・最優秀賞 （1点 ・賞金30万円）

神長れい子さん （北海道・旭川市）

童話 「羽ばたけ ピータン」

※雀のピータン一家は 、湖のほとりに新し く建

った家の換気孔に移り住もうとするが、その家

の主人に見っかり追い出されてしまう。その後

llKり込んだ主 人のタハコの不始末から火災が発

生するが、ピータンが機転をきかせて近くのパ

ス会社の運転手さんとガイドさんに知らせ、そ

の主人を助けるという内容。

・音II門優秀賞 （防災対策の部、防災教育の部各 l

点・賞金10万円）

防災対策の部

聖子村良子さん（抑岡県・伊東市）

「［lJj煙衣入り枕」

防災教育の音II

鈴木篤子さん （千葉県・市川市）

童話「辰夫と竜太とそして俺」

・奨励賞（ 10点・賞金各 3万円）入賞者（敬称略）

防災対策の音II

平井佳子（東京都 ・大田区）、篠井美智子（愛知

県 ・名古屋市）、重松昌子（兵庫県・神戸市）、

青木勝子（島恨県・益田市）、外園世志子（鹿児島

県 ・鹿児島市）

防災教育の部

山崎香織（茨城県・水戸市）、黒川とき江 （千葉

県 ・千葉市7、古里子孝子（東京都 ・町田市）、宮

武！？争代（香川県・高松市）、広崎き よか（長崎県・

佐世保市）

・努力賞 （30点 ・賞金各 1万円）

井川多恵子 （東京都・江戸川区）他29名

大島町に小型動力ポンプ積載車を寄贈

十員害保険業界では、当協会を通じて地方自治体

等に消防機材を寄贈しておりますが、昨年11月の

三原山の噴火災害により大きな被害を受けた大島

町に対して、全自動小型動力ポ ンプを積載した掲

記卓両を寄贈することに決定し、 3月20日に贈呈

式を挙行しました。



61年11月・ 12月・ 62年 1月

災害メモ

食火災

en・4 茨城県那珂郡山方町の民

家で火災。住宅、物置など計5棟約

380m＇全焼。 4名死亡0

en・18 新潟県六日町京岡の民家

で火災。 l棟約330m＇全焼。 2名死亡、

1名負傷。

en・18 北海道江別市文京台の酪

農学園大学構内で、新築工事中の学

生会館2階から出火。建物内部延べ

2,lOOm＇焼失。作業員 2名死亡、 9

名負傷0

•11 ・ 21 大阪府大阪市西成区岸里

のアパートまりも荘で火災。隣接商

店に延焼し、 2棟計290m＇焼失。 3

名死亡、 1名一酸化炭素中毒。・ll・28 広島県広島市安佐北区安

佐町の民家で火災。 1棟約190m＇全

焼。 6名死亡。ふろの火の不始末ら

しい。

•12 ・ 1 北海道網走支庁美幌町の

公営住宅で火災。約43m＇全焼。 3名

死亡。子供の火遊びらしい。・12・6 北海道上川管内東川町の

民家で火災。 1棟約125m＇全焼。 3

名死亡。薪ストープの過熱が原因ら

しい。

•12 ・ 9 青森県西津軽郡鯵ケ沢町

の民家で火災。 1棟約165m＇全焼。 5

名死亡。薪ストープの不始末らしい。

•12 ・ 19 北海道渡島支庁森町上台

町の民家で火災~ 1階約13m＇焼失。

一酸化炭素中毒で3名死亡。・12・23 兵庫県小野市喜多町の民

家で火災。 1棟約120m＇全焼。 4名

死亡0

•12 ・ 23 兵庫県西脇市岡崎町の民

家納屋2階から出火。隣接母屋に延

焼し計98m＇焼失。 4名死亡0

•12 ・ 31 千葉県市川市欠真間の民

家で火災。 1棟約50m＇全焼。 2名死

亡、 1名負傷。たばこの火の不始末

らしい。

• 1 ・ 2 東京都台東区浅草の包装

業下三商事倉庫兼店舗から出火。隣

接作業所や住宅などに延焼し、言十4

棟約830m＇全焼、 7棟の一部焼失。

3名負傷。不審火0・1・6 東京都江東区大島のア

パート石原荘 1階付近から出火。隣

接住宅に延焼し計8棟約410m＇全半

焼。 10世帯25名り災。 2名死亡。

• 1 ・ 6 北海道風連町瑞生の民家

で火災。 1棟約200m＇全焼。 4名死亡、

3名負傷。

• 1 ・ 20 岐阜県恵那市三郷町の民

家 1階から出火。 1棟約240m＇全焼。

4名死亡、 3名重軽傷。

女爆発・12・27 静岡県裾野市平松の三菱

アルミニウム富士製作所内アルミは

く圧延工場で作業中に水素ガス爆

発。 1名死亡、 4名重軽傷。引火し

たアルミ粉末に水をかけたところ、

水素ガスが発生、爆発したもの。

＊陸上交通

en・3 茨城県目立市折笠町の国

道6号で、ライトパンが中央分離帯

を乗り越え、反対車線に飛び出し、

対向の乗用車に衝突、横転。 3名死

亡、 2名重軽傷。・ll・25 北海道苫小牧市植苗の市

道で乗用車が路外に飛び出し暴走、

立ち木に激突して炎上。 4名死亡0

•12 ・ 7 大阪府大阪市住之江区の

府道で、乗用車がコンクリート製電

柱に激突、大破。 4名死亡、 1名重体0

•12 ・ 17 矯玉県北葛飾郡庄和町の

国道16号で、乗用車がスピードを出

し過ぎダンプカーに追突。 3名死亡0

•12 ・ 20 茨城県古河市長谷町の県

道で、乗用車治宝対向車線にはみ出し
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ライトパンと正面衝突。 5名死亡0

•12 ・ 23 岩手県下閉伊郡川井村の

国道106号で、圧雪道路を普通タイ

ヤで走っていた乗用車がスリップ

し、対向してきた大型ダンプカーと

正面衝突。 5名死亡0

•12 ・ 28 国鉄山陰線余部鉄橋で回

送列車が転落（グラピアページへlo・1・18 東京都足立区新田の環状

7号内回りの交差点で、信号無視の

乗用車が、右折しようとした乗用車

に衝突。 3名死亡、 4名重軽傷。

• 1 ・ 25 茨城県千代川村の関東鉄

道常総線原新田踏切で、ワゴン車と

気動車が衝突、大破。 3名死亡、 3

名重体、 6名重軽傷。

女航空

• 1 ・ ll 長野県小県郡和田村の和

田峠付近に双発セスナ421C型機（ 3 

名乗組）が墜落、炎上。全員死亡。

甲骨海重量・ll・11 新潟県新潟西港北24Km

の海上で、底ヲ｜き網漁船正盛丸（40t・

8名乗組）が高波を受けて転覆、沈

没。 2名死亡、 2名行方不明。

en・28 北海道厚岸町沖で操業し

ていたエピけた網漁船第 8保漁丸

(14.99t. 4名乗組）が消息絶つ。

全員行方不明。

•12 ・ 19 島根県隠岐島後白島崎灯

台北東約145Kmの海上で、いか釣

漁船第 7海風号（102t. 26名乗組）

が大波を受けて転覆、沈没。 17名行

方不明。・12・28 島根県地蔵埼北東約

77Kmの海上で、いか釣漁船第 1長

栄丸（54t・3名乗組）が消息絶つ。

全員行方不明。

合自然

en・15 東京都伊豆大鳥の三原山

が「安永の噴火」以来209年振りの
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大噴火。 21日、溶岩流が集落付近ま

で流出し、全島に避難命令。東京 ・

神奈川等へ避難したが、約 1か月後

の12月19日、島民全面帰烏を開始、

22日には帰島を完了した。

en・23 鹿児島県鹿児烏市の桜島

南岳 (l,040m）が爆発。直径 3m

の噴石が岡市古里温泉内のホテルを

直撃。6名重軽傷。

•1 ・ 9 東北地方を中心とした東

日本一帯でM6.9の強い地震が発生。

震源地は岩手県宮古市の北西20Km。

岩手県内でガラス破損や落下物で5

名負傷。道路の損康や停電、ガケ崩

れなどの被害。

•1 ・ ll 秋田県男鹿半島付近で大

規模な竜巻が発生。八郎潟町をはじ

め県内 7市町村で合わせてIll棟を

損捜（うち全壊19棟）。

•1 ・ 14 北海道を中心に東北、関

東など広範囲にわたるM6.9の地震

が発生。震源地は日高山脈北部で、

倒れた自動販売器の下敷きになるな

どで7名重軽傷。

＊その他

en・2 東京都千代田区神田駿河

台の日本大学理工学部地下講堂で、

学園祭コンサートの客44名が酸欠で

倒れ、うち28名を病院に収容。

en・20 群馬県新田郡尾島町の美

容院で、待合室の長火鉢による一酸

化炭素中毒で経営者、客計4名死亡。・1・28 福岡県甘木市江川の山林

で、家出してテント生活中の一家4

名が、練炭による一酸化炭素中毒で

全員死亡。

＊海外

en・6 スイス北部パーセル郊外

にあるサンド社農薬倉庫が炎上。

l ,500tの有毒化学剤が、消火用の

大量の水と共に流出。ライン川に流

れ込み、深刻な汚染。
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・ll・ll ハイチ・ゴナプ島沖合で

貨物船が沈没、約200名死亡。重量

制限をはるかに超える客と荷物の登

載が原因らしい。

en・15 台湾 ・台北から花蓮に至

る東部沿岸一帯でM6.8、M6.3の地

震が続いて発生。建物の倒壊、落石、

津波などで、 14名死亡、 41名負傷0・ll・28 アメ リカ・ハワイ烏のキ

ラウェア火山で、今月 7月中旬から

浴岩が流出していたが、噴火活動が

激化。溶岩流が住宅9戸を破嬢。

•12 ・ 9 アメリカ・パージニア州

サリーのサリー原子力発電所2号機

（加圧水型軽水炉）で、タービン建

屋の冷却水配管が破断。高温の水蒸

気と熱水によるやけどで2名死亡、

6名負傷。

•12 ・ 12 東ドイツ・シェーネフェ

ルト空港約 3Kmの森に、ソ連国営

アエロフロート航空 TU134型旅客

機（乗員乗客81名）が墜落、炎上。

69名死亡、 12名重傷。

• 12 ・ 26 香港島アバディーン対

岸、鴨月利洲の水上生活者の舟だまり

で船火事が発生。小船約200隻焼失。

300世帯約1,600名り災。4名負傷0・12・31 アメリカ自治領プエル ト

リコのホテルデュポンプラザで火災

（グラピアページへ）。

• 1 ・ 3 アフリカ ・コートジポ

アールの首都アピジャンのポール ・

プエ国際空港を離陸直後の、パリグ

ブラジル航空ボーイング707型機（51

名乗組）が近くの森林に墜落。49名

死亡、 2名重体。・1・3 南太平洋ク ック諸島ラロ

トンガ島に大型の熱帯低気圧が上

陸。暴風と高波で1,000名以上が家

を失い、農産物にも大きな被害。

• 1 ・ 4 アメリカ ・メリーランド

州ポルチモア近郊で急行列車と貨物

列車が衝突、脱線、横転。15名死亡、

176名負傷。

編集委員

赤木昭夫 NH K解説委員

秋田ー緩 災害問題評諭家

安倍北夫 早稲田大学教授

上回三夫 東京海上火災保険附

生内E幸子 評論家

小山貞 東京消防庁予防部長

塚本孝一 元日本大学教授

根本願吉 気象研究家

森尚雄 科学審察研究所交通部長

森島 i車 千代図火災海上保険側

森宮康 明治大学教授

編集後12.

+2月15日に東京・世田谷の甲州街

道で起こった事故は、若者の運転す

る乗用車が、対向車線に飛び出し4t

トラ ックに激突して、乗員 6名が全

貝死亡するというすさまじさ。もし

そのトラ ックが、私の運転する乗用

車だったとしたらと考えるとぞっと

します。．今号の災害メモをご覧い

ただくとおわかりのように、対向車

線へのはみ出しによる事故3件、路

傍の立木やコンク リー卜の電柱への

激突が 21'牛と、走行事線を逸脱した

ことによる交通事故が5件 （死者3

名以上の事故を収録）もあります。

自分が安全運転しているからといっ

て安心していられる交通環境ではな

いようです。．前号の「突風が引き

起こした大惨事」（相馬消二氏）が、

週刊文春1月22日号の「事実の素直面

一余部鉄橋事故、突風災害への警鐘J
（柳田邦男氏）に引用されました。

本昔、の記事は、いろいろなところで

お役に立っていますが、やはりその

具体的な形を自にするのは、編集者

にと ってうれしいことです。（山田）
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精神修養施設r仏祥院Jで火災 ｜ 
昭和62年2月II日午前5時30分ごろ、静岡県富士市大淵の

私設精神修養施設「仏祥院」で火災。鉄骨スレートぷき一

部3階建て東西両棟合わせ延べ 3,230m＇のうち、東棟｜、 2

階部介言十 289m＇を焼失。この火災で、カギの掛けられてい

た反省室とも呼ばれる l階読経室にいた 2名と、 2階大部

屋にいた｜名の計3名が死亡。 l名が病院で手当てを受け

fニ。
仏祥院は、 59年 5月にも本堂や居住室約 650m'を焼〈火

災を出しており、また、違法建築や消防設備の不備で、同

市及ぴ岡市消防本部から建物使用禁止命令が出されている

建物だった。

加トリ柿テル炎上

昭和61年12月31日午後 3時（日本時間｜日午後 4時）ごろ、米

自治領プエルトリコの首都サンファンにある21階建て薮華ホテ

ル「デユポン・プラザホテル」で火災。当日は、新年を過ごそ

うとする観光客ら約 800名でほぼ満室だったが、ホテルは瞬く

問に猛火と煙に包まれ、約 5時間にわたり炎上。屋上からヘリ

コプターによる救出作業も続けられたが、くすぶる煙に救出作

業は阻まれ、死者は96名にのぼった。また、 109名がやけどや

呼吸器障害で病院に収容され（うち 18名は重体）、 1946年、ア

トランタで 119名死亡した火災に次ぐ、米国ホテル火災史上二

番目の大惨事となった。

同ホテルでは、賃上げを巡る労使対立が続いており、組合大

会閉会後、組合員従業員が、騒ぎを起こす目的で会議室に固形

燃料を持ち込み、備品に放火したところ、予想外の早さで燃え

広がったもので、ホテルにはスプリンクラー設備もなく、火災

発生後、略奪を恐れて警備員がカジノに通じるドアに錠をかけ

たため惨事を大きくしたらしい。



余部鉄橋から列車転落、工場を直撃12名死傷
昭和61年12月28日午後｜時25介ごろ、兵庫県地崎郡香住

町の国鉄山陰線余部鉄橋（高さ41m）を走っていた香住発

浜坂行きの回送中のお座敷列車「みやひ・号」が突風にあお

られ、先頭のデイーゼル機関車と客車の台車の一部を残し

て客車 7両が転落、鉄橋下の水産加工業「鎌清商店」余部

工場と民家を直撃。

この事故で、加工場の従業員 8名が客車や倒壊した建物

の下敷きになり、列車に乗っていた車掌、日本食堂従業員

など含めて 6名が死亡、 6名が重軽傷を負った。

余部鉄橋は、橋脚の高さが東洋一で、冬は日本海からの

強い季節風の吹きつける難所。このため鉄橋上に自動風速

計を設置し、風速25m以上になると福知山鉄道管理局の C

TC （列車集中制御装置）指令室から、列車に危険を知ら

せる特殊発光信号機を点灯するシステムになっていた。当

時、風速33mを記録していたが、特殊発光信号が出されな

ヵ、った。

定員オーバーの乗用車、トラックに激突。 6名死亡

’・－ 

昭和62年2月 158 午前 8 時25~手ごろ、東京都

世間谷区南烏山 3丁目の国道20号線（甲州街

道）で、 23名のグループが4台の車に介乗し

て走行中、仲間の乗用車を追い越そうとして

接触した乗用車が半回転しながら対向車線に

飛び出し、首脅から来た 4tトラックに激突、

大破。この事故で、乗用車を運転していた高

校生と同乗の 5名全員が死亡。接触した車の

一名も軽いけがを負った。

23名は徹夜ドライブの帰りで、一睡もして

ないうえ、 5か月前に運転免許を取ったばか

りの高校生が、スピードを出しすぎハンドル

操作を誤ったらしい。



刊行物／映画ご案内
防災誌

予防時幸~ （季刊 ）

奥さま防災ニュース（隔月干IJ)

防災図書

高層ホテル・旅館の防火指針

石油精製工業の防火・防爆指針

石油化学工業の防火・防爆指針

危険物施設等における火気使用工事の防火指針

コンビュータの防災指針

ビル内の可燃物と火災危険性（浜田稔著）

旅館・ホテルの防火（堀内三郎著）

そのとき fあなたがリーダーだ（安倍北夫著）

事例が語るデパートの防火（塚本孝一著）

自のつけどころはここだ 1ー工場の防火対策一

人命安全一ビルや地下街の防災一

改訂工場防火の基礎知識（秋田一雄著）

理想のビル防災 ビルの防火管理を考えるー

大地震に備える 行動心理学からの知恵一（安倍北夫著）

とつぜん起こる大地震

暮らしの防災ハンドブック

防火管理必携

クイス防災ゼミナール

倉庫の火災リスクを考える

リクス・マネジメント

電気設備の防災

業態別工場防火シリーズ

印刷および紙工工業の火災危険と対策

製材および木工業の火災危険と対策

織布、裁断・裁縫、帽子製造工業の火災危険と対策

プラスチック加工、ゴム・ゴム材加工工業の火災危険と対策

菓子製造、飲料製造および冷凍工業の火災危険と対策

電気機械器具工業の火災危険と対策

染色整理および漂白工業の火災危険と対策

皮革工業の火災危険と対策

パルプおよび製紙工業の火災危険と対策

製粉・精米・精麦およびでんぷん製造工業の火災危険と対策

酒類製造工業の火災危険と対策

化粧品製造工業の火災危険と対策

映画

しあわせ防災家族（わが家の火災危険をさぐる）〔21介〕

森と子どもの歌〔15介〕

あなたと紡災～身近な危険を考える（21分〕

おっと危いマイホーム〔23分〕

工場防火を考える〔25分〕

たとえ小さな火でも（火災を科学する） (26分〕

わんわん火事だわん〔18分］

ある防火管理者の悩み（34分〕

友情は燃えて〔35分〕

火事と子馬 〔22分〕

火災のあとに残るもの〔28分〕

ふたりの私〔33分〕

ザ・ファイヤー・ Gメン 〔21分〕

煙の恐ろしさ 〔28分〕

パニックをさけるために（あるビル火災に学ぶもの）〔21分〕

動物村の消防士〔18分〕

綱審保険のABC (15分〕

映画は、防災講演会・座談会のおり 、ぜひご利用ください。当協会ならびに当協会各地方委員会〔北海道＝（011)231-3815、

東北＝（0222)21-6466，新潟＝（0252)23-0039、償浜＝（045)681-1966、商事岡＝（0542)52-1843、金沢＝（0762)21ー1149、

名古屋＝（052)971ー1201、京都＝（075)221ー2670、大阪＝（06)202-8761、神戸＝（078)341-2771、広島＝（082)247-4529、

四国＝（0878)51-3344、福岡＝（092)771-9766〕にて、無料貸し出ししております。

社団
法人 日本損害保険協会 記事モ~~~：空関~；f~~~Ol
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日本損害保険協会

日新 〉

日本 シ

日本 記

富士 ジ

安田 ジ
（社員全社51

東亜火災

東京海上

東洋火災

同和 火災

自動 火災

日産 火災

大成火災

太陽火災

第一火 災

大東京火災

大同火災

千代田火災

社団
法人

朝日火災

オールステー卜

共栄火災

興 亜火 災

住友海上

大正海上

日本損害保険協会の防災事操

交通安全のために 火災予防のために一一一

．救急車の寄贈 ．消防自動車の寄贈

．交通安全機器の寄贈 ．防火ポスターの寄贈

・交通遺児育英会への援助 ．防火標語の募集

．交通安全展の開催 ．奥さま防災博士の表彰

．交通債の引受け ．消防債の引受け
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